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法人税 裁決 Ｆ０－２－１０５９

（太陽光発電設備の増設部分の取得時期／重加算税）　①平成２９年３月３１日までにパワコン
接続作業が完了していた区画が一つでもあるとは認められないから、請求人は、本件事業年度末
までに、発電設備を取得して、これを事業の用に供したとは認められない、②請求人の常務取締
役が、本件発電設備の引渡しが未了であることを認識しながら各引渡書を請負業者の従業員に作
成させたとは認められず、請求人に国税通則法６８条１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に
該当する事実があったと認めることはできないとして賦課決定処分の一部が取り消された事例
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算
税の賦課決定処分、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法
人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま
での課税期間の消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・①棄却、②一部取消し・令０
３－０４－２６裁決）
【東裁（法・諸）令２－７７】
【情報公開法第９条第１項による開示情報】

〔裁決の要旨〕

１　本件は、審査請求人が、太陽光発電設備の増設部分を事業年度末までに取得し、事業の

用に供したとして、当該増設部分に係る減価償却費（特別償却費を含む。）を損金の額に

算入して法人税等の申告をするとともに、当該増設部分の取得に係る消費税額を仕入れに

係る消費税額に算入して消費税等の申告をしたのに対し、原処分庁が、請求人は当該増設

部分を事業年度末までに取得していないにもかかわらず取得年月日を仮装して減価償却費

を損金の額に算入し、また、仕入れに係る消費税額に算入したとして法人税等及び消費税

等の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、当該増設

部分を事業年度末までに取得等したなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案であ

る。

２　請求人が、減価償却費を本件事業年度の損金の額に算入するためには、発電設備を平成

２９年３月３１日までに取得し、かつ、事業の用に供することが必要であり、発電設備に

係る支払対価の額に対する消費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額として控除するた

めには、発電設備を同日までに取得したことが必要であるところ、請求人は請負業者との

間で増設工事の請負契約を締結し、さらに、請負業者が下請業者との間で下請契約を締結

しており、当該下請契約において、請負業者が太陽光パネル等の部材を提供すること及び

増設工事部分の売電開始の確認後に引渡しとする旨の合意がされていることが認められ

る。

３　平成２９年３月３１日までにパワコン接続作業が完了していた区画が一つでもあるとは

認められないから、本件増設工事において、その全区画につき、同日までにパワコン接続

作業が終了し発電が可能な状態にはなっておらず、そもそも発電設備は完成していなかっ

たと認められる。

 そうすると、平成２９年３月３１日までに、本件発電設備を発電の確認をして取得する

ことはできず、請求人においても、同日までに請負業者から完成した発電設備の引渡しを

受けてこれを取得したとは認められない上、さらに、完成していない発電設備を「事業の

用に供した」とも認められない。

４　請求人の常務取締役が、発電設備の引渡しが未了であることを認識しながら各引渡書を

請負業者の従業員に作成させたとは認められず、常務取締役に、減価償却費を本件事業年

度の損金の額に算入するための事実に係る仮装行為があったと認めることはできない。以

上により、本件各賦課決定処分に係る、請求人の常務取締役が各引渡書を作成させるなど

した行為を請求人の行為と同視できるか否かに係る双方の主張について検討するまでもな

概要
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く、請求人に国税通則法６８条１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実が

あったと認めることはできない。

５　したがって、本件各更正処分は適法である。本件各賦課決定処分は、いずれも過少申告

加算税相当額を超える部分の金額につき違法があるから、その一部を別紙１ないし別紙３

の「取消額等計算書」のとおり取り消すのが相当である。

裁決年月日　Ｒ０３－０４－２６

コード番号　Ｆ０－２－１０５９

裁決書

東裁（法・諸）令２第７７号

令和３年４月２６日

国税不服審判所長　東亜由美

審査請求人

所在地　■■■■■■■■■■■■■■■

名称　■■■■■■■■■■■■■■■■■■

代表者　■■■■■■■■■■

原処分庁　■■■■■■

原処分　平成３１年３月２６日付でされた次の各処分

１　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処

分及び重加算税の賦課決定処分

２　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税

の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

３　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方

消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

 上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

 更正処分に対する審査請求をいずれも棄却し、賦課決定処分の一部を別紙１ないし別紙３

「取消額等計算書」のとおり取り消す。

理由

１　事実

（１）　事案の概要

 本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が、太陽光発電設備の増設部分

を事業年度末までに取得し、事業の用に供したとして、当該増設部分に係る減価償

却費（特別償却費を含む。）を損金の額に算入して法人税等の申告をするととも

に、当該増設部分の取得に係る消費税額を仕入れに係る消費税額に算入して消費税

等の申告をしたのに対し、原処分庁が、請求人は当該増設部分を事業年度末までに

取得していないにもかかわらず取得年月日を仮装して減価償却費を損金の額に算入

し、また、仕入れに係る消費税額に算入したとして法人税等及び消費税等の各更正

処分及び重加算税の各賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、当該増設部分

を事業年度末までに取得等したなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案で

ある。

（２）　関係法令

 別紙４のとおりである。

 なお、別紙４で定義した略称については、以下、本文においても使用する。

（３）　基礎事実

本文
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 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ　請求人は、昭和５５年４月１日に設立された、各種製罐技術のコンサルティン

グ業務の受託並びに自然エネルギー等による発電及び売電に関する業務等を目的

とする法人であり、■■■は、請求人の代表取締役である（以下、■■■を「■

■■■」という。）。

ロ　請求人は、平成２８年１２月２０日、■■■■■■■に所在する「■■■■■

■■■■」と称する既存の太陽光発電設備（以下「本件既存設備」という。）を

■■■■■■■■■■■■■から購入して、平成２９年３月１日に引渡しを受

け、同月２日から、■■■■■■■■（以下「本件電気事業者」という。）に対

して、本件既存設備で発電された全ての電力を売却している。

 なお、本件既存設備は、その設置場所において、地上権設定登記、造成工事、

遠隔監視システム及びフェンスの各設備工事並びに電力会社との系統連系〔太陽

光パネルで発電した電力（直流電力をパワーコンディショナーで交流電力に変換

したもの）を電力会社との接続契約に基づき、その系統（電力網）に接続するこ

とをいう。以下同じ。〕が完了しており、かつ、国及び電力会社に対する名義変

更手続等も完了して運営可能な状態となったものである。

 また、本件既存設備は、九つの区画から構成され、区画ごとに売電が行われて

おり、各区画に設置された太陽光パネルの枚数は、１区画及び２区画では１５０

ワットのものが計３６０枚、３区画では６０ワットのものが８４５枚、４区画及

び５区画では１１５ワットのものが計４３５枚、６区画ないし９区画では２００

ワットのものが計２５２枚であった。

ハ　請求人は、平成２８年１２月頃に、請求人の常務取締役で太陽光発電事業の担

当者である■■■■■（以下「■■■■■■」という。）から、本件既存設備に

係る発電量を増やすため、本件既存設備に太陽光パネルを増設し、これについて

措置法第４２条の１２の５に規定する生産性向上設備等を取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別控除（生産性向上設備投資促進税制）の適用を受けること

を提案された。なお、上記税制の適用を受けるためには、平成２９年３月３１日

までに生産性向上設備等に当たる本件既存設備の増設部分の取得をし、かつ、事

業の用に供することが必要であった。

 請求人は、上記提案を受けて、■■■■■■が代表取締役を務める■■■■■

■■■■■■■■（以下「■■■■」という。）に対し、本件既存設備に対する

増設工事（以下「本件増設工事」といい、本件増設工事により請求人が取得する

こととなる太陽光発電設備を「本件発電設備」という。）を注文する旨の請負契

約を締結することとした。

 請求人は、上記ロの九つの区画のうち６区画を除く八つの区画を三つに分け

て、１区画ないし４区画を第１ブロック、５区画及び７区画を第２ブロック、８

区画及び９区画を第３ブロックとして■■■■に見積りを依頼し、■■■■か

ら、それぞれの工事予定日や金額等が記載された平成２９年３月２日付の３通の

見積書を受領した。同見積書には、いずれも「工事予定日」欄に「２０１７年３

月１５日～２０１７年３月３０日」、「検収条件」欄に工事の完成を意味する

「完工」、「引渡日」欄に「完工日」などと記載されていた。

 請求人は、その後、■■■■に本件増設工事を発注し、■■■■は、下請業者

に本件増設工事を発注して、下請業者が本件増設工事を開始した。

ニ　請求人は、経済産業大臣に対して、平成２９年３月７日付及び同月２３日付の

書面により、上記ハの三つの各ブロックについて、産業競争力強化法第２条《定

義》第１３項及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第５条《生産性向上

設備等の定義》第２号に規定する生産性向上設備等に該当する旨の確認申請を

し、いずれも当該確認を受けた。

ホ　請求人は、■■■■から、上記ハの三つの各ブロックの本件増設工事に係る平

成２９年３月２８日付及び同月２９日付の３通の引渡書（以下「本件各引渡書」

という。）を受領した。

 本件各引渡書の「完成確認年月日」欄には、第１ブロック及び第２ブロックの

区画の工事については「平成２９年３月２８日」と、第３ブロックの区画の工事
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については「平成２９年３月２９日」と記載されていた。

ヘ　請求人は、■■■■から、上記ホの第１ブロック及び第２ブロックの本件増設

工事に係る平成２９年３月９日付の請求書及び同月２８日付の請求書並びに第３

ブロックの本件増設工事に係る同日付の請求書（以下「本件各請求書」とい

う。）計３通を受領し、■■■■に対し、同月１５日に上記の同月９日付請求書

の請求額である■■■■■■を、同年４月４日に上記の第１ブロック及び第２ブ

ロックに係る同年３月２８日付請求書の請求額である■■■■■■を、同年４月

５日に上記の第３ブロックに係る同年３月２８日付請求書の請求額である■■■

■■■をそれぞれ支払った。

（４）　審査請求に至る経緯

イ　請求人は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度（以

下「本件事業年度」という。）の法人税について、青色の確定申告書に別表１の

「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。

 その際、請求人は、本件発電設備に係る減価償却費について、措置法第４２条

の１２の５第１項を適用し、普通償却限度額に相当する７５０，４８０円及び特

別償却限度額に相当する３８，１６０，０００円との合計額３８，９１０，４８

０円（以下「本件減価償却費」という。）を損金経理により、本件事業年度の所

得の金額の計算上損金の額に算入した。

ロ　請求人は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度

（以下「本件課税事業年度」という。）の地方法人税について、青色の確定申告

書に別表２の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。

ハ　請求人は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税期間（以

下「本件課税期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」とい

う。）について、確定申告書に別表３の「確定申告」欄のとおり記載して、法定

申告期限までに申告した。

 なお、請求人は、本件発電設備の取得価額の■■■■■■を本件課税期間の課

税仕入れに係る支払対価の額に含め、本件課税期間の仕入税額控除の額を計算し

た。

ニ　原処分庁は、■■■■■■■■■■■■所属の調査担当職員の調査に基づき、

平成３１年３月２６日付で、別表１ないし別表３の各「更正処分等」欄のとお

り、本件事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方法人税及び本件課税期間の

消費税等について、各更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び重加算

税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と本

件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。）をした。

ホ　請求人は、令和元年６月２４日に、本件各処分を不服として再調査審理庁に再

調査の請求をしたところ、再調査審理庁は、同年１０月２３日付で棄却の再調査

決定をした。

ヘ　請求人は、令和元年１１月２２日に再調査決定を経た後の本件各処分の全部の

取消しを求めて審査請求をした。

２　争点

（１）　請求人は、平成２９年３月３１日までに本件発電設備を取得して、これを事業の

用に供したか否か（争点１）。

（２）　請求人に、通則法第６８条第１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する

事実があったか否か（争点２）。

３　争点についての主張

（１）　争点１（請求人は、平成２９年３月３１日までに本件発電設備を取得して、これ

を事業の用に供したか否か。）について

原処分庁 請求人

　請求人は、以下のとおり、本件発電設備を

平成２９年３月３１日までに取得しておら

ず、事業の用にも供していない。

　請求人は、以下のとおり、本件発電設備を

平成２９年３月３１日までに取得して、これ

を事業の用に供している。
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イ　本件発電設備を取得するためには、本件

増設工事を完了させた上で請求人に引き渡す

ことが必要であり、太陽光パネルをパワーコ

ンディショナーに接続した時点をもって、本

件増設工事が完了となるところ、本件増設工

事においてパワーコンディショナーへの接続

が行われたのは平成２９年４月１９日以降で

ある。したがって、本件増設工事は、平成２

９年３月３１日までに完了しておらず、請求

人は、同日までに本件発電設備を取得してい

ない。

イ　本件増設工事は、太陽光パネルをパワー

コンディショナーに接続することにより、平

成２９年３月２８日及び同月２９日に完了

し、請求人は、同月２８日及び同月２９日に

■■■■から本件発電設備の引渡しを受けて

いる。また、請求人は、平成２９年３月２８

日及び同月２９日に、本件発電設備において

売電を開始している。したがって、請求人

は、本件発電設備を平成２９年３月３１日ま

でに取得して、これを事業の用に供してい

る。

ロ　請求人は、本件発電設備を平成２９年４

月１９日までパワーコンディショナーに接続

していないから、同年３月３１日までに本件

発電設備を事業の用にも供していない。

ロ　本件増設工事において、請求人は、■■

■■の本件増設工事の責任者を通じて、平成

２９年３月３１日までに本件増設工事を完了

した旨及び現地にて目視で主要箇所の完了確

認をして売電を開始した旨の連絡を受けた。

ハ　仮に、本件増設工事において、一部の区

画でパワーコンディショナーへの接続等が平

成２９年４月に行われた箇所があったとして

も、その他の区画は、同年３月３１日までに

パワーコンディショナーへの接続等が完了

し、引渡しを受けている。

（２）　争点２（請求人に、通則法第６８条第１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に

該当する事実があったか否か。）について

原処分庁 請求人

イ　■■■■■■は、平成２９年３月３１日

までに本件増設工事が完了しておらず、■■

■■から請求人に本件発電設備が引き渡され

ていなかったことを認識しながら、請求人に

おいて本件発電設備に係る減価償却費の計上

及び仕入税額控除の適用を受けるために、■

■■■の代表取締役及び請求人の常務取締役

の立場を利用して、■■■■の■■■■（以

下「■■■」という。）に指示して虚偽の完

成確認年月日が記載された本件各引渡書を作

成させた上で、これを請求人に対して発行さ

せ、請求人に本件発電設備を同年３月中に取

得したものとしてその総勘定元帳の機械装置

勘定及び減価償却費勘定に計上させて総勘定

元帳への虚偽記載を主導した。この行為は、

「隠蔽し、又は仮装し」に該当する。

イ　本件増設工事について、■■■■から本

件増設工事を受注した■■■■■■■■■■

（以下「■■■」という。）の担当者から■

■■■の担当者に対して、平成２９年３月３

１日までに完了した旨の連絡があり、当該連

絡を受けた■■■■の担当者から■■■■■

■が、本件増設工事が完了し売電を開始した

旨の連絡を受けた。

　■■■■■■は、上記の連絡を受けたこと

から、平成２９年３月３１日までに本件増設

工事が完了し、本件発電設備の引渡しを受け

て売電を開始したと認識していたのであり、

本件各引渡書に記載させた日付が虚偽である

との認識は一切なかった。

ロ　上記イにおける、■■■■■■が本件各

引渡書に虚偽の完成確認年月日を記載するよ

う指示した行為は、以下のとおり、納税者で

ある請求人の行為と同視することができる。

（イ）　太陽光発電事業は、請求人の事業で

あり、請求人の常務取締役である■■■■■

■は、■■■■の一任の下、当該事業の全て

を取りまとめていた。

（ロ）　青色申告法人である請求人において

は、取引に関して作成又は受領した書類を基

に総勘定元帳の記載をすることになるのであ

ロ　原処分庁が主張する■■■■■■の行為

を請求人の行為と同視することは、以下のと

おり誤りである。

（イ）　請求人は、本件発電設備を含む太陽

光発電事業について■■■■■■に一任して

いたことはなく、本件増設工事においては、

発注を含め、重要な事項は■■■■がその都

度判断・決定していた。

（ロ）　請求人の行為は、■■■■の行為を

基準に把握されるべきであり、一取締役にす
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るから、■■■■■■が虚偽の日付の本件各

引渡書及び本件各請求書を作成させたこと

は、請求人の総勘定元帳の虚偽記載をさせた

ものと認められる行為である。

ぎない■■■■■■の行為を請求人の行為と

同視することは誤りである。

（ハ）　請求人の経理に関する決裁権限は、

■■■■にあり、■■■■は、本件各引渡書

及び本件各請求書により工事の完了を認識

し、これを事実ではないと疑わせるに足りる

事情がなかったので、総勘定元帳の基礎資料

として決定したものである。

４　当審判所の判断

（１）　争点１（請求人は、平成２９年３月３１日までに本件発電設備を取得して、これ

を事業の用に供したか否か。）について

イ　法令解釈

 法人税法第３１条第１項は、同法第２２条第３項の規定により当該事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、「内国法人の各事業年度終了の

時において有する」減価償却資産につき「その取得をした日及びその種類の区分

に応じ」て計算する旨規定しており、また、減価償却資産の償却の方法を規定し

た法人税法施行令第４８条の２が「取得をされた減価償却資産」を対象としてい

ることに照らせば、法人税法上、内国法人が減価償却資産について普通償却に係

る減価償却費を各事業年度の損金の額に算入するためには、当該法人が当該事業

年度終了の時において減価償却資産を「取得」していることが要件とされている

ものといえる。

 そして、減価償却の制度が固定資産の取得に要した費用を将来の収益に対する

費用の一括前払と捉えた上で、使用又は時間の経過による固定資産の価値の減少

に応じて、徐々に費用として計上することを認めるものであり、その取得価額を

取得後の一定の期間に配分する制度であることからすれば、減価償却資産の「取

得」があったというためには、減価償却資産を費用として計上しようとする法人

が当該固定資産の所有権等を法律上取得するか又はこれと同視できる事情が認め

られることが必要というべきである。

 このことは、措置法上、特別控除又は特別償却適用のために当該固定資産の

「取得」が必要とされている場合も同様というべきである。

 上記に述べたところからすれば、法人税法及び法人税法施行令並びに措置法に

おける法人による固定資産の「取得」とは、当該固定資産に係る所有権移転の原

因となる私法上の法律行為又はこれと同視することのできる行為をいうものと解

するのが相当であり、上記「取得」の時期はその原因行為による所有権移転の時

期がこれに当たるものと解するべきである。

 そして、請負人が一定の仕事を完成させ、完成された物を注文者に引き渡すこ

とを内容とする請負契約によって減価償却資産を取得する場合においては、契約

当事者間で所有権移転の時期に関する特約が存する等の事情がなければ、注文者

が、請負人から完成した当該減価償却資産の引渡しを受けることによって当該減

価償却資産の所有権が移転すると解するのが相当である。

 また、上記減価償却の制度の意義等に照らせば、法人税法上、内国法人が減価

償却資産について減価償却費を各事業年度の損金の額に算入するためには、当該

事業年度以前に当該減価償却資産を取得した上で、当該法人が当該事業年度に当

該減価償却資産をその事業の用に供したことが必要であると解され、また、措置

法の特別償却に関する規定においても、その適用を受けるためには減価償却資産

（新設の資産に限る。）を平成２９年３月３１日までに取得し、かつ、事業の用

に供したことが必要である旨規定されているところ、ある減価償却資産を「事業

の用に供した」か否かは、個別具体的な事実関係を前提として、当該減価償却資

産をその用途に応じた本来の機能を発揮するために使用を開始したと認められる

か否かにより、認定及び判断すべきものと解するのが相当である。

 消費税法第３０条第１項の「課税仕入れを行った日」の意義については、譲渡

人が課税資産の譲渡等を行った日と同義であると解するのが相当であり、請負契
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約による資産の譲渡（譲受け）において、所有権移転の時期及び引渡しの意義は

上記法人税法等における固定資産の「取得」と同様に解するべきである。

ロ　認定事実

 原処分関係資料及び請求人提出資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によ

れば、以下の事実が認められる。

（イ）　本件増設工事の作業概要

 本件増設工事では、同工事の第３ブロック（８区画及び９区画）の山側に

ついて一部造成工事が行われたほか、区画ごとに、①間配り（作業に必要な

材料を各場所に配る作業）、②杭打ち作業（架台を組み立てるに当たっての

杭を打ち込む作業）、③架台の組立て及び設置作業、④太陽光パネルを架台

に設置する作業（以下、④の作業を「本件パネル設置作業」という。）、⑤

太陽光パネル同士を電線でつなぐ作業（以下、⑤の作業を「本件結線作業」

という。）、⑥つないだ電線を結束してパワーコンディショナーに接続した

上で、電圧測定し、異常数値がないことを確認してパワーコンディショナー

のブレーカーを上げる作業（以下、⑥の一連の作業を「本件パワコン接続作

業」という。）が行われた。また、その他にも配線を地中に埋める作業や配

線のつなぎ替えの作業、梱包材等の片付け等の作業が行われた。

 このうち、上記④の本件パネル設置作業において設置されたパネルの枚数

は、本件増設工事の第１ブロック（１区画ないし４区画）及び第２ブロック

（５区画及び７区画）が合わせて７６０枚、第３ブロック（８区画及び９区

画）が１２０枚であった。

 なお、本件発電設備について、その取得に当たって新たな系統連系は行わ

れず、本件増設工事において本件パワコン接続作業を行うことにより、本件

電気事業者に対して電力の供給が開始された。

（ロ）　本件増設工事に係る請負業者等

Ａ　請求人は、平成２９年３月頃、■■■■との間で、同社に本件増設工事

を請け負わせる旨の請負契約を締結した。

 上記請負契約において、本件発電設備が売電できる状態になることを本

件増設工事の完了とし、請求人は、■■■■からの本件増設工事の完了の

報告をもって検収とし、これにより本件発電設備の引渡しを受けることと

なる旨の合意がされた。

Ｂ　■■■■は、■■■に対して、平成２９年３月２１日付及び同月２４日

付の本件増設工事の各注文書を発行し、本件増設工事の下請工事を発注し

た。

 上記の各注文書には、本件増設工事に係る工事予定期間は「平成２９年

３月２０日～平成２９年３月３１日」と記載されていたほか、単管、杭等

の架台組立てに必要な部材、ケーブル及び金物等の必要な部材は■■■■

が支給する旨が記載され、「引渡条件」欄には「増設分パネルの売電開始

確認後」と記載されていた。

Ｃ　■■■は、上記（イ）の①ないし⑤の作業等について、■■■■、■■

■■、■■■■■■■■（以下「■■■■」という。）及び■■■■■■

■■■■（以下「■■■■■■」といい、■■■■、■■■■■■、■■

■■及び■■■■を併せて「■■■■」、■■■■と■■■を併せて「■

■■■」という。）に発注した。

 ■■■は、上記（イ）の⑥の本件パワコン接続作業に係る電気工事につ

いては、電気関係の資格を有する従業員のいる■■■■■■に発注した。

その発注の際、工期は平成２９年４月１日から同月２８日までとされた。

（ハ）　本件増設工事に係る■■■■の作業内容等

Ａ　■■■は、平成２９年３月２０日から同年４月２４日までの間、本件増

設工事において、現場監督として現場の管理を行うとともに、下請業者の

手配や部材の管理、工事の進行管理等を行ったほか、同年３月中には、上

記（イ）の①ないし⑤の作業（本件結線作業までの作業）を行うこともあ

った。
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 ■■■が作成した工事日報は、平成２９年３月中のものには作業日ごと

に具体的な作業内容についての記載があるが、同年４月以降のものには作

業員の氏名と勤務時間の記載がされているものの、「作業内容」欄はいず

れも空欄となっている。

Ｂ　■■■■は、平成２９年３月２０日から同年４月１９日までの間、上記

（イ）の①ないし④の作業を行った。

Ｃ　■■■■は、平成２９年３月２４日から同年５月６日までの間、第１ブ

ロック、第３ブロック、第２ブロックの順に上記（イ）の③ないし⑤の作

業を行った。そのうち、⑤の本件結線作業を行ったのは同年４月１９日以

降であり、同日以降に上記と同様の順で各ブロックの本件結線作業を行っ

た。

Ｄ　■■■■は、平成２９年３月２０日から同年４月５日までの間、上記

（イ）の③ないし⑤の作業を行った。そのうち、⑤の本件結線作業を行っ

たのは、平成２９年４月１日以降であった。

Ｅ　■■■■■■は、平成２９年３月１８日から同年４月１８日までの間、

上記（イ）の③ないし⑤の作業のほか、架台を補修する作業及び太陽光パ

ネルを移動させる作業等を行った。

 また、上記（イ）の⑥の本件パワコン接続作業に係る電気工事について

は、電気関係の資格を有する■■■■（以下「■■■」という。）が現場

の責任者として同作業に従事し、同様に資格を有する■■■■■■の下請

の■■■■■■（以下「■■■」という。）も同作業に従事した。

 ■■■■■■が■■■に対して発行した請求書に添付された日報（作業

員ごとに、勤務した日付や従事した現場及び作業内容が記載されているも

の）には、■■■が、平成２９年４月３日から同年５月８日までの間に本

件パワコン接続作業等の電気工事に従事した旨の記載はあるが、同年４月

２日以前に、本件パワコン接続作業等の電気工事に従事した旨の記載はな

い。

 なお、上記日報には、責任者である■■■の作業の従事状況に関する記

載はない。

Ｆ　上記ＡないしＥの■■■■による各作業がいずれの区画において行われ

たものであるかについては明らかでないが、本件増設工事は、本件既存設

備の太陽光パネルの隙間を埋めるように新規の太陽光パネルを設置する工

事であったことから、上記（イ）の各作業は、各区画のうち、敷地の入り

口から遠い、奥側にある１区画ないし４区画から行われ、最後に入り口に

最も近い７区画について行われた。また、作業の手順としては、まず、１

区画ないし４区画について同時進行で本件パネル設置作業までの作業が行

われ、続けて上記と同様に最後の７区画の本件パネル設置作業までの作業

が行われ、本件結線作業以降の作業は、本件パネル設置作業が終了した部

分から順に行われた。

（ニ）　平成２９年３月３１日の本件既存設備の発電量等について

 平成２９年３月３１日の■■■■■■（本件既存設備及び本件発電設備の

所在地）の天候は雨で、同市付近の日照時間は０時間であった。そのため、

平成２９年３月３１日の発電量は、少ない区画では約１６キロワットアワ

ー、多い区画でも３１キロワットアワー程度であり、いずれの区画において

も同年３月の発電量のうちで最も少ないものであった（同月の最大発電量は

少ない区画でも約２５５キロワットアワーで、多い区画では約３１８キロワ

ットアワーであった。）。

ハ　本件増設工事の完了に係る関係人の答述等

（イ）　■■■■担当者の■■■■の答述

 ■■■■の本件増設工事の担当者であった、■■■■（以下「■■■」と

いう。）は、令和２年１０月７日の当審判所に対する答述において、平成２

９年３月３１日に本件増設工事の現場において、パワーコンディショナーが

ピークカット（パワーコンディショナーの容量を超え電力を捨てる状態にま
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で達していることをいう。以下同じ。）まで上がっていることをモニターで

確認し、増設部分のケーブルがパワーコンディショナーに接続されているこ

とを確認した旨述べた。他方、■■■は、上記答述の終盤において、■■■

の担当者である■■■■（以下「■■■■■■」という。）から、実際には

本件増設工事が完了していないのに完了した旨の報告をしたことを認めて詫

びる旨の連絡があった旨述べた。

（ロ）　■■■の申述等

 ■■■は、平成３０年９月２７日、■■■■■■所属の調査担当職員に対

して、平成２９年３月１８日から■■■らと共に作業を行っていたこと、■

■■が行った作業は主に電気工事であり、具体的には太陽光パネル同士をつ

なぐ作業やパワーコンディショナーの回路変更の作業等を行っていたこと、

■■■らは架台の組立て、パネル設置、太陽光パネル同士をつなぐ作業を行

っていたが、■■■は電気関係の資格を有しているのでパワーコンディショ

ナーへのケーブルの接続作業も行っていた旨申述した。

 また、令和２年９月２４日付の回答書において、当審判所に対して、電気

工事の施工は平成２９年４月１日以前から行っていたこと、その事実を確認

できる資料はないこと、平成２９年３月後半には電気工事の施工をしていた

と思う旨、パワーコンディショナーへの接続日、ブレーカーを上げた日及び

電圧測定日は分からない旨回答した。

ニ　検討

（イ）　請求人が、本件減価償却費を本件事業年度の損金の額に算入するために

は、本件発電設備を平成２９年３月３１日までに取得し、かつ、事業の用

に供することが必要であり、本件発電設備に係る支払対価の額に対する消

費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額として控除するためには、本件

発電設備を同日までに取得したことが必要であるところ、上記ロの（ロ）

のとおり、請求人は■■■■との間で本件増設工事の請負契約を締結し、

さらに、■■■■が■■■との間で下請契約を締結しており、当該下請契

約において、■■■■が太陽光パネル等の部材を提供すること及び本件増

設工事部分の売電開始の確認後に引渡しとする旨の合意がされていること

が認められる。

 そこで、請求人が平成２９年３月３１日までに本件発電設備を「取得」し

たと認められるかについて、まず、本件増設工事が同日までに完了して発電

可能な状態となり、■■■■が売電開始を確認してこれを取得したと認めら

れるかを検討する。

（ロ）　本件増設工事の工程が上記ロの（イ）のとおりであることからすれば、

本件増設工事が完了し、発電が可能な状態になったというためには、本件

パワコン接続作業まで終了していることが必要となる。そこで、本件増設

工事において、平成２９年３月３１日までに本件パワコン接続作業が終了

しているか否かを検討するに、上記ロの（ハ）のＥのとおり、本件パワコ

ン接続作業を行うことができた■■■と■■■の２名のうち、■■■が本

件パワコン接続作業等を開始したのは、平成２９年４月３日であるから、

■■■は同年３月中には本件パワコン接続作業を開始していない。

（ハ）　また、■■■の平成２９年３月中の本件パワコン接続作業への従事状況

についてみると、上記ロの（ロ）のＣのとおり、■■■が、本件パワコン

接続作業を■■■■■■に発注した際の約定の工期は、同年４月１日から

同月２８日までとされており、同年３月３１日以前に本件パワコン接続作

業を開始することは予定されていなかったことが認められる。そして、本

件パワコン接続作業の前提として終了していることが必要な本件結線作業

（太陽光パネル同士を電線でつなぐ作業）の工程について、上記ロの

（ハ）のとおり、本件増設工事に従事した■■■■のうち■■■■はそも

そも本件結線作業を担当しておらず、■■■■が本件結線作業を開始した

のは平成２９年４月１９日以降、■■■■が開始したのは同月１日以降、

■■■が開始したのは同月３日以降であり、これらの業者においては同年

2024/12/05 15:08 TAINS｜判決・裁決詳細

https://app6.tains.org/search/detail/61417 9/15
11 / 99



３月中には行われていない。そうすると、本件パワコン接続作業の前段階

として必要な本件結線作業ですら、これらの業者によって行われたのは平

成２９年４月以降であることになる。この点、■■■は、平成２９年３月

２０日から同年４月２４日まで本件増設工事を行い、その間に①間配り、

②杭打ち作業、③架台の組立て及び設置作業、④本件パネル設置作業、⑤

本件結線作業の各作業に従事していたところ、上記期間のうち、どの作業

がいつ行われたかなどの具体的な作業手順は不明であるものの、■■■が

現場監督の立場にあったこと、■■■■、■■■■、■■■■及び■■■

の作業の進行が上記ロの（ハ）のとおりであることに照らせば、■■■の

みによって同年３月中に本件結線作業まで全て完了させた区画があったと

は考え難く、同月中に本件結線作業やこれを前提とする本件パワコン接続

作業が行われたことを示す事実も何ら見当たらない本件において、さら

に、同月中に本件パワコン接続作業についても全て完了した区画があった

ことはおよそ考え難いというほかない。

 したがって、■■■においても、本件パワコン接続作業は平成２９年４月

以降に行われ、同年３月中には行われていないと認めるのが相当である。

（ニ）　この点の認定に関し、本件パワコン接続作業を担当した■■■は、上記

ハの（ロ）のとおり、平成２９年３月後半から電気工事を開始していた旨

回答しているものの、ここにいう「電気工事」の用語は、■■■の従前の

申述内容からすれば、太陽光パネル同士を電線でつなぐ本件結線作業を含

むものとして用いられていると解されるから、そもそもこれをもって、同

年３月中に本件パワコン接続作業を行っていたとの事実が明確に述べられ

たものとはいえない上、■■■が共に作業を行ったとする■■■が本件パ

ワコン接続作業等を開始したのは同年４月３日以降であるから、■■■の

同回答によっても、上記（ハ）の認定を左右しない。

（ホ）　以上により、平成２９年３月３１日までに■■■及び■■■によって本

件パワコン接続作業が完了していた区画が一つでもあるとは認められない

から、本件増設工事において、その全区画につき、同日までに本件パワコ

ン接続作業が終了し発電が可能な状態にはなっておらず、そもそも本件発

電設備は完成していなかったと認められる。

 そうすると、平成２９年３月３１日までに、■■■■が本件発電設備を発

電の確認をして取得することはできず、請求人においても、同日までに■■

■■から完成した本件発電設備の引渡しを受けてこれを取得したとは認めら

れない上、さらに、完成していない本件発電設備を「事業の用に供した」と

も認められない。

ホ　小括

 以上のとおり、請求人は、平成２９年３月３１日までに、本件発電設備を取得

して、これを事業の用に供したとは認められない。

ヘ　請求人の主張について

（イ）　請求人は、上記３の（１）の「請求人」欄のイのとおり、平成２９年３

月２８日及び同月２９日に本件増設工事が完了して本件発電設備において

売電が開始されているから、本件発電設備を同月３１日までに取得し、こ

れを事業の用に供している旨主張する。

 しかしながら、上記ニの（ホ）のとおり、本件発電設備はそもそも平成２

９年３月３１日までに完成しておらず、請求人は同日までに■■■■から本

件発電設備を取得していないし、事業の用にも供していなかったと認められ

るのであるから、請求人の主張には理由がない。

（ロ）　請求人は、上記３の（１）の「請求人」欄のロのとおり、平成２９年３

月３１日までに■■■■の本件増設工事の責任者を通じて本件増設工事を

完了し、売電を開始した旨の連絡を受けており、本件発電設備を同日まで

に取得している旨主張する。

 しかしながら、平成２９年３月３１日までに本件増設工事が完成しておら

ず、請求人が同日までに本件発電設備を取得できていないことは上記ニの
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（ホ）のとおりである。

 また、以下のとおり、■■■■の本件増設工事の責任者である■■■が現

地にて目視で主要箇所の完了確認をした事実も認められない。

 すなわち、上記ハの（イ）のとおり、■■■■の担当者であった■■■

は、平成２９年３月３１日に、パワーコンディショナーがピークカットまで

上がっていることをモニターで確認して、増設部分のケーブルがパワーコン

ディショナーに接続されていることを目視で確認した旨述べている。しかし

ながら、上記ロの（ニ）のとおり、本件発電設備が所在する付近の平成２９

年３月３１日の天候は雨で、その日照時間は０時間であり、同日の発電量が

同年３月の最小発電量であったのであるから、パワーコンディショナーがピ

ークカットまで上がっていることを確認したという■■■の答述は、これら

の客観的事情と整合しない。また、当審判所の調査によれば、■■■は、従

前、パワーコンディショナーへの接続を目視で確認することもしていないと

する答述をしていたと認められるところ、この答述からも合理的な理由なく

変遷しているから、■■■の上記のような確認をした旨の答述は信用できな

い。

 したがって、■■■による目視での完了確認があった事実も認められない

から、いずれにしても請求人の主張は採用できない。

（ハ）　請求人は、上記３の（１）の「請求人」欄のハのとおり、仮に、本件増

設工事において、一部の区画でパワーコンディショナーへの接続等が平成

２９年４月に行われた箇所があったとしても、それ以外の区画は、同年３

月３１日までにパワーコンディショナーへの接続等が完了し、引渡しを受

けている旨主張する。

 しかしながら、上記ニの（ホ）のとおり、平成２９年３月３１日までに本

件パワコン接続作業が完了していた区画が一つでもあるとは認められないか

ら、請求人の主張には理由がない。

（２）　争点２（請求人に、通則法第６８条第１項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に

該当する事実があったか否か。）について

イ　法令解釈

 通則法第６８条に規定する重加算税は、納税者がその国税の課税標準等又は税

額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽

し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出しているときに課されるもの

であるところ、ここでいう「事実を隠蔽する」とは、課税標準等又は税額等の計

算の基礎となる事実についてこれを隠蔽し又は故意に脱漏することをいい、ま

た、「事実を仮装する」とは、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あた

かも、それが真実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲することをいう

ものと解するのが相当である。

ロ　認定事実

 原処分関係資料及び請求人提出資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によ

れば、次の事実が認められる。

（イ）　本件増設工事における完了報告は、■■■の現場監督であった■■■■

が■■■■■■に連絡し、■■■■■■が■■■■の■■■に連絡し、■

■■が■■■■■■に対してすることになっていた。

（ロ）　■■■は、平成２９年３月１日、同月１５日、同月２０日、同月２７日

及び同月３１日を出発日として本件増設工事の現場に行った。また、平成

２９年４月以降も本件増設工事の現場に行った。

 他方、■■■■■■が本件増設工事の現場に赴いて現地を確認したことは

なかった。

（ハ）　■■■■■■は、平成２９年３月３１日、■■■■の従業員であった■

■■に指示をして、本件各引渡書を作成させた。

（ニ）　請求人は、平成２９年３月１５日、同年４月４日及び同月５日に、■■

■■に対して、本件増設工事の請負報酬の支払をした。

ハ　■■■■■■の本件増設工事の完了の認識に係る関係者の答述等
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（イ）　■■■の答述等

Ａ　■■■は、平成３０年１１月７日及び同月２１日、■■■■■■所属の

調査担当職員に対して、■■■■■■から本件各引渡書などの書類の作成

指示があった際に、平成２９年３月３１日までに本件増設工事は終わって

いないが、本件発電設備の完成確認年月日を「平成２９年３月２８日」及

び「平成２９年３月２９日」と記載して本件各引渡書を作成するよう指示

された旨、また、■■■■■■から、本件増設工事に必要な部材を同年４

月に発注すると工事が終わっていないのではないかと怪しまれるから、同

月に使用する部材も同年３月中に発注するよう口頭で指示があった旨申述

した。

Ｂ　■■■は、令和２年３月２７日、当審判所に対して、■■■■■■から

本件各引渡書などの書類の作成指示があった際に、「工事はまだ終わって

いないけど、引渡書を出す。４月以降は配線のやり直しをしているという

建付けにすればよい。」と言われた旨答述した。

（ロ）　■■■■の■■■の答述等

 ■■■は、■■■■■■所属の調査担当職員及び当審判所に対して、平成

２９年３月中に、■■■■■■から全区画について工事が完了し発電を開始

した旨の報告を受けたので、同月３１日に現場へ行った上、■■■■■■に

本件増設工事の完了報告をした旨述べた。

（ハ）　■■■■■■の答述等

 ■■■■■■は、■■■■■■所属の調査担当職員に対して、本件発電設

備は平成２９年４月中旬に完成したものであるが、■■■■に対する請求書

は■■■又は■■■の指示により同年３月３０日又は同月３１日の日付で作

成し発行した旨申述していた。しかし、令和２年１２月１８日の当審判所に

対する答述においては、当審査請求手続の開始後に、本件増設工事は、平成

２９年３月末までに完了したと認識していたものの、同月末までに電気工事

が終わっていなかったと■■■■■■に対して伝えた旨述べた。

（ニ）　■■■■■■の答述等

Ａ　■■■■■■は、平成３０年１２月１４日、■■■■■■所属の調査担

当職員に対して、■■■■の■■■に本件発電設備について措置法上の特

例を受けられるように工事を急がせるよう指示をし、さらに、■■■から

■■■■■■にその旨を指示していることを認識していた旨、■■■か

ら、平成２９年３月２８日に本件増設工事の第１ブロック及び第２ブロッ

クについて電気工事が完了した旨の報告を受けたため、同日付の引渡書を

作成するように■■■に指示をし、第３ブロックについては、同月３１日

までには間違いなく電気工事が完了するとの報告を受けたため、■■■

に、引渡しの見込みの日である同月２９日付で引渡書を作成するように指

示をした旨申述した。

Ｂ　また、令和２年３月３日の当審判所に対する答述においては、■■■は

■■■■を退職しているが、■■■が■■■■■■■■■■■ことなどか

ら実質的には■■■■が解雇をしたものである旨、■■■は、このことで

■■■■に対して不満を持っていたようで、■■■の■■■■に対する言

動について、名誉毀損で訴えることも検討したが、そこまではしなかった

旨述べ、さらに、本件増設工事の完了に関して虚偽の報告をした■■■に

対しては、別件工事の支払を停止する制裁を科した旨述べた。

ニ　検討

（イ）　上記（１）のニの（ホ）のとおり、本件増設工事は、平成２９年３月３

１日までに完了しておらず、同日までに本件発電設備の引渡しがあったと

は認められない。

 そこで、本件減価償却費を本件事業年度の損金の額に算入するための事実

に係る請求人の仮装行為があったと認められるかどうかについては、まず、

■■■■■■が、平成２９年３月３１日までに本件増設工事が完了しておら
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ず、本件発電設備の引渡しがされていないことを認識しながら、本件各引渡

書の作成を■■■に指示したかどうかが問題となる。

（ロ）　この点、上記ロの（イ）及び（ロ）のとおり、■■■■■■は、本件増

設工事の進捗状況については■■■の報告によって確認することになって

いたことが認められ、■■■■■■自身が本件増設工事の現場に赴いて本

件増設工事が平成２９年３月３１日までに完了していないことを直接把握

した事実は認められない。これに対し、■■■■■■が、本件増設工事が

平成２９年３月３１日までに完了しておらず、本件発電設備の引渡しがさ

れていない事実を認識していたことを示す証拠としては、上記ハの（イ）

の内容の■■■の答述等がある。

 そこで、上記■■■の答述等の信用性について検討するに、請求人は、■

■■の信用性を争っており、■■■■■■は、上記ハの（ニ）のＢのとお

り、■■■の退職経緯等からして、請求人に不利益な供述をする可能性を指

摘しているところ、■■■■■■が述べるような事実の有無は不明であるも

のの、他方で■■■の答述等についての客観的な裏付けもないから、■■■

の答述等のみを一方的に採用することもできないといわざるを得ない。

（ハ）　■■■■■■は、上記ハの（ハ）のとおり、本件発電設備は平成２９年

４月中旬に完成したものであるが、■■■■に対する請求書は■■■又は

■■■の指示により同年３月３０日又は同月３１日の日付で作成し発行し

た旨述べ、このことは、上記ハの（イ）の■■■の答述等に沿う内容では

あるが、その後に、上記ハの（ハ）のとおり、■■■■■■に対して、本

件増設工事は、平成２９年３月末までに完了したと認識していたが、同月

末までに電気工事が終わっていなかったと伝え、上記（１）のハの（イ）

のとおり、■■■■に対して、実際には本件増設工事が完了していないの

に完了した旨の報告をしたことを認めて詫びる旨の連絡があった旨■■■

が答述しており、そうすると、上記の■■■■■■の答述等をもって■■

■■■■が■■■らから上記指示を受けたと直ちに認めることはできない

上、■■■らの指示をもって■■■■■■の認識を認めることもできな

い。

（ニ）　以上に加えて、上記１の（３）のヘのとおり、本件増設工事の報酬が平

成２９年４月４日及び同月５日に支払われていることや、上記ハの（ニ）

のＡのとおり、請負業者等が工事の完了を急がされていた事情もうかがえ

ることにも照らせば、■■■■■■が、請負業者等から工事が完了してい

ないにもかかわらず、完了したかのごとく虚偽の報告を受けたという可能

性もあるのであって、■■■■■■において、本件増設工事が同年３月３

１日までに完了していないことを把握していたとまでは認定することはで

きない。

（ホ）　したがって、■■■■■■が、本件発電設備の引渡しが未了であること

を認識しながら本件各引渡書を■■■に作成させたとは認められず、■■

■■■■に、本件減価償却費を本件事業年度の損金の額に算入するための

事実に係る仮装行為があったと認めることはできない。

（ヘ）　以上により、本件各賦課決定処分に係る、請求人の常務取締役兼■■■

■の代表取締役である■■■■■■が本件各引渡書を作成させるなどした

行為を請求人の行為と同視できるか否かに係る双方の主張について検討す

るまでもなく、請求人に通則法第６８条第１項に規定する「隠蔽し、又は

仮装し」に該当する事実があったと認めることはできない。

ホ　原処分庁の主張について

 原処分庁は、上記３の（２）の「原処分庁」欄のイのとおり、■■■■■■が

■■■に本件各引渡書を作成させた行為について、請求人に通則法第６８条第１

項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張するが、そ

のような事実を認めるに足りる証拠がないことについては、上記ニの（ニ）及び

（ホ）のとおりであるから、原処分庁の主張には理由がない。

（３）　本件各更正処分の適法性について
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 上記（１）のとおり、請求人は、平成２９年３月３１日までに本件発電設備を取

得して、これを事業の用に供したとは認められないから、本件減価償却費を本件事

業年度の損金の額に算入することはできず、また、同日までに本件発電設備を取得

したとは認められないから、本件発電設備に係る支払対価の額に対する消費税額を

本件課税期間の控除対象仕入税額として控除することはできない。そして、これを

前提として、請求人の本件事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額、本件

課税事業年度の地方法人税の課税標準法人税額及び納付すべき税額並びに本件課税

期間の消費税の課税標準額及び消費税等の納付すべき税額を計算すると、当審判所

においても、いずれも本件各更正処分と同額であると認められる。

 また、本件各更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に

提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

 したがって、本件各更正処分は適法である。

（４）　本件各賦課決定処分の適法性について

 上記（２）のとおり、請求人に、通則法第６８条第１項に規定する「隠蔽し、又

は仮装し」に該当する事実があったと認めることはできないから、重加算税を課す

ることは相当ではないと認められるところ、本件各更正処分により納付すべき税額

の計算の基礎となった事実のうちに、本件各更正処分前の税額の計算の基礎とされ

ていなかったことについて、通則法第６５条第４項柱書及び同項第１号に規定する

正当な理由があるとは認められない。

 したがって、本件各賦課決定処分は、いずれも過少申告加算税相当額を超える部

分の金額につき違法があるから、その一部を別紙１ないし別紙３の「取消額等計算

書」のとおり取り消すのが相当である。

（５）　結論

 よって、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消すこととし、主文

のとおり裁決する。

＜別紙リンクに収録＞

別表１　審査請求に至る経緯（法人税）

別表２　審査請求に至る経緯（地方法人税）

別表３　審査請求に至る経緯（消費税等）

別紙１　取消額等計算書

（自　平成２８年４月１日　至　平成２９年３月３１日　事業年度分　法人税）

別紙２　取消額等計算書

（自　平成２８年４月１日　至　平成２９年３月３１日　課税事業年度分　地方法

人税）

別紙３　取消額等計算書

（自　平成２８年４月１日　至　平成２９年３月３１日　課税期間分　消費税　地

方消費税）

付表　国税通則法第６５条第２項の規定の適用がある場合の過少申告加算税の計算

別紙４　関係法令

１　法人税法第３１条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第１項は、内国

法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として同法第２

２条（平成３０年法律第７号による改正前のもの）《各事業年度の所得の金額の計算》第

３項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内

国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得を

した日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一

定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が

当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に

達するまでの金額とする旨規定している。

２　租税特別措置法（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下「措置法」とい

う。）第４２条の１２の５《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の

特別控除》第１項は、青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日（平成

２６年１月２０日）から平成２９年３月３１日までの期間内に、生産等設備を構成する機
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械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフ

トウェアで、同法第２条《定義》第１３項に規定する生産性向上設備等に該当するもの

（以下「生産性向上設備等」という。）のうち政令で定める規模のもの（以下「特定生産

性向上設備等」という。）の取得等〔取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたこ

とのないものの取得に限る。）又は製作若しくは建設をいう。〕をして、これを国内にあ

る当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該

特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第３１条第１項又は第２項の規定にかか

わらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額〔当該特定生産性

向上設備等の取得価額の１００分の５０（建物及び構築物については、１００分の２５）

に相当する金額をいう。〕との合計額とする旨規定している。

３　消費税法第３０条（平成２７年法律第９号による改正後の平成２４年法律第６８号によ

る改正前のもの。以下同じ。）《仕入れに係る消費税額の控除》第１項柱書及び同項第１

号は、事業者（同法第９条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第１項本文の規定によ

り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）が、国内において行う課税仕入れ等

については、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税

額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額を控除する

（以下、この控除を「仕入税額控除」という。）旨規定している。

４　国税通則法（以下「通則法」という。）第６８条《重加算税》第１項は、通則法第６５

条《過少申告加算税》第１項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標

準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その

隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対

し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る

過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算し

た金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

＜別紙リンクに収録＞

別紙１　不開示とした部分とその理由

別紙リンク ▼ 別表１～別表３、別紙１～別紙３・付表
▼ 別紙１　不開示とした部分とその理由

原本URL 原本なし

関連判決等 裁決 Ｆ０－２－１０５９（閲覧中）
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相続税 地裁 Ｚ８８８－２５５４

東京地方裁判所令和３年（行ウ）第５２２号相続税更正処分等取消請求事件（棄却）（確定）
国側当事者・国（芝税務署長）
令和５年２月１６日判決
【情報公開法第９条第１項による開示情報】
【相続財産／不当利得返還請求権の成否／隠蔽又は仮装の有無／証券口座からの出金】

判示事項

１　本件は、原告らが、亡母（丙）の相続に係る相続税の申告（本件申告）をしたところ、

芝税務署長から、原告甲が相続開始前に亡母の金融機関の口座（本件口座）から現金を出

金（本件各出金）したことによって同人が原告甲に対する不当利得返還請求権を取得し、

これが相続財産に含まれるなどとして、各原告において相続税の更正処分を受けるととも

に、原告甲が重加算税賦課決定処分、原告乙が過少申告加算税賦課決定処分をそれぞれ受

けたことから、各原告が、更正処分等の取消しを求める事案である。

２　本件各出金は、平成２５年１２月２５日から平成２８年１月１３日までの７５０日間

に、ほぼ毎日のように行われ、いずれの日もＡＴＭの１日当たりの出金の限度額である２

００万円が出金されており、出金の態様が極めて特徴的であること、出金場所が特定の場

所のＡＴＭに集中していること、本件口座から現金を引き出すために必要なカードは本件

口座カード１枚しか発行されておらず、同カードについて紛失等の登録がされたことがな

いことからすれば、本件各出金は同一人物が行ったものと推認される。

３　本件各出金のうち、１番目と３番目の日数を占める岐阜県所在のコンビニ店舗（本件コ

ンビニ店舗）や三井住友銀行岐阜支店をはじめとして、岐阜県内又は愛知県内に所在する

店舗のＡＴＭからの出金は、いずれも、原告甲名義のＥＴＣカードの使用履歴からして、

原告甲が東京都内から愛知県（小牧インターチェンジ、小牧東インターチェンジ）に移動

した後、次に同県（同各インターチェンジ）から東京都内へ戻るまでの間に行われてお

り、本件コンビニ店舗は、丙が所有する住居から約２㎞の場所に位置し、セブン銀行のＡ

ＴＭが設置されている店舗の中では同住居に最も近い場所にある。これら全ての事象が各

出金とは無関係に偶然起こるとは考え難いし、本件コンビニ店舗の店長及び店員が、原告

甲と思われる人物が来店してＡＴＭを使用していたこと、同人物の来店は特定の期間に連

続していたことなどを供述していることによれば、前記の各出金は、いずれも原告甲が行

ったものと推認することができる。

４　同一人物が行ったと認められる本件各出金の一部について原告甲が出金したものと推認

するに足りる事実が複数存在し、他方、同推認と矛盾する事実は存在しないことに加え、

丙や原告乙が本件各出金を行ったとは考え難いことからすれば、本件各出金はいずれも原

告甲が行ったものと優に認めることができる。

５　本件各出金は、１日当たり２００万円、総額で１４億３００２万３０００円を出金し、

本件口座で保有されていた丙の資産を全て現金に換えて引き出すというものであるとこ

ろ、丙が黙示的であれこのような出金をする権限を原告甲に付与していたとは通常考え難

いし、本件各出金が行われた当時の丙の認知能力が相当低下していたことからすれば、丙

が原告甲に対して上記の態様の出金に係る授権をしたものとは一層考え難い。

６　本件各更正処分において控除された介護付有料老人ホームの入居金等を除いて、原告甲

が本件各出金に係る金員を丙のために費消した等の事情を認めるに足りる証拠もないか

ら、いずれにしても相続の開始時点では、原告甲が同金員を自己のために所持し、又は費

消したことが優に認められるものである。

７　以上によれば、原告甲は、相続の開始までに、本件各出金に係る金員について、丙の占

有を排除して自己のために所持し、又は費消していたのであり、法律上の原因なく利益を

概要
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受け、そのために丙に損失を及ぼしたものといえるから、丙は、民法７０３条、７０４条

に基づき、原告甲に対する不当利得返還請求権を有するに至っていたと認められる。

８　原告甲は自ら本件各出金をしたのであるから、本件申告時、相続の開始時点で丙が原告

甲に対して本件各出金に係る不当利得返還請求権を有していたことを認識し、したがって

相続財産に同不当利得返還請求権が含まれることも認識していたものと認められる。それ

にもかかわらず、原告甲は、本件各出金に係る合計１４億３００２万３０００円もの巨額

の現金の所在及び使途を隠匿し、丙名義の金融機関の口座がほかにもあるのではないかと

疑ってその存在を尋ねたＡ税理士に対し、本件各出金の事実を伝えなかったのであって、

Ａ税理士は、原告甲からの回答等に基づいて、上記不当利得返還請求権を相続財産に含め

ることなく申告書を作成し、本件申告を行ったものである。原告甲の上記行為は、上記不

当利得返還請求権が相続財産に含まれることが外形的に判明しにくい状態を作出したもの

であり、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠す行為であ

るから、国税通則法６８条１項が定める「隠蔽」に該当するものといえる。

判決年月日　Ｒ０５－０２－１６

国税庁訴資　Ｚ８８８－２５５４

判決

原告　■■■■■■■

原告　■■■■■■■

上記両名訴訟代理人弁護士　宰田高志

同　石井将太

被告　国

同代表者法務大臣　齋藤健

処分行政庁　芝税務署長　中村辰博

同指定代理人　印南真吾

同　小池裕行

同　松尾直哉

同　宗形久美子

同　淵政博

同　高倉智宏

主文

１　原告らの請求をいずれも棄却する。

２　訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第１　請求

１　芝税務署長が原告■■■■に対して令和２年３月１９日付けでした、被相続人■■■

■の■■■■■■■■■■相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額１５

９４万４１００円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

２　芝税務署長が原告■■■■に対して令和２年２月２８日付けでした、被相続人■■■

■の■■■■■■■■■■相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額１３

４４万４１００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消

す。

第２　事案の概要

 本件は、原告らが、亡母（■■■■）の相続に係る相続税の申告をしたところ、芝税務

署長から、原告■■■■（以下「原告■■」という。）が相続開始前に亡母の金融機関の

本文

2024/12/06 20:48 TAINS｜判決・裁決詳細

https://app6.tains.org/search/detail/62180 2/13
28 / 99

Highlight



口座から現金を出金したことによって同人が原告■■に対する不当利得返還請求権を取得

し、これが相続財産に含まれるなどとして、各原告において相続税の更正処分を受けると

ともに、原告■■が重加算税賦課決定処分、原告■■■■（以下「原告■■」という。）

が過少申告加算税賦課決定処分をそれぞれ受けたことから、原告■■は上記出金をしてお

らず、上記不当利得返還請求権は発生していないなどと主張して、上記各更正処分のうち

各原告が申告した納付税額を超える部分の取消しを求めるとともに、原告■■は上記重加

算税賦課決定処分、原告■■は上記過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求める事案

である。

１　前提事実（当事者間に争いのない事実のほか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認

められる事実。以下、証拠番号は枝番号を含む。）

（１）　当事者等

 原告■■は■■■■（■■■■■■■■■生、■■■■■■■■■■死亡。以

下「■■」という。）の長男、原告■■は■■の二男であり、いずれも■■の相

続（以下「本件相続」という。）に係る法定相続人である。

（２）　■■による証券会社の口座開設

 ■■は、平成２１年１月２８日付けで申込書を提出し、■■■■■■■■（以

下「■■■■」という。）本店営業部に一般口座（口座番号■■■■■■■。以

下「本件口座」という。）を開設して、後日、本件口座のＭＲＦ（マネー・リザ

ーブ・ファンド。公社債等で運用される投資信託であり、当該口座への入金、当

該口座で保有する有価証券等の売却などの際に自動的に買い付けられ、有価証券

等の購入の際に自動的にその購入代金に充てられる。ＭＲＦは、現金に換金して

出金することができる。）を現金に換金して出金するために必要なカード（以下

「本件口座カード」という。）の発行を受けた（乙２０、２３）。

（３）　■■の施設入所等

ア　■■は、平成２２年１１月１８日、アルツハイマー型認知症と診断された

（乙６）。

イ　■■は、平成２４年１２月２１日、岐阜県■■■■内の老人保健施設■■■

■■■■■■（■■■■■■■■■■■■■所在。以下「■■■■■」とい

う。）に入所した。■■は、平成２５年５月３日、施設内で転倒、骨折して病

院に入院し、同月２９日、■■■■■に再入所した。

ウ　■■は、平成２６年２月２７日、東京都■■内の介護付有料老人ホーム■■

■■■（■■■■■■■■■■■所在。以下「■■■■■」という。）に転所

した。

（４）　■■の施設入所中の本件口座からの出金等

ア　平成２５年９月から同年１２月までの間に、■■が本件口座で保有していた

株式が全て売却され、その売却代金が全てＭＲＦの買付けに充てられた（乙２

２、２６）。

イ　本件口座からは、平成２５年１２月２５日から平成２８年１月１３日までの

７５０日間に、ＡＴＭを通じて１９０２回にわたって合計１４億３００２万３

０００円の現金が出金された。具体的には、別紙１「出金等一覧」のとおり、

「日付」欄記載の各年月日に、「出金場所」欄記載の各場所にあるＡＴＭか

ら、「１回当たり出金額」欄記載の各金額の現金が、「出金回数」欄記載の各

回数分、それぞれ出金されたもの（ただし、最終日の出金額は３０００円と２

万円。）であり（以下、これらの出金を併せて「本件各出金」という。）、本

件各出金の結果、本件口座で保有されている資産はなくなった。

 同別紙の２５番及び２６番の各取引について補足説明するに、本件口座の顧

客口座元帳（乙２２）における「受渡日」欄の日付の記載に「対客報告日」と

して日付が付記されている場合、同記載は直上の行に記載された取引の日付

を、実際にＡＴＭからの出金等が行われた日付に訂正するものであるから（な

お、同元帳において２行ごとに引かれている横の罫線は、取引単位を区切るも

のではない。）、平成２６年１月１８日（土曜日）に三井住友銀行岐阜支店

（同元帳に「０００９－０４０７」と表記される。）で、同月１９日（日曜

日）に同銀行■■■支店（同元帳に「０００９－■■■■」と表記される。東
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京都■■■■■■■■■■■所在。以下「本件銀行支店」という。）でそれぞ

れ２００万円が出金されたという２５番及び２６番に係る各取引が認定される

ものである。

 なお、同別紙の６１番ほかの「出金場所」欄に記載された「本件コンビニ店

舗」とは、コンビニエンスストアであるセブンイレブン■■■■■■■■■■

（岐阜県■■■■■■■■■■■■■■■■■■所在）を指し、以下、同店舗

をそのように呼称する。

（乙２２、２４、２５、２７、弁論の全趣旨）

（５）　相続の開始、相続税の申告及び更正処分等

ア　■■が■■■■■■■■■■に死亡し、本件相続が開始した。相続開始時点

では、■■の夫及び■■の子である原告らが法定相続人であったが、■■■■

■■■■■■に夫の失踪宣告の裁判が確定し、同人が■■■■■■■■■■■

に死亡したとみなされたことにより、原告らのみが遡って法定相続人となった

（乙１、５）。

イ　原告らは、■■■■■■■■■■、本件相続に係る相続税について、課税価

格を８０２３万８０００円、納付すべき税額を、原告■■は１５９４万４１０

０円、原告■■は１３４４万４１００円とする申告書を共同で提出した（以下

「本件申告」という。）。本件申告に係る申告書は、■■■■税理士（以下

「■■税理士」という。）が作成した。（乙１）

ウ　芝税務署長は、令和２年２月２８日、本件各出金は原告■■が行ったもので

あるとして、本件各出金について■■が原告■■に対して取得した不当利得返

還請求権の価格が課税価格に含まれていないこと、■■の夫が失踪宣告の裁判

の確定によって法定相続人に該当しないこととなったため原告■■の法定相続

分が増加したことなどを理由として、原告■■に対し、課税価格を８億５１８

５万９０００円、納付すべき税額を３億８２４７万２４００円とする更正処分

及び納付すべき額を５１２５万４５００円とする過少申告加算税賦課決定処分

（以下「本件過少申告加算税処分」という。）をした（甲２）。

エ　芝税務署長は、令和２年３月１９日、前記ウの原告■■に対する更正処分と

同様の理由により、原告■■に対し、課税価格を８億５１８５万９０００円、

納付すべき税額を３億８４９７万２４００円とする更正処分（以下、前記ウの

原告■■に対する更正処分と併せて「本件各更正処分」という。）及び納付す

べき額を１億２１１６万３０００円とする重加算税賦課決定処分（以下「本件

重加算税処分」という。）をした（甲１）。

（６）　審査請求及び本件訴訟の提起

ア　原告らは、令和２年５月２６日、国税不服審判所長に対し、自らが受けた本

件各更正処分、本件過少申告加算税処分及び本件重加算税処分について、いず

れも一部の取消しを求めてそれぞれ審査請求をしたが、同所長は、令和３年４

月２２日、いずれの審査請求も棄却した。

イ　原告らは、令和３年１０月２２日、本件訴訟を提起した（顕著な事実）。

２　争点

 本件の争点は、本件各出金をしたのは原告■■か（争点１）、■■の原告■■に対す

る不当利得返還請求権の成否（争点２）及び原告■■による相続税の課税標準等又は税

額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽又は仮装の有無（争点３）である。

 なお、被告が本件訴訟において主張する原告らの相続税、過少申告加算税（原告■

■）及び重加算税（原告■■）の税額の根拠は、別紙２「被告主張の納付すべき税額

等」のとおりであり、被告は、相続税については、課税価格の合計額は１７億０３７１

万８０００円、原告■■の納付すべき税額は３億８４９７万２４００円、原告■■の納

付すべき税額は３億８２４７万２４００円であると主張し、原告■■が納付すべき過少

申告加算税は５１２５万４５００円、原告■■が納付すべき重加算税は１億２１１６万

３０００円であると主張している。原告らは、後記のとおり、本件各出金をしたのは原

告■■ではなく、本件各出金に係る■■の不当利得返還請求権は発生していないから、

相続財産に同不当利得返還請求権は含まれない旨主張するが、同不当利得返還請求権が
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相続財産に含まれると仮定した場合に被告主張の税額の計算方法を採ることとなること

については、これを争っていない。

 上記各争点に関する当事者の主張は、次の３ないし５のとおりである。

３　争点１（本件各出金をしたのは原告■■か）

（被告の主張）

 本件各出金をしたのは原告■■である。

（原告らの主張）

 本件各出金をしたのは原告■■ではない。

 原告らは、本件各出金については、本件各更正処分の際に知らされるまで全く知らな

かったものである。

４　争点２（■■の原告■■に対する不当利得返還請求権の成否）

（被告の主張）

 原告■■は、本件各出金に係る現金に対する■■の支配を排除して、自己の物とする

意思をもって自らの支配下に置き、当該現金に対する占有を取得した。

 したがって、本件各出金により、原告■■は利益を受けて■■は損失を被ったといえ

るから、■■は原告■■に対する不当利得返還請求権を取得したものである。

（原告らの主張）

 仮に原告■■が本件各出金をしていたとしても、原告■■は利益を受けておらず、■

■の損失もないから、■■は原告■■に対する不当利得返還請求権を取得していない。

 すなわち、原告■■は、■■のために■■■■■や■■■■■の入居金や利用料を支

払っていた上、■■が本件口座と同じ■■■■本店営業部に開設した特定口座について

■■の代理人となっていたから、少なくとも■■と原告■■との間では、原告■■が■

■に代わって本件口座から出金をする一般的、包括的な権限を有する旨認識されてい

た。したがって、本件各出金当時、原告■■は、本件各出金に係る権限を有する■■の

占有補助者にすぎなかったのであり、出金された現金に対する占有を取得していない。

 また、原告■■と■■との間で出金の権限に係る具体的な合意がなくとも、高齢かつ

認知症の老人が介護施設に入所し、金融機関に出向くことができず、子が当該施設の費

用の支払をせざるを得ない状況にあれば、当該子において親の金融資産を管理し、場合

によっては親の口座から金員を引き出して当該費用の支払等に充てることは、社会通念

上ごく当たり前に行われていることであるから、仮に原告■■が本件各出金に係る現金

の占有を取得したとしても、■■もなお間接占有者として同現金を占有しているといえ

る。

５　争点３（原告■■による相続税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実

の隠蔽又は仮装の有無）

（被告の主張）

（１）　原告■■は、本件申告に係る申告書を作成した■■税理士に対し、本件各出金

をしたことを告げなかったばかりか、同税理士から他の金融機関の通帳の存在を

尋ねられたのに対し、本件各出金の存在を隠した上、他の金融機関の通帳はいと

こが持ち去って取り返すことができないなどと述べ、本件各出金の存在を同税理

士に知らせないまま課税財産を過少に記載した申告書を作成させて、本件申告を

した。

 また、原告■■は、相続税調査の際、本件口座カードについて知らない旨答述

し、本件各出金を行っていたにもかかわらず虚偽の申述を繰り返し、本件各出金

に係る金員の使途や保管場所についても明らかにしなかったのであり、原告らか

ら税務代理の委任を受けた税理士が調査の日程調整のため複数回にわたって連絡

をした際も、これに全く応じないなど非協力的な態度に終始した。

 本件各出金の態様からすれば、原告■■が本件各出金に先立って■■の相続財

産を減少させる意図を有していたことは明白であり、本件各出金について税理士

に秘して相続税の申告をさせたことにも鑑みれば、原告■■は、本件各出金に係

る不当利得返還請求権が■■に帰属する財産であることが判明しにくい状態を作

出したものであり、一連の行為は、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎と

なるべき事実の一部を隠す行為といえるから、国税通則法６８条１項の「隠蔽」

に該当する。
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（２）　仮に前記（１）の行為が積極的な隠蔽行為とまでは認められないとしても、前

記（１）の経緯からすれば、原告■■は、当初から相続財産を過少に申告するこ

とを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図

に基づく過少申告をしたものであり、この行為は隠蔽又は仮装に該当する。

（原告らの主張）

 被告の主張は否認ないし争う。

第３　当裁判所の判断

１　認定事実

 前提事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、この認定

を左右するに足りる証拠はない。

（１）　■■の認知能力、生活状況等

ア　■■は、平成２２年１１月１８日、医師によりアルツハイマー型認知症と診

断された（乙６）。

イ　■■の長谷川式簡易知能評価スケール（以下「長谷川式スケール」とい

う。）及びＭｉｎｉ－Ｍｅｎｔａｌ　Ｓｔａｔｅ（以下「ＭＭＳ」という。）

の実施結果は、次のとおりである。なお、いずれの検査も満点は３０点であ

り、長谷川式スケールについては２０点以下、ＭＭＳについては２３点以下で

あると認知症（痴ほう）の疑いがあると判断される。（乙１３）

実施日 長谷川式スケール ＭＭＳ

平成２４年１２月２５日 １３ １３

平成２５年２月１５日 ７ １４

平成２５年５月３１日 ８ １３

平成２５年９月５日 ３ ６

平成２５年１０月１８日 ５ １０

平成２６年２月１７日 ４ ５

ウ　■■■■■の当時の施設長であった■■■■医師は、平成２５年１月１０日

作成の意見書において、当時の■■について、「障害高齢者の日常生活自立度

（寝たきり度）」につき「Ａ２」（屋内での生活はおおむね自立しているが、

介助なしには外出しない。外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活

をしている。）に該当すると判断し、「認知症の行動・心理症状」につき「閉

じこもり」との意見を記載した。また、同医師は、同意見書において、「認知

症の中核症状」欄の「日常の意思決定を行うための認知能力」につき「見守り

が必要」（判断力が低下し、毎日の日課をこなすためにも合図や見守りが必要

となる。）、「自分の意思の伝達能力」につき「具体的要求に限られる」

〔時々は自分の意思を伝えることができるが、基本的な要求（飲食、睡眠、ト

イレ等）に限られる。〕とそれぞれ判断した。（乙８、１４）

エ　■■は、平成２５年５月２９日に■■■■■に再入所した後、シルバーカー

での歩行は可能であったが、転倒のリスクが高い状態であった。また、■■

は、認知症が進行し、収集癖、異食、排泄の失敗等が続いて、常時職員の見守

りや介助が必要な状態であった。（乙１２）

オ　■■■■■の施設長である■■■■医師は、平成２５年１１月１２日作成の

意見書において、当時の■■について、「認知症高齢者の日常生活自立度」に

つき「Ⅳ」（日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻

繁に見られ、常に介護を必要とする。）に該当すると判断した（乙１４、１

５）。

カ　■■は、平成２６年１２月１５日、東京高輪病院に緊急搬送され、肺炎等と

診断されて入院した。■■は、同病院において、高度認知症（３語の復唱のみ

可能。見当識障害は高度。自分の名前、年齢、出身地等の自分史を答えられな

い。）と判断された。（乙１７、１８）

（２）　本件口座と本件各出金に関する事情

ア　本件口座のＭＲＦは、■■■■が提携するＡＴＭに本件口座カードを挿入

し、４桁の暗証番号を入力することによって、現金に換金して出金することが
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できる。本件口座のＭＲＦを出金するために必要なカードは、令和４年１月１

９日時点で本件口座カード１枚しか発行されていない。本件口座カードについ

て紛失等の登録がされたことはなく、同日時点で有効なカードとして使用する

ことができた。（乙２１）

イ　本件各出金は、別紙１「出金等一覧」のとおり、平成２５年１２月２５日か

ら平成２８年１月１３日までの７５０日間のうち７１７日にわたって、１日当

たりのＡＴＭからの出金限度額である２００万円ずつ（ただし、最終日につい

ては残額全てに当たる２万３０００円）が出金されたというものである（乙２

１、２２、２４、２５）。

ウ（ア）　本件コンビニ店舗に設置されたセブン銀行のＡＴＭでは、本件各出金

がされたＡＴＭの中で最多である３５７日にわたって、１４２８回の出

金が行われた。本件コンビニ店舗は、■■が岐阜県■■■■内に所有し

てした住居（■■■■■■■■■■■■所在）から約２㎞の場所に位置

し、セブン銀行のＡＴＭが設置されている店舗の中では同住居から最も

近い場所にある。

 本件コンビニ店舗の店長は、令和元年８月２３日、東京国税局の相続税

調査において、原告■■の写真を確認した上で、原告■■と思われる人物

が来店したことがあること、同人物は一度来店すると数週間単位で毎日連

続して来店し、一旦来店が途切れるとしばらく来店しなくなることなどを

供述した。本件コンビニ店舗の他の店員も、同月２１日及び２３日、東京

国税局の相続税調査において、原告■■の写真を確認した上で、原告■■

と思われる人物が頻繁に来店していたこと、同人物はいつもＡＴＭで用事

を済ませた後で大量に食料品を購入していたことなどを供述した。

（乙６、２２、２７、５１、５２、弁論の全趣旨）

（イ）　東京都■■内の本件銀行支店に設置されたＡＴＭでは、本件コンビニ

店舗に次いで多い１５６日にわたって、１７３回の出金が行われた。本

件銀行支店は、■■が賃借し、原告■■が滞在することがあった東京都

■■内のマンション（■■■■■■■■■■■■所在）から徒歩で約１

分の場所にある。（乙２２、２８、２９）

エ　平成２６年４月頃、■■■■本店営業部において本件各出金のことが問題と

なり、同年５月１３日、同部担当者が電話で原告■■と話をしたところ、原告

■■は、■■のＭＲＦが２００万円ずつ出金されているのは分かっているなど

と述べた（乙２６）。

（３）　本件各出金がされた期間における原告の行動

ア　原告■■名義のＥＴＣカードについて、別紙１「出金等一覧」の「ＥＴＣ履

歴」欄記載のとおりの経路の使用履歴が存在する（乙３２、３３）。なお、原

告■■以外の者が同ＥＴＣカードを使用したことをうかがわせる事実は認めら

れない。

イ　原告■■は、平成２６年１１月１９日から２０日までの間及び同年１２月４

日から６日までの間、それぞれハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ

（神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３２０所在）に宿泊し、同月１５日から１７

日までの間、平成２７年１月１３日から１６日までの間及び同年３月７日から

８日までの間、それぞれホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野２－

１２０－３所在）に宿泊した（別紙１「出金等一覧」の「原告■■のその他行

動」欄記載のとおり。乙３６、弁論の全趣旨）。

ウ　原告■■は、■■との面会又は■■■■■の利用料の支払をするため、平成

２６年１月４日、９日、１４日、１６日、同年２月１２日、１８日及び同年３

月１６日、■■■■■を訪問した（別紙１「出金等一覧」の「原告■■のその

他行動」欄記載のとおり。乙３０、４０、４６）。

エ　原告■■は、平成２６年３月１３日、本件銀行支店の窓口において、■■の

■■■■■への入居金３２００万円を現金振込みの方法により支払った（別紙

１「出金等一覧」の「原告■■のその他行動」欄記載のとおり。乙４１、４

２）。
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（４）　本件申告に至るまでの原告■■の言動

 ■■税理士が、本件相続に係る相続税の申告書を作成するため、原告■■から

提示された■■名義の銀行口座の通帳を確認したところ、預金額がほとんど変動

していなかった。そこで、■■税理士が、原告■■に対し、■■の年金や生活費

について尋ねたところ、原告■■は、他の金融機関の通帳はいとこが持ち去って

しまい取り返すことができない旨返答した。また、■■税理士が、原告■■に対

し、■■の金融機関の口座を隠してもいいことはなく、現状で相続税の申告書を

提出すると税務署の調査が入る可能性がある旨を伝えると、原告■■は、調査が

入っても構わない旨返答した。（乙５３）

２　争点１（本件各出金をしたのは原告■■か）について

（１）　本件各出金が同一人物によるものであること

 認定事実（２）ア及びイのとおり、本件各出金は、平成２５年１２月２５日か

ら平成２８年１月１３日までの７５０日間のうち、７１７日という約９５％を占

める日数にわたってほぼ毎日のように行われ、残額全てを出金した最終日を除い

ていずれの日もＡＴＭの１日当たりの出金の限度額である２００万円が出金され

ており（コンビニエンスストアに設置されたＡＴＭについては、１回当たりの限

度額が５０万円であることから、１日のうちに同じＡＴＭから４回にわたって５

０万円ずつ出金されている。）、出金の態様が極めて特徴的であること、本件コ

ンビニ店舗からの出金が半数近くの日数を占め、本件銀行支店（１５６日）及び

三井住友銀行岐阜支店（１１４日）における出金を併せると本件各出金の９割を

超える日数を占めるなど、出金場所が特定の場所のＡＴＭに集中していること、

本件口座から現金を引き出すために必要なカードは本件口座カード１枚しか発行

されておらず、同カードについて紛失等の登録がされたことがないことからすれ

ば、本件各出金は同一人物が行ったものと推認される。

（２）　原告■■による本件各出金の可能性

ア　認定事実（２）及び（３）のとおり、本件各出金のうち、１番目と３番目の

日数を占める本件コンビニ店舗や三井住友銀行岐阜支店をはじめとして、岐阜

県内又は愛知県内に所在する店舗のＡＴＭからの出金は、いずれも、原告■■

名義のＥＴＣカードの使用履歴からして、原告■■が東京都内から愛知県（小

牧インターチェンジ、小牧東インターチェンジ）に移動した後、次に同県（同

各インターチェンジ）から東京都内へ戻るまでの間に行われており、そのうち

いくつかについては、原告■■が岐阜県■■■■内の■■■■■を訪問した日

に行われている。そして、本件コンビニ店舗は、■■が所有する■■内の住居

〔認定事実（２）ウ（ア）。原告■■も滞在することがあったと推認され

る。〕から約２㎞の場所に位置し、セブン銀行のＡＴＭが設置されている店舗

の中では同住居に最も近い場所にある。

 また、本件各出金のうち２番目に多い日数の出金が行われた本件銀行支店に

ついては、原告■■が■■■■■の入居金の現金振込みをするために同支店を

訪れた平成２６年３月１３日に出金が行われている上、■■が賃借し、原告■

■が滞在することがあった東京都■■内のマンション〔認定事実（２）ウ

（イ）〕から徒歩で約１分の場所にある。

 さらに、原告■■がハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパに滞在し

た時期には、同ホテルと同じく箱根町に位置するセブン銀行元箱根店及び同銀

行箱根小涌谷店のＡＴＭから出金が行われ、ホテルニューオータニ幕張に滞在

した時期には、同ホテルの付近にあるセブン銀行千葉海浜幕張駅前店や同銀行

ワールドビジネスガーデン店等の千葉県内の店舗のＡＴＭから出金が行われて

いる。

イ　前記アの各出金がされた日に、出金がされた店舗に相当程度近接する場所に

おいて、原告■■が所在し、又は原告■■が滞在した可能性のある住居が存在

するところ、これら全ての事象が各出金とは無関係に偶然起こるとは考え難

い。

 加えて、認定事実（２）ウ（ア）のとおり、本件コンビニ店舗の店長及び店

員が、原告■■と思われる人物が来店してＡＴＭを使用していたこと、同人物
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の来店は特定の期間に連続していたことなどを供述している。

 以上によれば、前記アの各出金は、いずれも原告■■が行ったものと推認す

ることができる。

（３）　■■による本件各出金の可能性

ア　前提事実（３）及び認定事実（１）のとおり、本件各出金が行われた平成２

５年１２月２５日から平成２８年１月１３日までの間、■■は、■■■■■又

は■■■■■に入所しており、当時■■■■■と高齢であったことに加え、平

成２２年１１月に診断されたアルツハイマー型認知症が進行し、長谷川式スケ

ールやＭＭＳの点数も認知症が疑われる基準を大きく下回っていた上、意思疎

通及び判断が困難であり、日常生活において常に介護が必要な状態であったの

であるから、当時入所していた各施設から本件各出金が行われたＡＴＭが設置

されている店舗まで赴いて出金をすることは困難であったと認められる。

イ　前記アの認定を前提にすると、■■が介護者による見守りや介助の下で外出

して出金をした可能性が問題となり得るが、①■■■■■及び■■■■■では

高額の現金、キャッシュカード等の貴重品の持込みが禁止されていること（乙

９、４６、４８ないし５０、６２）、②■■の日々の動静を記録した■■■■

■の看護・介護記録等（乙３０）及び■■■■■のケア記録（乙１７）におい

て■■が本件各出金が行われた場所を訪れた旨の記載や■■が現金を所持して

いた旨の記載は見当たらないこと、③各施設の職員も東京国税局の相続税調査

において■■が外部の病院の受診等以外の目的で外出したことはなかった旨や

■■が貴重品を所持していたことはなかった旨を供述していること（乙４６、

４９）からすれば、■■が職員に知られることなく密かに本件口座カードを所

持し、必ずしも施設から徒歩圏内にあるとは限らない本件各出金に係る店舗ま

で赴き、１日当たり２００万円もの大金を連日出金した上で、これを職員に知

られることなく所持していたとはおよそ考え難いから、上記の可能性は否定さ

れる。

 また、■■が他人に本件口座カードを託して出金をさせた可能性も問題とな

り得るが、■■が他人に出金を依頼したことを認めるに足りる証拠はなく、上

記のとおり認知症が進行し、意思疎通や判断に係る能力が相当低下していたこ

とに加え、各施設での日々の生活のための資金を所持する必要のなかった■■

が、１日当たり２００万円もの大金の連日にわたる出金を他人に依頼したとは

考え難いから、上記の可能性も否定される。

（４）　原告■■による本件各出金の可能性

 原告■■が平成２４年５月９日に脳梗塞を発症し、右上下肢に痙性麻痺等の後

遺症が残って歩行に杖と装具を要する状態となり、平成２５年１月２９日には、

障害程度等級３級として身体障害者手帳の交付を受け、その後、平成２６年６月

５日から１７日までの間及び平成２７年８月２４日から同年９月４日までの間、

東京都港区内の虎の門病院に入院したことについては当事者間に争いがないとこ

ろ、上記各入院期間中も、岐阜県内の本件コンビニ店舗等で本件各出金の一部で

ある出金が行われていたことからすれば、原告■■が本件各出金をしたとは考え

難い。そして、原告■■自身も、相続税調査の際、自身や家族は本件各出金をし

ていない旨供述しているところである（乙５５）。

（５）　検討

 以上のとおり、同一人物が行ったと認められる本件各出金の一部について原告

■■が出金したものと推認するに足りる事実が複数存在し、他方、同推認と矛盾

する事実は存在しないことに加え、■■や原告■■が本件各出金を行ったとは考

え難いことからすれば、本件各出金はいずれも原告■■が行ったものと優に認め

ることができる。

 上記認定に対し、原告らは、本件各出金については本件各更正処分の際に知ら

されるまで全く知らなかったと主張する。しかし、少なくとも原告■■について

は、認定事実（２）エのとおり、平成２６年５月１３日に、■■■■本店営業部

の担当者に対し、■■のＭＲＦからの２００万円ずつの出金の事実を分かってい

る旨述べていたのであるから、本件各出金に対する認識に係る上記主張は採用す
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ることができない。そもそも、本件各出金は、■■の相続財産を構成するはずで

あった１４億３００２万３０００円もの巨額の金融資産を、２年余りの間に毎日

のように２００万円ずつＡＴＭから引き出すことによって全て消失させるほどの

ものであるところ、原告■■は、原告■■が本件各出金をしたという推認とは別

の推認の可能性を抽象的に主張するばかりで、本件各出金を行った主体や使途に

ついて探求し、あるいは本件各出金に関与した者の責任を追及しようとする姿勢

が全く見られないのであって、このことは、本件各出金を行ったのが原告■■自

身であるという上記認定を裏付けるものというべきである。原告らの主張は採用

することができず、そのほか、上記認定を左右するに足りる証拠はない。

３　争点２（■■の原告■■に対する不当利得返還請求権の成否）について

（１）　認定事実（２）イのとおり、本件各出金は、１日当たり２００万円、総額で１

４億３００２万３０００円を出金し、本件口座で保有されていた■■の資産を全

て現金に換えて引き出すというものであるところ、原告■■が■■の子であり、

■■が入所していた施設の利用料等を支払っていたことなどを考慮しても、■■

が黙示的であれこのような出金をする権限を原告■■に付与していたとは通常考

え難い。さらに、前記２（３）で判示したとおり本件各出金が行われた当時の■

■の認知能力が相当低下していたことからすれば、■■が原告■■に対して上記

の態様の出金に係る授権をしたものとは一層考え難い。

 したがって、原告■■は、■■から本件各出金に係る権限を付与されていたと

は認められず、■■との関係から当然に同権限を有していたとも認められないか

ら、本件各出金に係る金員の占有補助者又は占有代理人に当たるということはで

きない。

（２）　仮に原告■■が本件口座からの出金について何らかの権限を有していたとして

も、原告らは本件各出金後の金員の所在及び使途について何ら明らかにしておら

ず（そもそも、原告らは、本件各更正処分等に対する審査請求から本件訴訟に至

るまで、原告■■が本件各出金をしたこと自体を一貫して否認している。）、本

件各更正処分において控除された■■■■■の入居金等を除いて、原告■■が本

件各出金に係る金員を■■のために費消した等の事情を認めるに足りる証拠もな

いから、いずれにしても本件相続の開始時点では、原告■■が同金員を自己のた

めに所持し、又は費消したことが優に認められるものである。

（３）　以上によれば、原告■■は、本件相続の開始までに、本件各出金に係る金員に

ついて、■■の占有を排除して自己のために所持し、又は費消していたのであ

り、法律上の原因なく利益を受け、そのために■■に損失を及ぼしたものといえ

るから、■■は、民法７０３条、７０４条に基づき、原告■■に対する不当利得

返還請求権を有するに至っていたと認められる。

４　争点３（原告■■による相続税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実

の隠蔽又は仮装の有無）について

 前記２で認定したとおり、原告■■は自ら本件各出金をしたのであるから、本件申告

時、本件相続の開始時点で■■が原告■■に対して本件各出金に係る不当利得返還請求

権を有していたことを認識し、したがって相続財産に同不当利得返還請求権が含まれる

ことも認識していたものと認められる。それにもかかわらず、原告■■は、本件各出金

に係る合計１４億３００２万３０００円もの巨額の現金の所在及び使途を隠匿し、認定

事実（４）のとおり、■■名義の金融機関の口座がほかにもあるのではないかと疑って

その存在を尋ねた■■税理士に対し、本件各出金の事実を伝えなかったのであって、■

■税理士は、原告■■からの回答等に基づいて、上記不当利得返還請求権を相続財産に

含めることなく申告書を作成し、本件申告を行ったものである。

 原告■■の上記行為は、上記不当利得返還請求権が相続財産に含まれることが外形的

に判明しにくい状態を作出したものであり、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎

となるべき事実の一部を隠す行為であるから、国税通則法６８条１項が定める「隠蔽」

に該当するものといえる。

５　本件の各処分の適法性

（１）　本件各更正処分
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 前記３で判示したとおり、■■は本件相続の開始時点で原告■■に対して本件

各出金に係る不当利得返還請求権を有していたと認められ、これは■■の相続財

産に含まれる。そうすると、原告らが相続税として納付すべき税額は、別紙２

「被告主張の納付すべき税額等」記載第１の計算により、原告■■につき３億８

４９７万２４００円、原告■■につき３億８２４７万２４００円となるところ、

前提事実（５）ウ及びエのとおり、本件各更正処分で納付すべきとされた額はこ

れらと同額であるから、本件各更正処分は適法である。

（２）　本件過少申告加算税処分

 原告■■が本件申告において本件各出金によって■■が取得した不当利得返還

請求権を相続財産に含めなかったこと等について、「正当な理由」（国税通則法

６５条４項１号）があることを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠はない。そ

うすると、原告■■に課すべき過少申告加算税の額は、別紙２「被告主張の納付

すべき税額等」記載第２の計算により５１２５万４５００円となるところ、前提

事実（５）ウのとおり、本件過少申告加算税処分で納付すべきとされた額はこれ

と同額であるから、同処分は適法である。

（３）　本件重加算税処分

 原告■■についても、本件申告において本件各出金によって■■が取得した不

当利得返還請求権を相続財産に含めなかったこと等について、「正当な理由」が

あることを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠はない。また、前記４で判示し

たとおり、原告■■は■■の相続財産に本件各出金に係る不当利得返還請求権が

含まれないよう「隠蔽」（国税通則法６８条１項）をしたものである。そうする

と、原告■■に課すべき重加算税の額は、別紙２「被告主張の納付すべき税額

等」記載第３の計算により１億２１１６万３０００円となるところ、前提事実

（５）エのとおり、本件重加算税処分で納付すべきとされた額はこれと同額であ

るから、同処分は適法である。

６　結論

 以上のとおりであり、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして、

主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日　令和４年１１月１日）

（東京地方裁判所民事第２部　裁判長裁判官　品田幸男　裁判官　片瀬亮　裁判官　下道良

太）

＜別紙リンクに収録＞

別紙１　出金等一覧

（別紙２）　被告主張の納付すべき税額等

第１　相続税

１　課税価格の合計額　１７億０３７１万８０００円

 原告らが、本件相続によりそれぞれ取得した次の（１）の財産の価額から、次の

（２）の債務等の金額を控除した後の各金額につき、国税通則法１１８条１項の規定に

より、原告ごとに１０００円未満の端数を切り捨てた後の各金額を合計した金額であ

る。

（１）　取得財産の価額　１７億５７０７万４６０２円

 原告らが本件相続により取得した財産の価額（下記アの価額）に、相続税法３

条に基づき原告らが本件相続により取得したものとみなされる財産の価額（下記

イの価額）を加算した金額である。

ア　未分割財産の価額　１７億４７０７万４６０２円

 本件相続に係る次の（ア）ないし（オ）の未分割の相続財産につき、原告ら

が民法の規定による相続分の割合に従って取得したものとした場合の各原告の

取得財産の価額の合計額である。

（ア）　土地の価額　２億５０４５万４４９５円

（イ）　家屋、構築物の価額　２６万４２００円

（ウ）　有価証券の価額　８８４１万０６７９円

（エ）　現金、預貯金等の価額　６７０万１８９７円
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（オ）　その他の財産の価額　１４億０１２４万３３３２円

 原告らが本件相続により取得したその他の財産の価額であり、次のａ及

びｂの合計額である。

ａ　不当利得返還請求権の価額　１３億８７３５万１２０１円

 本件各出金に係る金員１４億３００２万３０００円から、■■につい

て支払われた諸費用（■■■■■の入居金等）及び固定資産税の合計４

２６７万１７９９円を控除した金額である。

ｂ　前記ａ以外のその他の財産の価額　１３８９万２１３１円

イ　みなし相続財産の価額　１０００万円

 相続税法３条１項１号の規定により原告らが本件相続により取得したものと

みなされる死亡保険金のうち、同法１２条１項５号の規定により非課税とされ

る金額（非課税限度額）を超える部分の金額である。

（２）　債務等の金額　５３３５万５１５６円

 ■■が負担すべき債務の金額及び■■に係る葬式費用の額の合計額である。

 なお、上記債務等の金額は、原告らにおいて実際に負担する金額が確定してい

ないことから、相続税法基本通達（昭和３４年１月２８日付け直資１０による国

税庁長官通達。ただし、平成２８年６月２４日付け課資２－１３ほかによる改正

前のもの。以下同じ。）１３－３の定めに基づき、各原告が負担すべき金額は、

上記債務等の金額を民法９００条の規定による相続分の割合に応じて負担するも

のとして案分することとなる。

２　納付すべき相続税額

 原告らの納付すべき相続税の額は、相続税法１５条ないし１７条及び１９条の４の各

規定に基づき、次のとおり算定したものである。

（１）　課税遺産総額　１６億６１７１万８０００円

 前記１の課税価格の合計額から、相続税法１５条の規定により、３０００万円

と６００万円に本件相続に係る相続人の数である２を乗じた金額１２００万円と

の合計額４２００万円を控除した後の金額である。

（２）　法定相続分に応ずる取得金額

ア　原告■■（法定相続分２分の１）　８億３０８５万９０００円

イ　原告■■（法定相続分２分の１）　８億３０８５万９０００円

 相続税法１６条の規定により、原告らが前記（１）の金額を民法９００条の規

定による相続分に応じて取得したものとした場合の各人の取得金額である。

（３）　相続税の総額　７億６９９４万４９００円

 前記（２）ア及びイの各金額に、それぞれ相続税法１６条に定める税率を乗じ

て算出した各金額の合計額である。

（４）　原告らの算出税額

ア　原告■■　３億８４９７万２４５０円

イ　原告■■　３億８４９７万２４５０円

 相続税法１７条の規定により、前記（３）の金額に、各原告の課税価格が前記

１の課税価格の合計額に占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額である。

（５）　税額控除額　２５０万円

 相続税法１９条の４の規定により、原告■■の算出税額から控除される税額で

ある。

（６）　原告らの納付すべき相続税額

ア　原告■■　３億８４９７万２４００円

イ　原告■■　３億８２４７万２４００円

 原告■■については、前記（４）アの算出税額、原告■■については、前記

（４）イの算出税額から前記（５）の税額控除額を控除した後の金額について、

それぞれ国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた

後の金額である。

第２　原告■■が納付すべき過少申告加算税の額　５１２５万４５００円

 次のア及びイの各金額を合計した金額である。

１　国税通則法６５条１項により計算した金額　３４６１万８０００円

2024/12/06 20:48 TAINS｜判決・裁決詳細

https://app6.tains.org/search/detail/62180 12/13
38 / 99



 別表１「加算税の基礎となる税額の計算明細書（原告■■）」のとおり、「隠蔽又は

仮装事由以外」の事実のみに基づき計算した税額３億６９０２万８３００円から、「正

当な事由があると認められる」事実のみに基づき計算した税額２２８４万６３００円を

控除した後の税額３億４６１８万円（国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの）に、同法６５条１項に規定する１００分の１０の割合を

乗じて計算した金額である。

２　国税通則法６５条２項により加算される金額　１６６３万６５００円

 前記１のとおり、「隠蔽又は仮装事由以外」の事実のみに基づき計算した税額から、

「正当な事由があると認められる」事実のみに基づき計算した税額を控除した後の税額

である３億４６１８万２０００円のうち、原告■■に係る期限内申告税額１３４４万４

１００円と５０万円とのいずれか多い方の金額である１３４４万４１００円を超える部

分に相当する税額３億３２７３万円（国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの）に同法６５条２項に規定する１００分の５の割合を乗じ

て算出した金額である。

第３　原告■■が納付すべき重加算税の額　１億２１１６万３０００円

 別表２「加算税の基礎となる税額の計算明細書（原告■■）」のとおり、更正処分によ

り原告■■が新たに納付すべきこととなった相続税額３億６９０２万８３００円から、

「正当な事由があると認められる」事実のみに基づき計算した税額２２８４万６３００円

を控除した後の税額３億４６１８万円（国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの）に、同法６８条１項に規定する１００分の３５の割合を乗

じて計算した金額である。

以上

＜別紙リンクに収録＞

別表１　加算税の基礎となる税額の計算明細書（原告■■）

別表２　加算税の基礎となる税額の計算明細書（原告■■）

＜別紙リンクに収録＞

別紙、別表　不開示とした部分とその理由

別紙リンク
▼ 別紙１　出金等一覧
▼ 別表１・別表２
▼ 別紙、別表　不開示とした部分とその理由

原本URL 原本なし

関連判決等 地裁 Ｚ８８８－２５５４（閲覧中）
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所得税 裁決 Ｊ１３１－１－０２

（更正の請求　通常の事由）　給与を返還した場合には源泉徴収の規定により正当に徴収された
又はされるべき所得税等の額も減少するとした事例（①平成２８年分の所得税及び復興特別所得
税の更正の請求に対する理由なし通知処分、②平成２９年分の所得税及び復興特別所得税の更正
の請求に対する理由なし通知処分・①一部取消し、②棄却・令０５－０４－１２公表裁決）
【国税不服審判所ホームページ】

《ポイント》

 本事例は、給与の返還に伴って源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所

得税等の額が減少した場合には、その減少後の正当に徴収された又はされるべき所得税等の

額を超える金額を算出所得税額から控除し、又は還付を受けることはできないとしたもので

ある。

《要旨》

 請求人は、役員給与につき源泉徴収された所得税等（本件各源泉所得税）について、当該

役員給与を一部返還したことにより過大となったにもかかわらず、源泉徴収義務者が源泉徴

収税額の精算をしない場合には、源泉徴収義務者が請求人に役員給与を支払う際に徴収した

源泉所得税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法（平成３１年法律第６号に

よる改正前のもの）第１２０条《確定所得申告》第１項第５号の「源泉徴収された又はされ

るべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得税等の額と解するのが相当であり、請求

人は、本件の各更正の請求により本件各源泉所得税の額の還付を受けることができる旨主張

する。

 しかしながら、同号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税

法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収をされた又はされるべき所得税等の額を意味するも

のであり、役員給与が減額された以上、源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされる

べき所得税等の額も減少するのであるから、請求人が主張する事情があったとしても、請求

人は、本件の各更正の請求において、本件各源泉所得税の額のうち、「正当に徴収された又

はされるべき所得税等の額」を超える金額を算出所得税額から控除し、又は還付を受けるこ

とはできない。

 なお、原処分庁は、請求人の源泉徴収による所得税等の額は原処分庁ではなく源泉徴収義

務者が再計算すべきものであり、また、請求人は源泉徴収義務者が発行した訂正後の源泉徴

収票又はこれに代わる書類を提出していないから、源泉徴収義務者によって再計算された請

求人の給与所得に係る源泉徴収された所得税等の額や所得控除の額を確認することができな

い旨主張する。

 しかしながら、所得税法第１２０条第１項第５号の「正当に徴収された又はされるべき所

得税等の額」の意味を踏まえると、請求人が本件の各更正の請求に関して提出した資料から

正当に徴収されるべき所得税等の額が計算できる場合には、その計算をした所得税等の額を

基に確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっているか否かを判断することが相

当である。

《参照条文等》

国税通則法第２３条第１項

所得税法第１２０条第１項第５号（平成３１年法律第６号による改正前のもの）

《参考判決・裁決》

最高裁平成４年２月１８日第三小法廷判決（民集４６巻２号７７頁）

東京高裁昭和５５年１０月２７日判決（訟月２７巻１号２１１頁）

概要
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平成２４年１２月２０日裁決（裁決事例集Ｎｏ．８９）

裁決年月日　Ｒ０５－０４－１２

裁決事例集　Ｊ１３１－１－０２

《裁決書（抄）》

１　事実

（１）　事案の概要

 本件は、法人の代表取締役であった審査請求人（以下「請求人」という。）が、

当該法人から役員報酬等の一部について不当利得返還請求訴訟を提起され、認容判

決を受けたことに伴い当該法人に役員報酬等の一部を返還した後、当該返還した役

員報酬等に係る源泉徴収税額が過大であるとして所得税等の更正の請求をしたとこ

ろ、原処分庁が、納付すべき税額が過大であったとは認められないなどとして、更

正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことに対し、請求人がその処分の全部

の取消しを求めた事案である。

（２）　関係法令

イ　国税通則法（以下「通則法」という。）第２３条《更正の請求》第１項第１号

は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額

等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤り

があったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき

は、当該申告書に係る国税の法定申告期限から５年以内に限り、税務署長に対

し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をするこ

とができる旨規定している。

ロ　所得税法（平成３１年法律第６号による改正前のもの）第１２０条《確定所得

申告》第１項第５号は、居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額が雑損控除その他の控除の額の合計額を超えるなど一定の場

合において、同法第１２３条《確定損失申告》第１項の規定による申告書を提出

する場合を除き、その年の翌年の２月１６日から３月１５日までの期間におい

て、税務署長に対し、総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算

の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額があ

る場合には、算出所得税額からその源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額

を控除した金額を記載した申告書を提出しなければならない旨規定している。

（３）　基礎事実

 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ　請求人について

（イ）　請求人は、平成２６年６月○日から平成２９年１１月○日までの間、Ｆ

社（以下「本件法人」という。）の代表取締役であり、本件法人から役員

報酬及び賞与（以下、これらを併せて「役員給与」という。）の支給を受

けていた。

（ロ）　請求人は、本件法人から役員給与の支給を受ける際、平成２８年分の所

得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」という。）として○○○○円

を、平成２９年分（以下、平成２８年分と併せて「本件各年分」とい

う。）の所得税等として○○○○円をそれぞれ本件法人により源泉徴収さ

れた（以下、請求人が本件法人に源泉徴収された本件各年分の所得税等を

「本件各源泉所得税」という。）。

本文
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（ハ）　請求人は、本件各年分の所得税等の各確定申告書（以下「本件各当初申

告書」という。）を別表１の「確定申告」欄のとおり提出した。

 なお、本件各当初申告書の所得税等の源泉徴収税額欄に記載された金額に

は、本件各源泉所得税の額が含まれている。

ロ　役員給与の返還について

（イ）　本件法人の株主であったＧ（なお、同人は、平成２９年○月○日に本件

法人の代表取締役となった。）は、平成２９年○月○日、本件法人を被告

として、平成２７年○月から平成２９年○月までの請求人の毎月の役員報

酬を月額○○万円から○○万円に増額する内容の株主総会決議、平成２７

年○月及び平成２８年○月に各○○万円の賞与を請求人に支給する内容の

株主総会決議、並びに平成２８年○月及び平成２９年○月に各○○円の賞

与を請求人に支給する内容の株主総会決議が存在しなかったことの確認を

求め、Ｈ地方裁判所Ｊ支部に提訴した。その後、Ｇ、本件法人及び請求人

の間で、平成３０年○月○日、上記各株主総会決議がいずれも存在しなか

ったという事実を相互に確認する内容の和解が成立した。

（ロ）　本件法人は、請求人に対し、上記（イ）の和解内容を基に、平成２７年

○月から平成２９年○月までに請求人が受領した役員報酬の増額分及び各

賞与の額の合計額○○○○円（以下「本件役員給与」という。）につい

て、平成３０年○月○日、Ｈ地方裁判所Ｊ支部に不当利得返還請求訴訟を

提起した。

（ハ）　Ｈ地方裁判所Ｊ支部は、令和２年○月○日、上記（ロ）の訴訟におい

て、請求人に本件役員給与の返還を命ずる判決を言い渡した。請求人はこ

れに対しＫ高等裁判所に控訴したものの、令和３年○月○日、これを取り

下げたことから、上記判決は確定した。

（ニ）　請求人は、令和３年○月○日、本件法人に対して、本件役員給与相当額

を支払った。

（４）　審査請求に至る経緯

イ　請求人は、令和３年４月８日、更正の請求をする理由等の欄に「不当利得返還

請求訴訟により確定した役員報酬の一部返還による。」と記載した本件各年分の

所得税等の更正の請求書を原処分庁へ提出した（以下、本件各年分の所得税等の

更正の請求を「本件各更正の請求」という。）。

ロ　原処分庁は、本件各更正の請求に対し、令和４年３月１０日付で、更正をすべ

き理由がない旨の各通知処分（以下「本件各通知処分」という。）を行った。

ハ　請求人は、本件各通知処分に不服があるとして、令和４年５月９日に審査請求

をした。

２　争点

 本件各更正の請求は、通則法第２３条第１項の規定による更正の請求ができる場合に該

当するか否か。具体的には、本件役員給与の返還後において、本件各源泉所得税の額が所

得税法第１２０条第１項第５号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の

額」に該当することを理由に、本件各更正の請求により本件各年分の算出所得税額から控

除し又は還付を受けることができるか否か。

３　争点についての主張

請求人 原処分庁

　請求人の税負担は、役員給与が減額された

一方で源泉徴収税額が減額されていないこと

により過大となっているところ、原処分は、

税額等が過大だった場合に税務署長の処分を

待って適正な租税負担とするという通則法第

２３条の趣旨に反し、また、応能負担の原則

から乖離した違法なものである。

　請求人は、過大となった源泉徴収税額につ

いて、本件法人に対しその返還を求めたが、

本件法人はこれに応じず、請求人は原処分庁

　「源泉徴収をされた又はされるべき所得税

の額」（所得税法第１２０条第１項第５号）

は、正当に徴収された又はされるべき所得税

等の額を意味すると解されているところ、源

泉徴収による所得税等の納税に関し、国と法

律関係を有するのは源泉徴収義務者のみで、

国とその所得の受給者との間には直接の法律

関係を生じないのであるから、給与の受給者

である請求人と国との間で源泉徴収による所
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に対しても「源泉徴収票不交付の届出書」を

提出するとともに本件法人に対する行政指導

を求めたが是正には至らなかったところ、本

件のように源泉徴収義務者が源泉徴収税額の

精算をしない場合は、給与の受給者が源泉徴

収義務者に対して支払った源泉所得税を国は

収納し利益を得ているのであるから、所得税

法第１２０条第１項第５号の「源泉徴収され

た又はされるべき所得税の額」は、実際に源

泉徴収された所得税等の額と解するのが相当

である。

　そうすると、本件各源泉所得税の額は、本

件各年分の算出所得税額から控除することに

なり、請求人が提出した本件各当初申告書に

記載した課税標準等又は税額等の計算は、国

税に関する法律の規定に従っていなかったこ

と又は当該計算に誤りがあったことにより、

当該申告書の提出により納付すべき税額が過

大であるときに該当するから、請求人は、本

件各更正の請求により本件各源泉所得税の額

の還付を受けることができる。

　なお、地方税においては、請求人に対して

後発的事由による所得減を事由とした市民

税・県民税額決定がされているから、国税に

おいても、通則法第２３条を適用して請求人

の過大となっている租税負担について適正な

処分を行う必要がある。

得税等の徴収過不足額を精算することはでき

ない。

　したがって、通則法第２３条第１項第１号

及び第３号に規定する「納税申告書に記載し

た課税標準等若しくは税額等の計算が国税に

関する法律の規定に従っていなかったこと又

は当該計算に誤りがあったことにより、当該

申告書の提出により納付すべき税額が過大で

ある」とは認められないから、請求人は、本

件各更正の請求により本件各源泉所得税の額

の還付を受けることはできない。

　なお、個人道府県民税及び個人市町村民税

の賦課決定は地方税当局の判断に委ねられる

ものであり、その金額が変更されたとして

も、原処分の内容に影響を及ぼすものではな

い。

４　当審判所の判断

（１）　法令解釈

イ　通則法第２３条第１項第１号は、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税

額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤

りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であると

きには、更正の請求をすることができる旨規定しているところ、同号の納付すべ

き税額が過大であるという実体的要件が満たされているか否かについては、各租

税実体法の定めるところによって判断すべきものと解される。

ロ　所得税法第１２０条第１項第５号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所

得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収をされた又はさ

れるべき所得税の額を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払

者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申

告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は

当該誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相

当である（最高裁平成４年２月１８日第三小法廷判決・民集４６巻２号７７頁参

照）。

ハ　所得税法上、源泉所得税について徴収・納税の義務を負う者は源泉徴収の対象

となるべき所得の支払者とされ、その納税義務は、当該所得の受給者に係る申告

所得税の納税義務とは別個のものとして成立、確定し、これと並存するものであ

り、そして、源泉所得税の徴収・納付に不足がある場合には、不足分について、

税務署長は源泉徴収義務者たる支払者から徴収し（所得税法第２２１条《源泉徴

収に係る所得税の徴収》）、支払者は源泉納税義務者たる受給者に対して求償す

べきものとされており（同法第２２２条《不徴収税額の支払金額からの控除及び

支払請求等》）、また、源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合には、支払者

は国に対し当該誤納金の還付を請求することができ（通則法第５６条《還

付》）、他方、受給者は、何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対
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し、本来の債務の一部不履行を理由として、誤って徴収された金額の支払を直接

に請求することができる（最高裁平成４年２月１８日第三小法廷判決・民集４６

巻２号７７頁参照）。

（２）　当てはめ

 請求人は、上記１の（３）のロのとおり、本件法人に本件役員給与を返還したと

ころ、所得税法第１２０条第１項第５号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき

所得税の額」とは、上記（１）のロのとおり、所得税法の源泉徴収の規定に基づき

正当に徴収をされた又はされるべき所得税等の額を意味するものであるから、本件

役員給与の返還に伴い源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得

税等の額も減少することとなる〔別表２の「審判所認定額」の本件各年分の「源泉

徴収税額（給与所得分）」欄のとおり。〕。すなわち、本件役員給与の返還後にお

いては、本件各源泉所得税の額は「正当に徴収された又はされるべき所得税等の

額」とは認められず、別表２の「審判所認定額」の本件各年分の「源泉徴収税額

（給与所得分）」を超える金額は、誤って源泉徴収された金額となり、上記（１）

のハのとおり、本件法人が国（原処分庁）に対して当該誤納金の還付を請求するこ

とができ、他方、請求人は本件法人に対し、誤って徴収された金額の支払を直接に

請求することになる。

 したがって、請求人は、本件各更正の請求において、本件各源泉所得税の額のう

ち、「正当に徴収された又はされるべき所得税等の額」を超える金額を本件各年分

の算出所得税額から控除し又は還付を受けることはできない。

（３）　請求人の主張について

イ　請求人は、上記３の「請求人」欄のとおり、原処分は、税額等が過大だった場

合に税務署長の処分を待って適正な租税負担とするという通則法第２３条の趣旨

に反し、また、応能負担の原則から乖離している旨主張する。

 しかしながら、上記（２）のとおり、本件役員給与の返還後においては、本件

各源泉所得税の額のうち、「正当に徴収された又はされるべき所得税等の額」を

超える金額を本件各年分の算出所得税額から控除し又は還付を受けることはでき

ないのであるから、本件役員給与の返還後の請求人の本件各年分の給与所得に係

る所得税等の計算に当たり、納付すべき税額が過大となることはなく、本件各通

知処分は、通則法第２３条の趣旨に反するものではない。

 また、上記（１）のハのとおり、源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合に

は、受給者は何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し、誤って徴

収された金額の支払を直接に請求することができることからすれば、誤って徴収

された金額の精算を受給者が国に求めることができないことが応能負担の原則か

ら乖離しているということもできない。

 したがって、これらの点についての請求人の主張には理由がない。

ロ　請求人は、上記３の「請求人」欄のとおり、源泉徴収義務者が源泉徴収税額の

精算をしない場合は、給与の受給者が源泉徴収義務者に対して支払った源泉所得

税を国は収納し利益を得ているのであるから、所得税法第１２０条第１項第５号

の「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」は、実際に源泉徴収された所得

税等の額と解するのが相当である旨主張する。

 しかしながら、上記（１）のロのとおり、所得税法第１２０条第１項第５号に

いう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、実際に源泉徴収され

た所得税等の額ではなく、所得税法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収をされ

た又はされるべき所得税等の額を意味するものであり、仮に源泉徴収義務者であ

る本件法人が源泉徴収税額の精算をしない場合であっても、請求人が原処分庁に

対して、本件各源泉所得税の額のうち、「正当に徴収された又はされるべき所得

税等の額」を超える金額の還付を請求することはできないことから、請求人の主

張は採用できない。

ハ　請求人は、上記３の「請求人」欄のとおり、地方税においては、請求人に対し

て後発的事由による所得減を事由とした市民税・県民税額決定がされているか

ら、国税においても、通則法第２３条を適用して請求人の過大となっている租税

負担について適正な処分を行う必要がある旨主張する。
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 しかしながら、個人道府県民税及び個人市町村民税の賦課決定は地方税当局の

判断に委ねられるものであり、地方税当局の判断（各賦課決定）があった場合に

通則法第２３条に更正の請求が認められる旨規定されていない以上、上記（２）

の判断に影響を及ぼすものではない。

 したがって、請求人の主張には理由がない。

（４）　本件各通知処分の適法性について

 上記（２）のとおり、本件各源泉所得税の額は、所得税法第１２０条第１項第５

号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」に該当せず、請求人

は、本件各更正の請求において、本件各源泉所得税の額を請求人の本件各年分の算

出所得税額から控除し又は還付を受けることはできない。

 ところで、原処分庁は、本件役員給与の返還により給与所得が減額となる旨主張

する一方で、総所得金額については何ら主張しない。そのことについて、当審判所

が釈明を求めたところ、原処分庁は、要旨、請求人の源泉徴収による所得税等の額

は、本件法人が再計算するものであり、原処分庁が再計算するものではない旨、ま

た、請求人が本件各更正の請求に関して提出した書類からは、本件役員給与減額後

の給与所得の金額が本件各年分の所得税等の更正の請求書に記載された金額になる

ことは認められるものの、請求人は、本件法人が発行した訂正後の源泉徴収票又は

これに代わる書類を提出していないから、本件法人によって再計算された請求人の

給与所得に係る源泉徴収された所得税等の額や所得控除の額を確認することができ

ない旨回答する。

 しかしながら、上記（１）のロで説示したとおり、所得税法第１２０条第１項第

５号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉

徴収の規定に基づき正当に徴収をされた又はされるべき所得税等の額を意味するも

のであるから、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」は、源泉徴収され

た所得税等の額に限らず、所得税法の源泉徴収の規定に基づき正当に徴収されるべ

き所得税等の額も当然に含まれるものであり、請求人が本件各更正の請求に関して

提出した資料から正当に徴収されるべき所得税等の額が計算できる場合には、その

計算をした所得税等の額を基に確定申告書に記載された納付すべき税額が過大とな

っているか否かを判断することになる。

 そして、当審判所に提出された証拠資料等により、請求人の本件各年分の所得税

等の納付すべき税額を計算すると、別表２の「審判所認定額」の「納付すべき税

額」欄のとおり、平成２８年分の所得税等の納付すべき税額は○○○○円となり、

確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっている。一方、平成２９年分

については、確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっていない。

 また、本件各通知処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に

提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

 したがって、本件各通知処分のうち、平成２８年分の更正をすべき理由がない旨

の通知処分は、確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっている範囲で

違法であるから、別紙の「取消額等計算書」のとおり、その一部を取り消すべきで

あり、平成２９年分の更正をすべき理由がない旨の通知処分は、適法である。

（５）　結論

 よって、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消すこととする。

別表１　審査請求に至る経緯（省略）

別表２　本件各年分の所得税等の納付すべき税額（省略）

別紙　取消額等計算書（省略）
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別紙リンク

原本URL 原本なし

関連判決等 裁決 Ｊ１３１－１－０２（閲覧中）
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相続税 高裁 Ｚ８８８－２６６７

東京高等裁判所令和６年（行コ）第３６号相続税更正処分等取消請求控訴事件（控訴人　国）
（控訴棄却）（確定）（納税者勝訴）
国側当事者・国（Ｓ税務署長）
令和６年８月２８日判決
【取引相場のない株式／評価通達６により評価することの適否・「特段の事情」の有無】

投稿日: 2024年11月08日

※研修サイトに解説動画があります。

　「判例を読み解くＴＡＩＮＳ講座㉛最高裁令和４年判決後、非上場株式につい

て　総則６項の適用を判断した事例」

判示事項

１　本件は、被控訴人らが、相続（本件相続）により取得した財産の価額を国税庁長官によ

る当時の財産評価基本通達（評価通達）の定める方法により評価して本件相続に係る相続

税の申告をしたところ、Ｓ税務署長から、本件相続に係る財産のうち、被相続人の経営し

ていた株式会社Ｏ社の株式（本件相続株式）の価額について、評価通達の定めにより評価

することが著しく不適当と認められるなどとして、相続税の更正処分等を受けたことか

ら、これらを不服として、更正処分等の取消しを求める事案である。原審は、被控訴人ら

の請求を認容したところ、控訴人は、これを不服として本件控訴をした。

２　当裁判所の判断は、原判決の「第３　当裁判所の判断」の１〔ただし、１の（１）最高

裁令和４年判決の判断枠組みは一部補正、（２）当てはめア～カ、（３）、（４）は次の

とおり補正〕及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。

３　控訴人は、本件において評価通達６を適用すべき根拠として、本件相続株式につき、本

件通達評価額と相続開始日における交換価値との間に著しいかい離があり、被控訴人らが

そのことを十分に認識することは可能であった旨主張する。

４　しかし、取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明し得な

いものであって、（現に、控訴人は、株式会社◯◯◯◯◯◯◯に評価を委託してい

る。）、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推測することが可

能であるとは必ずしもいえない。とりわけ、Ｍ＆Ａが行われる場合においては、高度な経

営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が

交換価値を反映しているとは限らないというべきである。このことは、結果的に、専門的

評価により交換価値と評価通達１８０に定める類似業種比準価額とのかい離の程度が著し

いと判定された場合においても変わらないのであって、本件相続株式について、譲渡予定

価格（１０万５０６８円）と本件算定報告額（８万０３７３円）が比較的近く、これらが

本件通達評価額（８１８６円）と大きくかい離しているからといって、更正処分の時点に

さかのぼって、譲渡予定価格が交換価値を反映したものであるとして、評価通達の定める

要点

概要
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方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情

（特段の事情）が存在していたということにはならない。

５　控訴人は、最高裁昭和６１年１２月５日第二小法廷判決を参照した上で、相続開始時に

売買契約成立に至っていなかったとしても、近い将来売買契約が成立し、売買代金債権に

転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値が現実的に実現する蓋然性が高いものと

して、当該株式の価値としては、その売買代金相当額が一つの基準になり得るところであ

るとも主張する。しかし、上記最高裁判決は、本件のように、売買契約が未だ成立してい

ない場合とは明らかに状況を異にするものであり、近い将来における売買契約の成立及び

売買代金債権への転化の蓋然性の程度を基準にすることは適切でない。なお、仮に、上記

蓋然性の程度を基準とすることが許容されると解したとしても、相続開始日において、被

控訴人らとＶ社との間で本件相続株式の売買契約が成立し、譲渡予定価格による売買代金

債権に転化する蓋然性が高かったと認めることはできない。

６　最高裁令和４年判決は、評価通達６の適用の有無に当たり、被相続人が、相続税の負担

を減じ又は免れさせる行為をしたことを考慮しているところ、被相続人及び被控訴人らに

よるこれに類する行為があったとは認め難い。被相続人又は被控訴人らが、相続税の負担

を減じ、又は免れさせる行為をしたと認めることができない以上、被相続人又は被控訴人

らの行為に着目した場合に、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はない。

７　控訴人は、本件売却価格が本件相続株式の客観的交換価値を反映したものであるとも主

張するが、そのようなことは、相続開始時における交換価値について専門家による判定を

行わない限り認定し得ないものであることは、前記説示のとおりであり、評価通達６を適

用すべき特段の事情に該当するとはいえない。

８　当審における控訴人の主張のうち、評価通達６の適用に当たり、租税回避行為があるこ

とは要件とならないとする点については、当裁判所はそのような要件が存するものと説示

しているものではないから、同主張に対する判断の必要はない。

９　以上によれば、被控訴人らの請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がな

いから棄却することとする。

判決年月日　Ｒ０６－０８－２８　（Ｒ０６－０１－１８）

国税庁訴資　Ｚ８８８－２６６７　（Ｚ８８８－２５５６）

判決

控訴人　国

同代表者法務大臣　■■■■

処分行政庁　Ｓ税務署長　■■■■

同指定代理人　尾川健三　中村志緒香　倉成由利子　音道尚利　尾崎広典

被控訴人　Ｋ

被控訴人　Ｈ

上記両名訴訟代理人弁護士　山下清兵衛　丸地英明　山口雄也

同補佐人税理士　竹村達也

主文

１　本件控訴を棄却する。

２　控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第１　控訴の趣旨

１　原判決を取り消す。

２　被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

本文
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第２　事案の概要（以下、略称は、別途定めるほかは、原判決の例による。）

１　本件は、被相続人Ｔ（本件被相続人）の相続人である被控訴人らが、本件被相続人か

らの相続（本件相続）により取得した財産の価額を国税庁長官による当時の財産評価基

本通達（評価通達）の定める方法により評価して本件相続に係る相続税（本件相続税）

の申告をしたところ、Ｓ税務署長（処分行政庁）から、本件相続に係る財産のうち、被

相続人の経営していた株式会社Ｏ（Ｏ社）の株式（本件相続株式）の価額について、評

価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるなどとして、本件相続税

の各更正処分（本件各更正処分）及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分（本

件各賦課決定処分）を受けたことから、これらを不服として、原判決の「事実及び理

由」中の「第１　請求」に記載の範囲で、これらの処分（本件各更正処分等）の取消し

を求める事案である。

 原審は、被控訴人らの請求を認容したところ、控訴人は、これを不服として本件控訴

をした。

２　前提事実、争点及び当事者の主張は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及

び理由」中の「第２　事案の概要」の１から４までに記載のとおりであるから、これを

引用する。

（１）　原判決５頁１０行目の「Ｏ社株式は、」の後に「設立日である昭和５５年５月

１２日から本件相続開始日までを通じ、」を加える。

（２）　原判決６頁６行目から８行目までを次のとおりに改める。

「エ　平成２６年６月２日から同月６日までの間、Ｖ社は、本件基本合意４条に

基づき、有限責任監査法人■■■■に委託して、平成２５年９月３０日を調

査基準日とするＯ社の平成２１年９月期から平成２５年９月期までを調査対

象期間とする買収監査（デュー・デリジェンス。以下「本件買収監査」とい

う。）を行い、基準日現在の財政状態、損益の状況、資金の状況、税務に関

する重要事項等を調査した（乙１６、１７）。」

第３　当裁判所の判断

１　当裁判所の判断は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第

３　当裁判所の判断」の１及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。

（１）　原判決１１頁５行目の「ただし」から６行目末尾までを削る。

（２）　原判決１１頁１２行目から２０頁１６行目までを次のとおりに改める。

「ア　控訴人は、本件において評価通達６を適用すべき根拠として、本件相続株

式につき、本件通達評価額と本件相続開始日における交換価値との間に著し

いかい離があり、被控訴人らがそのことを十分に認識することは可能であっ

た旨主張する。

 しかし、取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限

り判明し得ないものであって、（現に、控訴人は、株式会社■■■■■■■

に評価を委託している。）、外形的事実によって取引相場のない株式の交換

価値を合理的に推測することが可能であるとは必ずしもいえない。とりわ

け、Ｍ＆Ａが行われる場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果

等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が交換価値を反

映しているとは限らないというべきである。

 このことは、結果的に、専門的評価により交換価値と評価通達１８０に定

める類似業種比準価額とのかい離の程度が著しいと判定された場合において

も変わらないのであって、本件相続株式について、譲渡予定価格（１０万５

０６８円）と本件算定報告額（８万０３７３円）が比較的近く、これらが本

件通達評価額（８１８６円）と大きくかい離しているからといって、更正処

分の時点にさかのぼって、譲渡予定価格が交換価値を反映したものであると

して、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税

負担の公平に反するというべき事情（特段の事情）が存在していたというこ

とにはならない。

 そして、評価通達６の適用に当たり、上記かい離の有無を公平に判断する

ためには、他の相続案件も含め、取引相場のない株式その他市場性のない相

続財産の全てについて、専門的評価を行うべきであって、合理的な理由がな
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いのに、特定の相続財産のみについて専門的評価を行い、これを基にして課

税処分を行うことは、平等原則に反するものというべきである。

イ　控訴人は、取引相場のない株式について、売買契約が成立し、その所有権

が買主に移転する前に、当該株式の所有者である売主が死亡した場合、売主

の相続財産は売買代金債権になり、その価額は原則として売買相金額で評価

される〔最高裁昭和５６年（行ツ）第８９号同６１年１２月５日第二小法廷

判決・訟務月報３３巻８号２１４９頁参照〕とした上で、相続開始時に売買

契約成立に至っていなかったとしても、近い将来売買契約が成立し、売買代

金債権に転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値が現実的に実現す

る蓋然性が高いものとして、当該株式の価値としては、その売買代金相当額

が一つの基準になり得るところであるとも主張する。

 しかし、上記最高裁判決は、農地の売買契約が成立し、代金の相当部分の

履行があったという場合において、農地法所定の要件が具備される前であっ

ても、相続財産は売買残代金債権である旨判断したものであって、本件のよ

うに、売買契約が未だ成立していない場合とは明らかに状況を異にするとい

うべきである。すなわち、売買契約が成立していない状況において上記のよ

うな蓋然性を判断するためには、中間合意の存在・内容、想定される売買契

約の内容、契約を締結しようとした動機・目的、交渉経過、当事者の関係、

契約締結前の仮の履行行為の有無・内容等、種々の事情を考慮する必要があ

り、信義則や権利濫用のような一般条項以外の場面でこのような不明確な基

準によることは不適切であるといわざるを得ない。さらには、控訴人は、当

該株式の価値は売買代金相当額に反映されていると主張するもののようであ

るが、そのこと自体、専門家による判定を経ない限り明らかであるとはいえ

ないし、とりわけ、非上場会社の買収においては、上場会社と比較して個別

性が強いため、買収価格が交換価値を反映しているという経験則が存すると

直ちにいうこともできない。

 したがって、控訴人の主張するような、近い将来における売買契約の成立

及び売買代金債権への転化の蓋然性の程度を基準にすることは適切でない。

 なお、仮に、上記蓋然性の程度を基準とすることが許容されると解したと

しても、本件相続開始日において、被控訴人らとＶ社との間で本件相続株式

の売買契約が成立し、譲渡予定価格による売買代金債権に転化する蓋然性が

高かったと認めることはできない。

 すなわち、本件基本合意１５条には、①同合意の目的が、合意時点におけ

る双方の共通の理解を確認するものであること、②Ｏ社株式の譲渡に関する

公表（９条）、守秘義務（１０条）、有効期間（１１条）、権利義務の譲渡

禁止（１２条）、準拠法・裁判管轄（１３条）、本件基本合意に関する費用

（１４条）、法的拘束力（１５条）及び規定外事項は協議の上解決すること

（１６条）を除き、双方を法的に拘束するものではないことが定められてい

ることが認められ（甲６）、譲渡予定価格に法的な拘束力があることは明確

に否定されているものであるし、本件基本合意の後に本件買収監査が行わ

れ、これによる財務調査報告書がＶ社に提出されたのは本件被相続人の死亡

後である平成２６年６月２０日であり、さらに、同月２５日には、Ｖ社がＯ

社を今後運営するに当たっての法律上の問題点の有無についての調査結果が

弁護士事務所から提出されているのであるから、Ｖ社においても、本件被相

続人が死亡した時点においては、Ｏ社株式を譲渡予定価格により取得する確

定的意思を有していたとは直ちに認め難い。

ウ　最高裁令和４年判決は、評価通達６の適用の有無に当たり、被相続人が、

相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたことを考慮しているところ、

本件被相続人及び被控訴人らによるこれに類する行為があったとは認め難

い。

 すなわち、Ｏ社が設立されてから本件相続開始日まで、Ｏ社株式は、一貫

して定款による譲渡制限のある株式であったのであり、また、Ｏ社株式の評

価額を下げるような行為がされたことはうかがわれない。
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 そして、譲渡予定価格が、その時点で相続が発生した場合における評価通

達１８０による評価額を大きく上回るものであったことは、本件の経過に照

らし明らかであるから、本件基本合意は、本件被相続人の生存中に売買契約

が成立した場合、代金債権に転化し、又は代金が支払わることによって、相

続税の負担を増大させる可能性を有するものであり、相続税の負担を減じ、

又は免れさせるという効果は存しない。

 本件被相続人又は被控訴人らが、相続税の負担を減じ、又は免れさせる行

為をしたと認めることができない以上、本件被相続人又は被控訴人らの行為

に着目した場合に、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はな

い。

 他に、不公平が生じる要素として、同種の遺産を相続により取得した者と

の均衡が考えられるところ、取引相揚のない株式を遺産として取得した者を

比較の対象とした場合、当該遺産は、評価通達１８０の定める類似業種比準

価額により評価することになるのであって、被控訴人らとの間で不公平が生

じる余地はない。また、取引相場のある株式を相続により取得した者を比較

の対象とした場合、遺産の種類が異なる以上、不公平が生じる余地はない。

エ　控訴人は、本件売却価格が本件相続株式の客観的交換価値を反映したもの

であるとも主張するが、そのようなことは、相続開始時における交換価値に

ついて専門家による判定を行わない限り認定し得ないものであることは、前

記説示のとおりであり、評価通達６を適用すべき特段の事情に該当するとは

いえない。

（３）　原判決２０頁１７行目の「（５）」を「（３）」に改める。

２　当審における控訴人の主張のうち、評価通達６の適用に当たり、租税回避行為がある

ことは要件とならないとする点については、当裁判所はそのような要件が存するものと

説示しているものではないから、同主張に対する判断の必要はない。

 当審における控訴人のその他の主張は、本件の判断に直接関わるものではない一般論

や、原審における主張の実質的な繰り返しであり、これに対する判断は、引用に係る原

判決の説示（当審における補正後のもの）のとおりである。

３　結論

 以上によれば、被控訴人らの請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由が

ないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日　令和６年６月３日）

（東京高等裁判所第１２民事部　裁判長裁判官　梅本圭一郎　裁判官　浅岡千香子）

（裁判官酒井良介は、転補のため、署名押印することができない。　裁判長裁判官　梅本圭

一郎）

別紙リンク

原本URL 原本なし

関連判決等
地裁 Ｚ８８８－２５５６
高裁 Ｚ８８８－２６６７（閲覧中）
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相続税 地裁 Ｚ８８８－２５５６

東京地方裁判所令和３年（行ウ）第２２号相続税更正処分等取消請求事件（全部取消し）（控
訴）（納税者勝訴）
国側当事者・国（Ｓ税務署長）
令和６年１月１８日判決
【取引相場のない株式／評価通達６により評価することの適否・「特段の事情」の有無】

判示事項

１　本件は、原告らが、相続（本件相続）により取得した財産の価額を財産評価基本通達

（評価通達）の定める方法により評価して相続税の申告をしたところ、Ｓ税務署長から、

本件相続に係る財産のうち株式（本件相続株式）の価額について評価通達の定めにより評

価（本件通達評価額、１株当たり８１８６円）することが著しく不適当と認められるとし

て、評価通達６に基づく評価（本件算定報告額、１株当たり８万０３７３円）により、相

続税の各更正処分等を受けたことから、その取消しを求める事案である。

２　相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一

的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、

合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評

価した価額を上回る価額によるものとすることも平等原則に違反するものではないと解す

るのが相当である。ただし、本件通達評価額と本件算定報告額との間に大きなかい離があ

るということのみをもって直ちに上記事情があるということはできない。

３　そこで、本件相続株式につき、「評価通達の定める方法（本件においては評価通達１８

０の定める類似業種比準価額）による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平

に反するというべき事情」（特段の事情）があるか否かについて検討する。

４　相続開始直後に相続財産の一部を高額で売却することができたとしても、その事実に着

目して相続税課税をしなければ他の納税者との間で租税負担に看過し難い不均衡があると

は必ずしも断じえない。

５　本件では、相続開始日直後に高値で本件相続株式を売却することができたという事情に

加え、相続開始日以前から被相続人がＯ社株式の売却の交渉をしており、かつ、その生前

の段階でＶ社との間でその譲渡予定価格（１株当たり１０万５０６８円）まで基本合意し

ていたという事情が認められる。しかしながら、この場合であっても、最終的に本件相続

株式の売却が成立し、相続人らが本件通達評価額を大幅に上回る代金を現に取得したとい

う事情がなければ、およそ本件算定報告額をもって課税しなければ他の納税者との間に看

過し難い不均衡が生ずるということはできない。しかも、本件基本合意が本件相続の後も

相続人らとの間でそのまま存続するか否か自体、相続開始日においては不透明な状况であ

ったといわざるを得ないし、本件基本合意が譲渡予定価格等について被相続人及びＶ社を

法的に拘束するものではないとしていた点や被相続人においてＯ社株式の全部を取りまと

め又は買い集めることが前提条件とされていた点などに鑑みれば、譲渡予定価格による本

件相続株式の売買代金債権を相続財産と同視することも困難である。

６　したがって、本件相続の開始前からＯ社株式の譲渡予定価格が事実上合意されていたと

いう事情をもって、特段の事情（の一部）ということはできない。

７　以上の点を考慮すれば、本件のように、相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相

続開始前から進行しており、相続開始後に実際に相続開始前に合意されていた価格で売却

することができ、かつ、当該価格が評価通達の定める方法による評価額を著しく超えてい

たという事実をもってしても、直ちに納税者側に不当ないし不公平な利得があるという評

価をすることは相当ではなく、評価通達６を納税者の不利に適用するに当たっては、納税

概要
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者間の不均衡や不利益等を納税者に甘受させるに足りる程度の一定の納税者側の事情が必

要と解すべきである。

８　例えば、被相続人の生前に実質的に売却の合意が整っており、かつ、売却手続を完了す

ることができたにもかかわらず、相続税の負担を回避する目的をもって、他に合理的な理

由もなく、殊更売却手続を相続開始後まで遅らせたり、売却時期を被相続人の死後に設定

しておいたりしたなどの場合であるとか、最高裁令和４年判決の事例のように、納税者側

が、それがなかった場合と比較して相続税額が相当程度軽減される効果を持つ多額の借入

れやそれによる不動産等の購入といった積極的な行為を相続開始前にしていたという程度

の事情が特段の事情として必要なものと解される。

９　以上を踏まえて検討するに、本件ではＯ社株式の売却手続が進行中に被相続人が死亡し

ているところ、その手続が遅れたとか、本来は被相続人の生前に売却手続を完了すること

ができたといった事情は認められない。本件相続において、被相続人が相続開始日以前に

行った行為は、本件基本合意及びその後の本件買収監査への協力にとどまるところ、これ

らの行為は、相続開始日以降に行われた本件相続株式の売却の結果を含めて評価したとし

ても、それがなかった場合と比べて相続税の金額を軽減する効果を持つものではない。

１０　よって、本件において特段の事情はないものというほかはないから、本件相続株式の

価額については本件通達評価額によって評価すべきであり、評価通達６を適用して本件算

定報告額を用いて本件相続株式を評価した各更正処分等は、最高裁令和４年判決の示した

判断枠組みに照らし、平等原則という観点から違法である。

判決年月日　Ｒ０６－０１－１８　（Ｒ０６－０８－２８）

国税庁訴資　Ｚ８８８－２５５６　（Ｚ８８８－２６６７）

判決

原告　Ｋ

原告　Ｈ

原告ら訴訟代理人弁護士　山下清兵衛

同　山下功一郎

同　田代浩誠

同　西潟理深

同　山口雄也

原告ら訴訟復代理人弁護士　丸地英明

原告ら補佐人税理士　竹村達也

被告　国

同代表者法務大臣　■■■■■■■

処分行政庁　Ｓ税務署長　■■■■■■■

同指定代理人　別紙１指定代理人目録記載のとおり

主文

１　Ｓ税務署長が平成３０年８月７日付けで原告Ｋに対してした、被相続人Ｔの相続に係る

相続税の更正処分のうち課税価格２億４１４０万１０００円、納付すべき税額７９７３万

７８００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

２　Ｓ税務署長が平成３０年８月７日付けで原告Ｈに対してした、被相続人Ｔの相続に係る

相続税の更正処分のうち課税価格２億４３４０万１０００円、納付すべき税額７９５８万

９３００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

３　訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

本文
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第１　請求

１　主位的請求

 主文１項及び２項同旨

２　第１次予備的請求

（１）　Ｓ税務署長が平成３０年８月７日付けで原告Ｋに対してした、被相続人Ｔの相

続に係る相続税の更正処分のうち課税価格２億８５２５万６０００円、納付すべ

き税額１億００３９万５４００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処

分をいずれも取り消す。

（２）　Ｓ税務署長が平成３０年８月７日付けで原告Ｈに対してした、被相続人Ｔの相

続に係る相続税の更正処分のうち課税価格２億８７２５万６０００円、納付すべ

き税額１億００２４万６８００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処

分をいずれも取り消す。

３　第２次予備的請求

（１）　Ｓ税務署長が平成３０年８月７日付けで原告Ｋに対してした、被相続人Ｔの相

続に係る相続税の更正処分のうち課税価格３億１５２６万９０００円、納付すべ

き税額１億１３９０万１４００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処

分をいずれも取り消す。

（２）　Ｓ税務署長が平成３０年８月７日付けで原告Ｈに対してした、被相続人Ｔの相

続に係る相続税の更正処分のうち課税価格３億１７２６万９０００円、納付すべ

き税額１億１３７５万２８００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処

分をいずれも取り消す。

第２　事案の概要

 本件は、被相続人Ｔ（以下「本件被相続人」という。）の相続人である原告らが、本件

被相続人の相続（以下「本件相続」という。）により取得した財産の価額を財産評価基本

通達（昭和３９年４月２５日付け直資５６ほかによる国税庁長官通達。平成２６年６月２

日付け課評２－１９ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。）の定める方法

により評価して本件相続に係る相続税（以下「本件相続税」という。）の申告をしたとこ

ろ、Ｓ税務署長（処分行政庁）から、本件相続に係る財産のうち株式の価額について評価

通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるなどとして、本件相続税の各

更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決

定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併

せて「本件各更正処分等」という。）を受けたことから、これらを不服として、本件各更

正処分等（本件各更正処分にあっては、請求の趣旨記載の各税額を超える部分に限る。）

の取消しを求める事案である。

１　相続税における財産評価の方法に関する法令等の定め等

（１）　相続税法（昭和２５年法律第７３号）２２条は、財産評価の原則について、

「この章（判決注：同法３章）で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈

又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ

り」評価する旨定めるが、その他には具体的な時価の算定方法を定めた法令の規

定はない。

（２）　評価通達は、上記時価を算定するために定められており、相続対象となる財産

は、原則としてその定めによって評価した価額による〔１（２）〕ところ、本件

でその評価が問題となっている株式は、評価通達においては取引相場のない大会

社の株式（１６８、１７８）に該当するから、納税者の選択によって類似業種比

準価額（１８０）又は純資産価額（１８５）のいずれかの方法で評価することと

されている〔１７９（１）〕。

 もっとも、かかる評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認め

られる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて別途評価するものとされている

（６。以下この定めを「評価通達６」という。）。

（３）　本件では、処分行政庁が、評価通達６に基づき、原告らが本件相続税の申告時

に使用した類似業種比準価額と異なる方法で株式の評価をした上で本件各更正処

分等をしたことの適否が問題となっている。なお、仮に処分行政庁が類似業種比
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準価額と異なる評価をしたこと自体が適法であったとしても、その具体的な算定

額が適正か否かが予備的に争われている。

２　前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認められる事実。なお、争いのない事実についても便宜上証拠を掲記することがあ

る。）

（１）　本件相続の開始等

ア　本件被相続人は、平成２６年６月１１日（以下「本件相続開始日」とい

う。）に死亡した。

イ　原告Ｋ（以下「原告Ｋ」という。）及び原告Ｈ（以下「原告Ｈ」という。）

は、それぞれ本件被相続人の子であり、本件被相続人の妻であるＭ（以下単に

「Ｍ」という。）を含めた３名（以下併せて「本件相続人ら」という。）が本

件相続人の法定相続人である。

（２）　Ｏ社及び同社の株式について

ア　Ｏ社（以下「Ｏ社」という。）は、昭和５５年５月１２日に設立され、Ｓ市

に本店を置き、薬局の経営、医薬品の製造及び販売等を目的とする株式会社で

ある（乙１１の１ないし１１の１５、乙１２）。

イ　Ｏ社の直前期末以前１年間（平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０

日までの事業年度）における従業員数は３９３人であり、Ｏ社は、評価通達１

７８に定める「大会社」に該当する（乙４）。

ウ　本件相続開始日におけるＯ社の代表取締役は本件被相続人であり、監査役は

Ｍであった（乙１１の１４）。

エ　本件相続開始日における発行済みのＯ社の株式（いずれも普通株式である。

以下「Ｏ社株式」という。）の総数は６万株であり、本件被相続人が２万１４

００株を、Ｍが１万３０００株を、原告らがそれぞれ３６００株を、原告Ｋの

夫が２００株を、原告Ｋの子が６００株を、他のＯ社取締役ら（いずれも本件

被相続人の属する同族関係者グループには含まれない。）が合計１万７６００

株をそれぞれ保有していた（甲６、甲８ないし１１、乙４及び５、乙１１の１

４）。

 Ｏ社株式は、会社法２条１７号に規定する譲渡制限株式であり（乙１１の１

４、乙１２）、評価通達１６８に定める「取引相場のない株式」に該当する。

（３）　Ｏ社株式の売却の経緯

ア　平成２６年１月１６日、本件被相続人は、医薬品卸売業を主な事業内容とす

るＶ社（以下単に「Ｖ社」という。）との間で、Ｏ社株式のＶ社に対する売

却・資本提携等を前提とする協議を進めるに当たり、相互に開示される情報の

秘密保持に関し、秘密保持契約を締結した（甲３）。

イ　平成２６年２月２８日、本件被相続人は、Ｏ社の売却・資本提携等に関し

て、株式会社みずほ銀行との間で、Ｍ＆Ａ等のアドバイスに係る契約を締結し

た（甲４）。

ウ　平成２６年５月２９日、本件被相続人は、Ｖ社との間で、Ｏ社株式の譲渡に

向けて協議を行うことについての基本合意（以下「本件基本合意」という。）

を締結した（甲６）。

 本件基本合意において、本件被相続人は、Ｏ社株式の全部を取りまとめ又は

買い集めた上でＶ社に譲渡するものとされ、その譲渡価格は６３億０４０８万

円（１株当たり１０万５０６８円）とすることとされた（以下、この１株当た

りの価格を「譲渡予定価格」という。）。なお、本件基本合意は、上記の株式

譲渡契約の締結及び譲渡予定価格について、本件被相続人及びＶ社を法的に拘

束するものではないとしていた。（甲６）

エ　平成２６年６月２日から同月６日までの間、Ｖ社は、平成２５年９月３０日

を基準日とするＯ社の買収監査（デュー・デリジェンス。以下「本件買収監

査」という。）を行った（乙１６、１７）。

オ　平成２６年６月１１日、本件被相続人は死亡した〔前記（１）〕。

カ　平成２６年６月１８日、Ｏ社の取締役会が開かれ、ＭがＯ社の代表取締役と

なり、本件被相続人とＶ社との間で進められていたＯ社株式の売却プロセスを
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進めることになった。

キ　平成２６年６月２０日、Ｖ社は、有限責任監査法人■■■■から、本件買収

監査に係る「財務調査報告書」の提出を受けた（乙１７）。

ク　平成２６年６月２５日、Ｖ社は、Ｏ社を今後運営するに当たって法律上問題

となる事項がないかについての調査を依頼した■■総合法律事務所から、「法

務Ｄｕｅ　Ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ　Ｒｅｐｏｒｔ」の提出を受た（乙１９）。

ケ　平成２６年７月８日、

（ア）　本件相続人らの間で遺産分割協議が行われ、Ｏ社株式については、Ｍ

が１万０７００株、原告Ｋが５３５０株、原告Ｈが５３５０株をそれぞ

れ取得することを合意した（甲８。以下、本件相続人らが相続したＯ社

株式を「本件相続株式」という。）。

（イ）　Ｏ社の取締役会において、Ｍ以外の全株主が所有するＯ社株式につい

て平成２６年７月１４日を譲渡予定日としてＭに譲渡すること及びこの

株式譲渡が実行されることを前提にＭがＯ社株式６万株について同日を

譲渡予定日としてＶ社に譲渡することがそれぞれ承認された（甲９）。

（ウ）　原告らは、Ｍとの間で、ＭがＶ社に対してＯ社株式６万株を譲渡する

契約が締結され、これを実行することに支障が生じていないことを条件

として、それぞれが保有するＯ社株式８９５０株について、平成２６年

７月１４日又は原告らとＭが別途書面により合意する日をもって、Ｍに

それぞれ９億４０３５万８６００円（譲渡予定価格と同じ１株当たり１

０万５０６８円）で譲渡する契約を締結した（甲１０、弁論の全趣

旨）。また、他のＯ社の株主も、それぞれＭとの間で、その所有するＯ

社株式全部をＭに譲渡する契約を締結したことにより、Ｍは、発行済み

のＯ社株式６万株を全て保有することとなった。

（エ）　Ｍ及びＶ社は、譲渡日を平成２６年７月１４日又はＭ及びＶ社が合意

して別途定めた日として、ＭがＶ社にＯ社株式６万株を譲渡価格６３億

０４０８万円（譲渡予定価格と同じ１株当たり１０万５０６８円。以

下、この価格を「本件売却価格」という。）で譲度する契約（以下「本

件株式譲渡契約」という。）を締結した（甲１１）。

コ　平成２６年７月１４日、本件株式譲渡契約に係る代金決済が行われ、ＭはＯ

社株式６万株をＶ社に譲渡した。

（４）　本件相続税の申告

 本件相続人らは、平成２７年２月２７日、処分行政庁に対し、共同で本件相続

税の申告をした。本件相続人らは、本件相続税の申告において、本件相続株式の

価額につき、評価通達１８０に定める類似業種比準価額によって１株当たり８１

８６円（以下「本件通達評価額」という。）と算定した上で、その総額を１億７

５１８万０４００円（８１８６円×２万１４００株）と評価した。また、別表２

－１順号２の土地について、原告Ｋ及び原告Ｈの取得した財産の価格を各３５６

０万６５５２円と評価した。（乙１、３、４）

 その結果、本件相続税において、原告Ｋは、課税価格を２億４１４０万１００

０円、納付すべき税額を７９７３万７８００円として申告をし、原告Ｈは、本件

相続税につき、課税価格を２億４３４０万１０００円、納付すべき税額を７９５

８万９３００円として申告をした（これらの価格は、原告らが主位的請求で求め

る取消し後の課税価格及び納付すべき税額といずれも同額である。）。

（５）　本件各更正処分等

ア　Ｓ国税局長は、平成３０年４月２７日付けで、国税庁長官に対し、本件相続

株式の評価については評価通達６に基づき評価通達で定められた方法によらず

に他の合理的な方去によって評価することとしたい旨及び本件相続株式の評価

額は本件相続開始日における本件相続株式の価値算定について株式会社■■■

■■■■が作成した平成３０年２月２８日付けの株式価値算定報告書（以下

「本件算定報告書」という。乙５）における報告額の平均値１７億２０００万

円（１株当たり８万０３７３円。以下この１株当たりの価格を「本件算定報告

額」という。）とすることが適当である旨上申した。これに対し、国税庁長官
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は、平成３０年５月１８日付けで、同局長に対し、同局長の意見のとおり取り

扱うこととされたい旨指示した（乙５、６）。

イ　処分行政庁は、平成３０年８月７日付けで、原告らに対し、本件相続株式は

評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、評

価通達６に基づき、本件相続株式の価額は国税庁長官の指示を受けて算定した

価額である本件算定報告額によるとし、また、申告された土地の評価額に（時

価より高額である）誤りがあるとして、本件各更正処分等をした（甲１、

２）。

ウ　原告らは、平成３０年１０月３０日、本件各更正処分等を不服として、再調

査審理庁（処分行政庁）に対し再調査請求をしたが、同庁は、平成３１年１月

２５日付けで、上記の再調査請求を棄却する旨の決定をした（乙７ないし

９）。

エ　原告らは、平成３１年２月２６日、本件各更正処分等を不服として、国税不

服審判所長に対し審査請求をしたが、同所長は、令和２年７月８日付けで、上

記審査請求を棄却する旨の裁決をした（甲１２、１３、乙１０）。

（６）　原告らは、令和３年１月２６日、本件訴訟を提起した（顕著な事実）。

３　本件各更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張

 本件各更正処分等における課税の計算に係る被告の主張は別紙３「被告の主張を前堤

とした各課税の根拠及び適法性」のとおりであり、原告らは、別紙２の争点に関する部

分（本件相続株式の価額及び過少申告加算税）を除き、その計算の根拠となる金額及び

計算方法を明らかに争わない。

４　争点及び当事者の主張

 本件の争点は、本件各更正処分等の適法性であり、具体的には、

①本件相続株式を評価通達６により評価することの適否〔争点（１）〕

②処分行政庁が評価通達６に基づき評価した本件相続株式の価額の適否〔争点（２）〕

③過少申告加算税の賦課について通則法６５条４項に規定する「正当な理由」の存否

〔争点（３）〕

である。

 これらに関する当事者の主張の要旨は、別紙２記載のとおりである。なお、同別紙記

載の略語は、本文中でも使用する。

第３　当裁判所の判断

 当裁判所は、処分行政庁が本件相続株式につき、評価通達１８０の定める方法による評

価額（類似業種比準価額）と異なる価額を算出して原告らに対して本件各更正処分等を行

ったことは違法であり〔争点（１）〕、原告らの主位的請求は認容すべきものと判断す

る。その理由は、以下のとおりである。

１　本件相続開始日における本件相続株式の時価について

（１）　最高裁令和４年判決の判断枠組み

ア　相続税法２２条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時

における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価

値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評

価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使

を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有

するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ

れる財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時

価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が

評価通達の定める方法（評価通達のうち評価通達６以外の定めに基づく相続財

産評価に関する通常の方法をいう。以下同じ。）により評価した価額を上回る

か否かによっては左右されないというべきである。

イ　他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様

の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そし

て、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課

税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、

課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法によ
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り評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観

的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、

上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記

に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額につい

て、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担

の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認めら

れるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回

る価額によるものとすることも上記の平等原則に違反するものではないと解す

るのが相当である。ただし、本件通達評価額と本件算定報告額との間に大きな

かい離があるということのみをもって直ちに上記事情があるということはでき

ない。

（２）　当てはめ

 そこで、本件相続株式につき、「評価通達の定める方法（本件においては評価

通達１８０の定める類似業種比準価額）による画一的な評価を行うことが実質的

な租税負担の公平に反するというべき事情」（以下「特段の事情」という。）が

あるか否かについて検討する。

ア　最高裁令和４年判決は、実質的には、特段の事情がある場合に評価通達６を

適用することを肯定しているものと解されるが、当該特段の事情としてどのよ

うなものが挙げられるかについて一般論として明示はしておらず、被相続人側

の租税回避目的による租税回避行為がない場合について直接判示したものとは

解されない。もっとも、最高裁令和４年判決が租税回避行為をしなかった他の

納税者との不均衡、租税負担の公平に言及している点に鑑みると、租税回避行

為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利得を得ている点を問題に

していることがうかがわれる。

イ　本件においては、最高裁令和４年判決の事案とは異なり、本件被相続人及び

本件相続人らが相続税その他の租税回避の目的でＯ社株式の売却を行った（又

は行おうとした）とは認められない。そうすると、本件各更正処分等の適否

は、本件相続開始日以前に本件通達評価額を大きく超える金額での売却予定が

あったＯ社株式について、実際に本件相続開始日直後に当該金額で予定どおり

の売却ができ、その代金を本件相続人らが得たことをもって、この事実を評価

しなければ、「（取引相場のない大会社の株式を相続しながら評価通達の定め

る方法による評価額を大幅に超えるこのような売却による利益を得ることがで

きなかった）他の納税者と原告らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質

的な租税負担の公平に反する」（最高裁令和４年判決）といえるかどうかによ

って判断すべきこととなる。

ウ　相続開始後に納税、遺産分割、事業承継のための親族間での株式等事業承継

用資産の集約その他の理由により、相続財産の一部を売却して現金化すること

は格別稀有な事情ではないが、かかる際に評価通達の定める方法による評価額

よりも相当高額で現金化することができたとしても、当該売却やそれに向けて

交渉をすること自体は何ら不当ないし不公平なことではなく、仮にそのような

売却を行うことができたとしても、売却価額ではなく評価通達の定める方法に

よる評価額で当該財産を評価して相続税を申告することが問題視されることは

一般的ではない。また、相続開始後に相続財産を評価通達の定める方法による

評価額よりも著しく高い価格で売却することができたとしても、その売却価額

が当該財産の（被相続人による）取得価額よりも高額であれば、当該売却によ

る利益は譲渡所得税による納税対象とされることになるし、これによって相続

時と売却時に二度納税することになる。こうした点をも考慮すれば、相続税を

軽減するために被相続人の生前に多額の借金をした上であらかじめ不動産など

を購入して評価通達の定める方法における現金と不動産など他の財産に係る評

価額の差異を利用する相続税回避行為をしているような場合でない限り、当該

相続対象財産を評価通達の定める方法による評価額を超える価格で評価して課

税しなければ相続開始後に相続財産の売却をしなかった又はすることができな
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かった他の納税者と比較してその租税負担に看過し難い不均衡があるとまでい

うことは困難である。

 逆に、ある財産を相続して評価通達の定める方法による評価額で相続税を納

税した上で、一定期間経過後に当該財産を上記評価額と比して著しく高い価格

で売却することができた者を想定すると、相続財産を高値で処分したことは共

通するのに、本件各更正処分等のように相続直近の時期に売却した者のみ当該

売却価格に着目されて評価通達の定める方法による評価額を超える財産評価を

受けて高額の相続税納税義務を負うという不利益が生ずることも想定される。

そうすると、相続直後に相続財産を評価通達の定める方法による評価額を著し

く超える価額で売却した（又はすることができた）者が売却しなかった（又は

することができなかった）者に比して常に有利であるとも限らず、むしろ、相

続財産を相続開始直後に売却した場合にのみ評価通達の定める方法による評価

額を超える財産評価を受けることは、明らかに前者にとって不利であるともい

える。このように考えると、相続開始直後に相続財産の一部を高額で売却する

ことができたとしても、その事実に着目して相続課税をしなければ他の納税者

との間で租税負担に看過し難い不均衡があるとは必ずしも断じ得ない。

エ　本件では、本件相続開始日直後に本件売却価格という評価通達の定める方法

による評価額を大幅に上回る高値で本件相続株式を売却することができたとい

う事情に加え、本件相続開始日以前から本件被相続人がＯ社株式の売却の交渉

をしており、かつ、その生前の段階でＶ社との間でその譲渡予定価格まで基本

合意していたという事情が認められる。しかしながら、この場合であっても、

最終的に本件相続株式の売却が成立し、本件相続人らが本件通達評価額を大幅

に上回る代金を現に取得したという事情がなければ、およそ本件算定報告額を

もって課税しなければ他の納税者との間に看過し難い不均衡が生ずるというこ

とはできない。しかも、一般にＭ＆Ａが終了しても前オーナーがしばらく会長

や顧問等の職に就き、引継ぎを円滑に行うようにすることが多く、逆にＭ＆Ａ

の途中で前オーナーが死亡した場合には（引継ぎが困難になるため）買い手側

が手を引く例があるところ、本件においても、本件被相続人はＯ社のカリスマ

的なオーナーであったため、Ｖ社（本件基本合意以前から本件被相続人に対

し、平成２６年度の定時株主総会までは取締役会長に、その後も相談役又は顧

問に留まって欲しい旨の意向を表明していた。甲５）が本件相続開始によって

本件相続株式の買取りを取りやめる可能性もあったことがうかがわれる（乙２

０）のであって、本件基本合意が本件相続の後も本件相続人らとの間でそのま

ま存続するか否か自体、本件相続開始日においては不透明な状况であったとい

わざるを得ない。なお、上記の点に加え、本件基本合意が譲渡予定価格等につ

いて本件被相続人及びＶ社を法的に拘束するものではないとしていた点や本件

被相続人においてＯ社株式の全部を取りまとめ又は買い集めることが前提条件

とされていた点〔前提事実（３）ウ〕などに鑑みれば、譲渡予定価格による本

件相続株式の売買代金債権を相続財産と同視することも困難である。したがっ

て、本件相続開始日以前からＯ社株式の譲渡予定価格が本件被相続人とＶ社と

の間で事実上合意されていたという事情を殊更重視するのは相当ではない。

 加えて、相続開始後に評価通達の定める方法による評価額より著しく高い価

額での売却によってほぼ同額の利得を得た納税者を想定した場合においても、

上記売却に向けた交渉が相続の前後にまたがっている納税者に対して当該売却

額に着目した相続課税をしなければ、相続開始後に売却に向けた交渉を開始し

た納税者との間に租税負担の点で看過し難い不均衡があるともいえない（むし

ろ、前者に対してのみ高額の課税をすることの方が不公平とも考えられ

る。）。

 以上によれば、本件相続の開始前からＯ社株式の譲渡予定価格が事実上合意

されていたという事情をもって、特段の事情（の一部）ということはできな

い。

オ　また、評価通達は、評価通達６が適用される場合を除き、公開株式のように

個別性が低く客観的な価格が容易に算定され又は判明するような相続財産でな
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い限り、不動産など個別の評価において、あらかじめ定められた一定の方法で

算出された価格をもって当該相続財産の価格と評価することとしており、当該

方法によって算定された価格ではなく、相続開始後に行われた当該財産の具体

的な取引価格を参照したり、類似の取引事例を考慮して当該財産を評価したり

する方法は採用していない。仮に、課税庁が相続開始後の取引といった個別事

情を考慮するとなれば、相続開始日と売却時期がどの程度接近していれば当該

売却の事実を考慮するのか、評価通達の定める方法による評価額と売却価額の

間にどの程度の差があれば評価通達６に基づく個別評価をするか、個別評価を

するとしてどのように評価するかといった点が問題になるところ、これらにつ

いての基準はなく、課税庁が個別的にその適否を判断することにならざるを得

ない。しかしながら、そのようなこと自体、課税庁による恣意的判断が介入し

たり、他の事例との間で不合理な差異が生じたりする余地があって、評価通達

の趣旨や平等原則の要請に反するというべきであり、適用の有無の別やその具

体的方法の差異について、納税者間に不均衡又は不利益が生ずる可能性を否定

することができない。

 これを納税者側から見ると、相続税の申告前に、相続後に全部又は一部の相

続財産を評価通達の定める方法による評価額とは異なる額で売却した場合にお

いて、上記評価額に従って算出した額で申告をすべきかどうか、いかなる場合

にこれと異なる額で申告をすべきか、異なる額で申告をするとしていかなる額

で申告すべきかが一切明らかでないこととなるし、同様に、相続税申告後に相

続財産を売却した場合に、その売却額に従って算出した額で修正申告をすべき

かどうかも明らかでない。また、納税者側が、評価通達の定める方法による評

価額に依って申告をした場合には、事後的に課税庁の判断で上記評価額とも売

却額とも異なる額を前提とした予測可能性のない更正処分を受ける危険を負わ

なければならない。評価通達６という極めて抽象的な規定を除けば、法令にも

評価通達その他の通達にもかかる事態が具体的に想定されているとは解し難い

点も併せて考えれば、納税者側が租税回避行為をしていたような場合は別とし

て、納税者がかかる不安定な地位に置かれ、不利益を受けるのは、申告納税制

度や評価通達の趣旨に照らし、強い疑問が残るものといわざるを得ない。

カ　以上の点を考慮すれば、本件のように、相続財産となるべき株式売却に向け

た交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後に実際に相続開始前に合意

されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が評価通達の定める方

法による評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納税者

側に不当ないし不公平な利得があるという評価をすることは相当ではなく、評

価通達６を納税者の不利に適用するに当たっては、上記オで説示したような不

均衡や不利益等を納税者に甘受させるに足りる程度の一定の納税者側の事情が

必要と解すベきである。例えば、被相続人の生前に実質的に売却の合意が整っ

ており、かつ、売却手続を完了することができたにもかかわらず、相続税の負

担を回避する目的をもって、他に合理的な理由もなく、殊更売却手続を相続開

始後まで遅らせたり、売却時期を被相続人の死後に設定しておいたりしたなど

の場合であるとか、最高裁令和４年判決の事例のように、納税者側が、それが

なかった場合と比較して相続税額が相当程度軽減される効果を持つ多額の借入

れやそれによる不動産等の購入といった積極的な行為を相続開始前にしていた

という程度の事情が特段の事情として必要なものと解される。

（３）　本件算定報告額による本件相続株式の評価の適否

 以上を踏まえて検討するに、本件ではＯ社株式の売却手続が進行中に本件被相

続人が死亡しているところ、その手続が遅れたとか、本来は本件被相続人の生前

に売却手続を完了することができたといった事情は認められない。本件相続にお

いて、本件被相続人が本件相続開始日以前に行った行為は、本件基本合意及びそ

の後の本件買収監査への協力にとどまるところ、これらの行為は、本件相続開始

日以降に行われた本件相続株式の売却の結果を含めて評価したとしても、それが

なかった場合と比べて本件相続税の金額を軽減する効果を持つものではない。よ

って、本件において特段の事情はないものというほかはないから、本件相続株式
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の価額については本件通達評価額によって評価すべきであり、評価通達６を適用

して本件算定報告額を用いて本件相続株式を評価した本件各更正処分等は、最高

裁令和４年判決の示した判断枠組みに照らし、平等原則という観点から違法であ

る。

（４）　被告の主張に対して

ア　被告は、最高裁令和４年判決は租税負担の軽減を意図して納税者側が行為を

したことを評価通達６の適用の必須の要素とはしていないとした上で、評価通

達が、客観的な交換価値を端的に評価し得る場合にはそれらによることが最も

望ましいという考えを前提にしていることからすれば、相続開始時において、

売買当事者間の主観的事情を離れた当該株式の客観的な交換価値を反映した取

引価格が明示されていることなどから当該株式の客観的な交換価値と評価し得

る価格が明らかになっているという事情がある場合には、特段の事情があるこ

とになる旨主張する。

 しかしながら、評価通達は、財産の種類ごとに評価方法を定めているとこ

ろ、不動産や取引相場のない株式など個別性の高い財産に関しても、それを前

提に画一的な評価方法を定めており、直近に客観的な交換価値を反映した同種

の取引事例があればそれを参照するなどとはしていない。例えば、評価通達

が、市街地的形態を形成する地域にある宅地の価格について、路線価を用いて

評価するという手法を採用している（１１）のは公知の事実であるところ、そ

の路線価の算定の過程において、その参考となる公示価格を求める際に取引事

例比較法が用いられるなどとされているという点で客観的な交換価値を把握し

ようとしているといい得るが、そうであるからといって、個別事案における財

産評価に当たり、評価通達６に該当する場合を除き、評価通達の定める方法に

よる評価額ではなく、個別に取引事例を参照するなどして客観的な交換価値を

評価すべき場合があることを評価通達が想定しているとはいえない。

 そもそも、個別性の高い財産に関しては、市中の不動産などのように一定の

市場が形成され、比較的客観的価値が把握しやすいと思われるものや、競売入

札などによる売買であったとしても、実際の売却価格の決定は大なり小なり売

主側、買主側双方の資力、取引の必要性や緊急性、他の取引相手候補者の有無

や動向などの事情によって左右されることに照らせば、客観的な交換価値と評

価し得る価格が明らかになっている場合がいかなる場合を指すのか自体曖昧と

いわざるを得ず、そうであるからこそ、評価通達は、客観的な交換価値に近似

する価格を比較的容易にかつ保守的に把握するため、路線価方式などの評価方

法をあらかじめ定めているものと解される。

 本件についてみても、Ｏ社株式の売却価格については、他の企業から声がか

かっていたという背景もあってか、アドバイス契約先の銀行の担当者は少なく

とも全部で１００億円程度と見積もっており、本件被相続人は、Ｖ社が提示し

た価格について「もうちょっと出せないか（７０億円）」などと述べていた

が、Ｖ社側が、株価算定を依頼した有限責任監査法人から将来的キャッシュフ

ローを見据えて６３億円（純資産１３億円、のれん代５０億円）が限度である

と伝えられ、自社の事業計画や株主への説明責任もあることから、この金額以

上で購入はできないと述べたために同価額で決まったという事実が認められ

（乙２０、２１）、これらの事情からは、売却価格が主観的事情を捨象して決

められた客観的な交換価値そのものであるとまでは認められない。むしろ、Ｏ

社株式の全部という売却対象物は、本件被相続人らのみならず、その同族関係

者ではない者も含むＯ社の株主全員が売却を決意しなければ売りに出ないもの

であり、買い手もＯ社の事業を承継する能力及び多額の資力を有する者と極め

て限定されるものであるところ、医薬品卸を主要事業とするＶ社は調剤薬局を

主要事業とするＯ社と４０年にわたって良好な関係を保っており、同じ東北地

方を事業エリアとしていて処方元も同一であって、Ｖ社が提示した上記価格も

シナジー効果を加えて算出したものであること（甲５）、他に同額程度の購入

価格を提示した候補者が複数いるなどの事情もないことからすれば、かなり限

定された特殊な状況を踏まえて合意された金額とすらいい得るものである。以
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上の点からすれば、本件売却価格が公開株式に準ずる程度に当事者の主観的事

情を離れた本件相続株式の客観的な交換価値を反映した取引価格であると評価

することは困難というほかはない。

 もとより、被告（処分行政庁）自身、本件売却価格に個別事情が反映されて

いることは否定せず、本件相続株式の１株当たりの時価について、本件売却価

格ではなくそれより低い本件算定報告額とする旨主張しているのであるが、そ

のことからみても、本件相続開始日において、売買当事者間の主観的事情を離

れた本件相続株式の客観的な交換価値を反映した取引価格が明らかであったな

どとはいうことは困難であり、本件算定報告額がこれに当たると断ずることも

直ちにはできない。

イ　被告は、他の納税者との実質的公平という観点に照らし、①既に交換価値が

顕れているという意味で本件相続株式と同様の状況にある上場株式等を相続し

た納税者、②本件相続株式の譲渡契約後に本件相続が発生した場合や本件相続

株式の購入資金を用意している買主側に相続が発生した場合などと比べても看

過し難い不均衡が生ずるとする。

 しかしながら、①前記アで述べたとおり、本件売却価格が上場株式の株価と

同程度に客観的な交換価値を反映したものということはできないし、そもそも

財産の種類・性質が異なる上場株式を有する納税者と取引相場を有しない本件

相続株式を相続した原告らとを比較してその間の公平を論ずるのは適当ではな

い。また、②本件売却価格相当額の現金ないし預金が課税対象財産になる場合

と本件とを比較すれば納税額に不均衡が生ずることは被告が指摘するとおりで

あるが、これは相続対象財産については相続開始日を基準日にして評価するこ

と、財産の種類ごとに評価方法が異なること及び評価通達の定める方法では現

金ではない評価困難な財産がその時価相当額の現金ないし預金よりもかなり保

守的に評価されることに伴う不可避的な現象であって、非上場株式や不動産な

ど、現金や上場株式のように客観的な交換価値が明確な財産以外の個別性の強

い財産を相続した者全てに当てはまるものであるから、そのうち一部の者につ

いて課税庁が例外的扱いをするためには、租税回避行為のような納税者側の一

定の作為が特段の事情として必要であるとする前記判断をを左右する指摘とい

うことはできない。

（５）　小括

 以上のとおり、本件相続において、本件被相続人及び原告らについて、評価通

達の定める方法と異なる方法によって本件相続株式を評価すべき特段の事情は見

当たらないから、本件相続株式の価額については、本件通達評価額によって定め

られるべきである。

２　本件各更正処分等の適法性について

 以上によれば、本件相続税の課税価格は、本件相続株式の価額に関する部分を除き、

別紙３の１（１）記載のとおりであると認められ、本件相続株式の価額及び土地の一部

〔別表２－１の順号２の土地。そのほかにも金額は低いが申告額よりも原告らに有利な

額に認定している部分がある。別紙３の１（１）ア（オ）ｂ及び同イ参照〕に関する部

分を除けば、本件相続税の申告の際の課税価格と同一である。

 本件各更正処分における課税価額（ママ）は、本件相続税の申告における課税価額

（ママ）と比較すると、本件相続株式の価額を増額し、本件相続によって相続した土地

の価額の一部を減額などしているところ、前記のとおり、本件相続株式の価額を増額し

た部分は採用できず、本件相続株式の価額は申告の際の価格（ママ）である本件通達評

価額に各原告が有する株数を乗じた額となることから、その部分を修正して更正処分を

したとすれば、本件各更正処分において上記のとおり相続財産である土地の一部に係る

評価額を申告価額より減額しているなどしている分、あるべき更正処分における課税価

格及び納税すべき金額が申告時の課税価格及び納税すべき金額を下回ることは明らかで

あり、本件各更正処分のうち申告時の課税価格及び納税すべき金額を超える部分は違法

である。

 原告らの主位的請求は、本件各更正処分等のうち申告時の課税価格及び納税すべき金

額を超える部分並びに本件各賦課決定処分の取消しである。しかるところ、前記のとお
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り、あるべき更正処分の課税価格及び納付すべき金額は申告時の課税価格及び納税すべ

き金額を下回ることは明らかであるから、本件各更正処分の取消しを求める部分の請求

には全部理由があるし、あるべき更正処分と比して原告らの申告課税価格及び納付すべ

き相続税額が過少とは認められないから、原告らに過少申告加算税は発生せず、原告ら

に対して行った本件各賦課決定処分も全部違法である。よって、本件で原告らが求めて

いる主位的請求は、全部理由がある。

３　結論

 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの主位的請求はいず

れも理由があるから、これらを認容することとし、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日　令和５年１１月２日）

（東京地方裁判所民事第５１部　裁判長裁判官　岡田幸人　裁判官　横地大輔　裁判官　藤

本思帆音）

（別紙１）　指定代理人目録

江原謙一、小池裕行、倉成由利子、音道尚利、尾崎広典　ほか

以上

（別紙２）　当事者の主張の要旨

１　本件相続株式を評価通達６により評価することの適否〔争点（１）〕

（被告の主張の要旨）

（１）　判断の枠組み

ア　時価の評価は評価通達に定められた評価方法によるべきであるとする趣旨が、

租税負担の実質的な公平の実現にあることからすれば、当該評価方法を画一的に

適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の

公平を著しく害することが明らかな場合には、別の評価方法によることが許され

るものと解すべきである。このことは、評価通達６において「通達の定めによっ

て評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を

受けて評価する。」と定められていることからも明らかなものというべきであ

る。

イ　最高裁判所令和２年（行ヒ）第２８３号同４年４月１９日第三小法廷判決・民

集７６巻４号４１１頁（以下「最高裁令和４年判決」という。）は、相続財産の

価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な

租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を評価

通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとする合理的な理

由があるとして、平等原則に違反しないとの一般的な判断枠組みを示したものと

解されるが、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」の有無を判断

するに当たって考慮すべき要素については一般的に示しておらず、形式的には評

価通達が想定している状況にある財産ではあるものの、評価通達を意識して租税

負担の軽減をも意図した行為をするなどの当該財産が相続財産に含まれるに至っ

た経緯等に鑑み、評価通達の定める方法により評価することが、当該行為をして

いない者との間で実質的な公平を欠くこととなる類型（濫用型）の事案につい

て、当該事案の個別事情を検討した上で、当該財産が相続財産に含まれるに至っ

た経緯等からして、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質

的な租税負担の公平に反するというべき事情があるとした事例判決といえ、被相

続人の行為により課税価格及び相続税額が大きく減少したこと、租税負担の軽減

を意図して当該行為をしたことを必須の要素としたとは判示していない。

ウ　評価通達は、客観的な交換価値を端的に評価し得る、「そのものの金額ないし

それに準じた金額で評価できる」場合や、「自由な取引が行われる市場で通常成

立すると認められる売買実例価額」がある場合はそれらによることが最も望まし

いという考えを前提にしつつ、各財産の状況に応じて、客観的な交換価値を示す

価額を実務上可能な方法で容易かつ的確に算定するという観点から、第２章以下

で財産の種類に応じた評価の方法を明らかにしているものであり、個々の評価方

法の趣旨ないし想定を検討するに当たっても、これを前提にその趣旨等をみる必

要がある。取引相場のない株式は、金融商品取引所における市場取引又は証券会
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社の店頭取引のように、取引価格（市場価格）が明らかとなっているものではな

い。したがって、仮に、当該株式において過去に取引事例がみられる場合でも、

それは過去の一時点における特定の当事者間あるいは特別の事情で取引されるの

が通常であるので、その取引価格をもって、自由な取引が行われる市場で通常成

立すると認められる売買実例価額と評価することは通常困難であって、相続開始

時における当該株式の客観的交換価値すなわち相続税評価額として採用すること

には問題があり、取引相場のない株式について、その客観的な交換価値を示す価

額を実務上可能な方法で容易かつ的確に算定し得る画一的な評価方法として、客

観的で具体的な取引価格があることを前提とした評価方法を採用することは相当

ではない。もっとも、相続開始時において、売買当事者間の主観的事情を離れた

当該株式の客観的な交換価値を反映した取引価格が明示されていることなどか

ら、当該株式の客観的な交換価値と評価し得る価格が明らかになっているという

事情がある場合には、当該株式の状況は、およそ客観的な交換価値を反映した取

引価格（市場価格）が想定できないことを前提とした評価方法を定めた評価通達

（取引相場のない株式に係る評価通達）の趣旨に当てはまらず、当該財産（株

式）を評価通達の定める方法により画一的に評価することが実質的な租税負担の

公平に反するというべき事情がある（趣旨逸脱型）といえる。

（２）　本件相続におけるあてはめ

ア　本件相続開始日において、本件基本合意のとおり、本件相続株式の全部がＶ社

に売却されて換価される蓋然性は相当程度高かったと認められ、現に、本件相続

開始日から１か月足らず後の同年７月８日に、本件基本合意の内容のとおりに本

件株式譲渡契約の締結に至り、同月１４日に本件相続株式を含むＯ社の発行済株

式の全部がＶ社に譲渡された。かかる事実に加え、本件被相続人とＶ社とは、親

族関係又は親子会社関係その他特殊の関係にない独立した当事者の関係にあった

こと、両者の間の交渉経緯をみると、本件被相続人及びＶ社がいずれも銀行との

契約に基づいてその助言を受け、約４か月間にわたる価格交渉を経た上で譲渡予

定価格を形成し、本件買収監査を実施した後、譲渡予定価格と同額の本件売却価

格で本件株式譲渡契約を締結したことからすれば、本件相続開始日において明示

されていた譲渡予定価格は、独立した当事者間において金融機関等による一定の

客観性ある意見も踏まえ、慎重に時間をかけて形成されて合意された価格であ

り、市場価格と比較して特別に高額又は低額な価格であることをうかがわせる事

情は見当たらない。そうすると、本件相続株式は、形式的には取引相場のない株

式であるものの、本件相続開始日において、既に当事者間において合意された取

引価格が存在し、かつ、その取引価格によって換価されることが相当の蓋然性を

もって見込まれ、さらに、当該取引価格が売買当事者間の主観的事情を離れた当

該株式の客観的交換価値を反映したものと認められることから、本件相続開始日

における本件相続株式の状況は、取引相場のない株式に係る評価通達の趣旨に当

てはまらず、当該評価通達が本来的に想定していない状況といえる。

イ　また、他の者との実質的公平という観点からみても、本件相続株式を評価通達

の定める方法によって評価すると、譲渡予定価格及び本件売却価格に基づいて評

価した場合と比較し、本件相続に係る課税価格の合計額が約２０億４０００万

円、原告らの相続税額がそれぞれ約２億５４２０万円も減少し、原告らの相続税

の負担は著しく軽減されることになるところ、本件相続株式の価額について評価

通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、客観的な取引価格が現れて

おり、容易に換価される状況にあるという意味において、本件相続株式と同様の

状況にあるといえる上場株式や気配相場等のある株式（これらは客観的な取引価

格に基づいてその価額を評価されることになる。）を相続した他の納税者と原告

らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい

うべき事情がある。また、既に交換価値が顕在化している本件相続株式につい

て、本件相続株式の譲渡契約直前に本件相続が発生したという偶然の事情により

本件相続株式の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うこ

とは、本件相続株式の譲渡契約後に本件相続が発生した場合や本件相続株式の購
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入資金を用意している買主側に相続が発生した場合と比べても看過し難い不均衡

が生じ、実質的な租税負担の公平に反することになる。

（３）　原告らの主張への反論

ア　評価通達６は、評価通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正

な時価評価が求められず、その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平

を欠く場合も生ずることが考えられるため、そのような場合には個々の財産の態

様に応じた適正な時価評価が行い得るよう定められた規定であり、評価通達６が

納税者を救済する通達であったとの原告らの主張は、評価通達６の趣旨を正解し

ないものである。また、評価通達６の適用は、新たに租税を課し、又は現行の租

税を変更するものではないため、納税者にとって評価通達６の適用が不利又は有

利となる場合であっても、憲法８４条違反には当たらない。

イ　相続税の課税対象は、相続人が相続により取得した財産の経済的価値である。

一方、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい（所得税法３３条１項）、譲

渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加

益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、こ

れを清算して課税する趣旨のものである。譲渡所得の金額は、総収入金額から資

産の取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額を控除して計算されるところ（所

得税法３３条３項）、この資産の取得費については、別段の定めがあるものを除

き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とされて

おり（同法３８条１項）、同法６０条１項１号は、居住者が、相続（限定承認に

係るものを除く。）により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合に

おける譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していた

ものとみなす旨規定し、相続により資産を取得した場合において、その者がその

資産を譲渡した段階で、前所有者の保有期間の資産の増加益も含めて課税を行う

こととしている。これらの規定に照らせば、現行税制は土地、株式等の相続時ま

での増加分が相続税、所得税の双方の課税ベースに含まれることを前提に、その

課税方法について納税者負担に配慮した調整が図られているものと考えられる。

以上のことからすれば、のれん等の無形資産の価値を含めて本件相続株式の価額

を評価して相続税を課税した後、当該株式を譲渡したことにより実現した譲渡益

に対して譲渡所得を課税したとしても二重課税には当たらない。

（原告らの主張の要旨）

（１）　評価通達６の適用の当否について

ア　評価通達６の歯止めのない運用は、租税法律主義に反する。評価通達６は、元

来、納税者を救済するために作られた通達であった。そもそも評価通達６を適用

して納税者に不利な課税をすることは、憲法８４条に明白に違反している。

イ　評価通達は、これに基づいて相続財産を評価することで課税の公平を図ろうと

するものであるから、課税の予測可能性の確保や課税の公平性の観点からみる

と、納税者は、評価通達の定めに従って課税される権利があり、課税庁が評価通

達の定めによらずに鑑定評価等で構成することは原則として許されず、評価通達

による算定額と時価（通常価額）との間に、どんなにかい離があってもこれを否

認することはできないのが原則である。最高裁令和４年判決も判示したとおり、

評価通達による算定額と鑑定評価額との間の大きなかい離を納税者側が作出した

ことが評価通達６の適用要件であるが、本件相続に当たって、本件被相続人も本

件相続人らも本件通達評価額と本件算定報告額とのかい離を作出していないか

ら、本件各更正処分は平等原則に違反する。

ウ　株式の価値は、純資産の価値と自己創設のれんの価値を反映したものである

が、本件相続株式につき、評価通達１６５によれば自己創設のれんはゼロと評価

される。評価通達１６５は評価通達６に優先して適用されるべきであるところ、

本件各更正処分は、評価通達１６５に反し、ＤＣＦ法〔企業が将来の一定期間に

獲得するであろう資金（キャッシュフロー）を適切な割引率によって現在価値に

還元したものを評価額とする方法〕を利用して本件相続株式の自己創設のれんを

不当に高く評価した違法なものである。
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エ　原告らは、本件相続株式の売却後に平成２６年分の所得税の確定申告により本

件相続株式の売却による利益については納税をしているから、のれんに課税をす

ることは二重課税となり許されない。

（２）　本件相続における事情

 相続税法２２条は時価主義を採用しており、相続開始時に客観的に存在した事情

のみを考慮し得るにすぎない。

 相続開始前に取りまとめられた本件基本合意は、最終契約に至る前の段階までに

当事者間で合意した内容を確認するものであり、ここで合意された内容は、買収監

査を経たものではなく、買収監査の結果やその後の交渉状況によっては、最終契約

に至らない場合もあり、至らなくても当事者が法的責任を負うことはないから、最

終契約である本件株式譲渡契約と同視することはできず、曖昧な効力を有するもの

にすぎない。本件基本合意は本件被相続人の死亡によって無効となり、Ｍには承継

されなかった。

 本件基本合意では、本件被相続人がＯ社株式の全てを取りまとめることが株式譲

渡契約の条件とされていたところ、本件相続開始日時点では取りまとめはされてい

なかった。Ｏ社の取締役らはＯ社株式を譲渡する計画を知らされていたが、それは

本件買収監査に対応する必要があったためであり、株主としては譲渡予定価格など

の詳細な内容については知らされていなかった。原告ら並びに原告Ｋの夫及び子ら

は上記計画自体知らされておらず、原告らは葬儀後にＭから聞かされた。原告ら

は、親族の中から後継者を立てるなどしてＯ社の経営を続ける方法がないか検討し

た。これらのことから、本件株式譲渡契約の条件が成就しなかった可能性は相当程

度あったということであり、本件株式譲渡契約締結の蓋然性はなかったものという

べきである。このように、本件相続開始日時点ではＯ社株式の取りまとめはされて

おらず、取りまとめられたのは本件相続の開始後のことである。本件株式譲渡契約

の締結や本件売却価格と譲渡予定価格が同額であることは本件相続開始日後の事情

であり、これらの事情を考慮することはできない。また、譲渡予定価格には多額の

シナジーが含まれており、その金額も明らかではなく、本件相続開始日時点では本

件株式譲渡契約が成立していない以上、これをそのまま本件通達評価額と比較しな

ければならないとすることの方が不合理である。

２　処分行政庁が評価通達６に基づき評価した本件相続株式の価額の適否〔争点（２）〕

（分かりやすさの観点から、立証責任の所在にかかわらず、原告らの主張の要旨を先に掲

げる。）

（原告らの主張の要旨）

（１）　総論（全体的主張）

ア　前記１で述べたとおり、相続財産の時価の評価に当たっては、相続開始後の事

情を考慮することは認められない。本件相続開始日以前に行われたのは一連の手

続のうち、本件買収監査の開始までである。そうすると、本件相続株式の時価の

評価に当たって考慮することができるのも、本件基本合意が締結された事実や本

件買収監査が開始されたという事実までである。本件株式譲渡契約の締結や本件

売却価格と譲渡予定価格が同額であることは本件相続の開始後の事情であり、こ

れらを考慮することは許されない。

イ　株式価格の算定は、不動産鑑定とは異なり、これを行うための資格を有する専

門家はおらず、またその算定方法にはそれぞれ欠点があり、また評価人にとって

の統一的な行為規範も存在しないから、取引目的であれば格別、相続税評価にお

いてこのような方式を用いることはできない。企業価値評価ガイドライン（以下

「ガイドライン」という。）は、企業価値評価を実施するために準拠しなければ

ならない基準やマニュアルではないし、本件算定報告書を見ても、これがガイド

ラインに即して作成されたという記載はない。ガイドラインは取引目的及び裁判

目的について詳述したものであり、また「本ガイドラインは、財産評価基本通達

による評価は、課税目的であるとして詳述していない」とするなど、ガイドライ

ンは、株式価格の算定が課税目的に用いられることを念頭に置いていない。

（２）　各論的部分

ア　算定方法の誤りについて
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（ア）　ＤＣＦ法は、将来のキャッシュフローという不確実な要素を元に株式価

値を算定する手法である。事業計画による将来の予測には恣意性が介在す

る可能性がある。また、将来の客観的・合理的な予測は困難である。した

がって、客観性や公平性が要求される課税目的の評価においては全く適さ

ない。

（イ）　株価倍率法及び取引事例法を含むいわゆるマーケット・アプローチの適

用においては、類似企業・類似取引の選定により大きく算定結果が異なる

ことになる。評価結果の妥当性は類似企業・類似取引の選定の妥当性にか

かっており、この点に恣意性が介在することになる。また、マーケット・

アプローチは、非上場企業の株式評価に用いる手法であるものの、上場企

業の指標をベースとして株式評価を行う手法である。このため、株式公開

の具体的スケジュールが固まっている非上場企業の株価を算定するような

限定された場合に適用されるべき評価方法であるが、本件ではかかる事情

はない。

イ　ＤＣＦ法を用いた場合の誤りについて

（ア）　財務予測について

 Ｏ社において代表者が交代することによる影響を考えると、過去の継続成

長率をそのまま採用することは妥当ではない。また、過去実績では売上高が

増加する半面、販管費も相応に増えており、必ずしも増益につながっていな

い。したがって、過去の利益を大幅に上回る結果となる平成２６年９月期の

財務予測をベースに計算することは不当である。

（イ）　割引率の算出におけるＣＡＰＭ（資本資産評価モデル）の利用について

 ＣＡＰＭは、市場における分散投資を前提としたモデルであり、非上場企

業の株式を評価するために使用するのは前提条件を欠いている。

（ウ）　エクイティリスクプレミアムの設定が誤っていること

 本件算定報告書は、１９６５年以降のデータに基づきエクイティリスクプ

レミアムを６％としているが、同年以降に限定した合理的理由はない。

（エ）　サイズプレミアム（固有のリスクプレミアム）の設定が誤っていること

 本件算定報告書で採用されているサイズプレミアムは、日本市場のデータ

を参照したとすれば企業規模が評価対象会社よりも大きな分類の数値を用い

ていること、日本市場のデータではなく米国市場のデータを参照したもので

あるとすれば、米国市場のデータは１分類に含まれる企業規模の範囲が広す

ぎるため日本の企業の評価を行う際には適さず、日本の企業の評価を行うに

は日本市場のデータを参照するのが正しいことから不合理である。

（オ）　非流動性ディスカウントをしていないこと

 リスクと期待収益が同一である公開企業の株式価値と非公開価値の株式価

値とを比較すると、流動性が劣る非公開企業の株式価値は非流動性ディスカ

ウントを考慮する必要があり、支配株主であれば少数株主と違って非流動性

割引が必要ないということはなく、流動性の高い株式と比較して少なくとも

すぐに売却可能な市場が存在しないという点で非流動性が存在するため、非

流動性ディスカウントを適用すべきである。

ウ　第１次予備的請求に係る原告ら側による本件相続株式の価格算定額

 仮にＤＣＦ法を用いた場合であっても、以下のとおり、本件相続株式の価格は

１株当たり１万７１５０円となる（判決注：なお、以下において、計算の詳細は

省略する。）。

（ア）　経営者交代という将来に対する不確実性を考慮すると、Ｏ社における過

去実績と同程度の利益が今後も見込まれるとの財務予測をベースにするこ

とが合理的であり、利益を示す税引後営業利益について、過去実績の平均

値を採用することにより平成２６年９月期の見込として、これをもとに平

成２６年９月期のＦＣＦ（フリーキャッシュフロー）を計算すると２億２

４００万円となり、継続価値ＦＣＦは２億３０００万円となる。

（イ）　割引率の算出においてＣＡＰＭを用いることは不適当であり、べンチャ

ー・キャピタル等の投資家による期待利回りを採用して、割引率は２０％
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で計算すべきである。

（ウ）　上記（ア）及び（イ）を踏まえて事業価値を算定すると１２億５５００

万円であり、これに非事業価値８億１６００万円を加算した企業総価値合

計は２０億７０００万円となることから、これに非流動性ディスカウント

が３０％あることを考慮するなどして最終的な株主価値（全株式総額）を

算出すると、１０億２９００万円となり、１株当たりの評価額は１万７１

５０円となる。

（エ）　同価額を前提とした本件相続に係る課税価格及び納付すべき税額（過少

申告税に関する部分を除く。）は、別紙４－１の各⑤及び⑯記載の額とな

る。その具体的な算定方法（本件相続株式の価額と過少申告税の部分を除

く。）は、別紙３と同じである。

エ　第２次予備的請求に係る原告ら側による本件相続株式の価格算定額

 また、前記ウ（イ）に代わり、割引率の算出においてＣＡＰＭを用いると、以

下のとおり、本件相続株式の価格は１株当たり２万２７６０円となる（判決注：

なお、以下においてもウと同様に計算の詳細は省略する。）。

（ア）　エクイティリスクプレミアムについては、データが用意されている範囲

において最大限長期で観測することが恣意性の排除にもつながるので、異

常値と考えられる１９５２年ないし１９５４年のみを除いた１９５５年か

らの統計データ（７．５％）を採用すべきである。

（イ）　サイズプレミアムについて、日本市場のサイズプレミアムのデータに当

てはめた場合、最小規模の部類に入るから、これに対応する１１．９％を

採用すべきである。

（ウ）　以上を踏まえて、株主資本コストを算定すると１７．９０８％となり、

修正後の割引率を算出すると、１４．１１５％となる。

（エ）　以上の割引率を用いるほかは、前記ウと同じ方法及び数値を用いて、最

終的な株主価値（全株式総額）を算出すると、１３億６６００万円とな

り、１株当たりの評価額は２万２７６０円となる。

（オ）　同価額を前提とした本件相続に係る課税価格及び納付すべき税額（過少

申告税に関する部分を除く。）は、別４－２の各⑤及び⑯記載の額とな

る。なお、具体的な算定方法（本件相続株式の価額と過少申告税の部分を

除く。）は、別紙３と同じである。

（被告の主張の要旨）

（１）　全体部分について

ア　本件算定報告額は一般的な株主価値の算定方法であるＤＣＦ法、株価倍率法及

び取引事例法に基づいて算定された本件相続開始日における本件相続株式の価額

であり、本件基本合意が締結されたことで明示された譲渡予定価格を基礎として

算定された価額ではない。

イ　本件算定報告書を作成した公認会計士は、企業価値評価業務を受嘱し、実施す

るに当たっては、日本公認会計士協会の定める倫理規則２条に基づき、同規則に

定める誠実性（３条）、公正性（４条）、職業的専門家としての能力及び正当な

注意（５条）、守秘義務（６条）及び職業的専門家としての行動（７条）の各基

本原則を遵守しなければならないとされている。企業価値評価において算定され

る一般的な株主価値の算定方法は、インカム・アプローチ、マーケット・アプロ

ーチ、ネットアセット・アプローチの三つに分類され、株主価値は、複数の評価

アプローチにより算定した価額について、総合評価を行うことなどにより算定さ

れ、株式の価値を的確に把握する方法である。このような株式価値算定の前提と

なる株主価値の算定方法は、一般的な文献に記載されているほか、日本公認会計

士協会が作成したガイドラインにも記載されている。ガイドラインは、実際の評

価業務を行う際には、参照されることを期待されているものであって、そこに記

載されている株式価値算定方法は、信頼性が高いというべきである。ガイドライ

ンには、株式価値等の評価目的として、「取引目的」、「裁判目的」及び「その

他の目的」が記載されているところ、ガイドラインに記載されているような一般
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的な算定方法を用いて行われたものであれば、財産を評価する合理的な方法であ

るといえる。

（２）　各論部分について

ア　算定方法が適切であることについて

（ア）　ＤＣＦ法は、継続企業である対象会社の将来の収益獲得能力や固有の価

値を反映することのできるインカム・アプローチの中で最も理論的な方法

として広く用いられており、財産の評価方法として何ら不合理ではない。

（イ）　本件算定報告書において選定された類似企業及び類似取引は、それぞれ

本件算定報告書において示された合理的な選定基準により選定されたもの

であり、その評価結果には合理性がある。

イ　本件算定報告額が適切であることについて

（ア）　Ｏ社の売上高の予測については、Ｏ社の類似企業の売上実績、価格時点

直近の決算短針から得られた業務予測、調剤医療費の推移を踏まえ、Ｏ社

の平成２２年９月期から平成２５年９月期までの実績に基づく年平均成長

率と同じ率で平成２６年９月期の売上高が増加する前提で算出しており、

この検討過程に不合理な点はない。また、販管費の予測については、①減

価償却費は平成２５年９月期における固定資産期首残高に対する割合（償

却率）が予測期間においても継続する前提とし、同期の償却率を見込み期

間の固定資産期首残高に乗ずることで推計し、②賞与引当金は翌期の賞与

の支払額と整合性に欠けた推移となっていたことから、予測期間における

値は０とした上で、平成２２年９月期から平成２５年９月期までの売上高

と販管費（上記①と②を除く。）を用いて、最小二乗法により販管費を固

変分解し、固定費と変動比率を推計し、上記の売上高予測に推計した変動

比率を乗じ、推計した固定費を加算することで、販管費（上記①と②を除

く。）を推計したのであり、このような販管費の推計過程に不合理な点は

ない。

 よって、平成２６年９月期の財務予測の算定は適切である。

（イ）　割引率の算出にＣＡＰＭを用いる方法は、一般的な企業価値評価実務に

おける取扱いである。

（ウ）　本件で採用されたエクイティリスクプレミアムは、企業価値評価実務上

で一般的に採用されるＪＥＲＰＲ２０１４上のヒストリカルＥＲＰの過去

推移や、国内の企業価値評価実務の慣習に則り、市場参加者が想定する一

般的な水準として６．０％と設定されたものである。

（エ）　本件で設定されたサイズプレミアムの数値は、将来の裁量の推定値が過

去の実績値であるという過程からすれば、１９７８年以降のデータしかな

い日本市場のものよりも１９２６年以降のデータを使用している米国市場

のデータを参照する方が合理的であるというなどの理由から、米国市場の

データを参照したものである。

（オ）　本件においては、本件相続株式とＭ保有のＯ社株式を併せると議決権の

過半数を占めていることや、本件相続開始日時点において本件基本合意が

成立しているといった事実関係があり、これを踏まえると、本件相続株式

において非流動性ディスカウントをしなかったのは合理的である。

３　「正当な理由」（通則法６５条４項）の存否〔争点（３）〕

（原告らの主張の要旨）

 評価通達は、各財産の評価方法に共通する原則や各種の財産の評価単位ごとの評価方法

を具体的に規定し、課税の公平・公正の観点から、その取扱いを統一するとともに、その

評価に関する取扱通達を一般に公開し、納税者の申告・納税の便に供するために定められ

ている。実務上、ほとんどの場合において財産評価が評価通達に従って行われていること

に加え、裁判規範としての効力も認められている状況にある。このような状況において、

原告らが評価通達に従った時価評価により申告を行ったことは、責めに帰することのでき

ない客観的な事情があるというべきである。本件算定報告書に基づく評価額が時価である

としても、評価通達に基づく評価額が否認され、過少申告加算税の賦課がされることは、

余りにも酷である。本件相続開始日時点において本件株式譲度契約は未締結であり、最終
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的に本件株式譲渡契約が成立することの蓋然性もなかった。譲渡契約もないのに評価通達

６が適用された前例はないのであるから、評価通達に従った時価評価により申告すること

は正当な判断である。

（被告の主張の要旨）

 本件相続株式につき、評価通達に定められた評価方法以外に他の合理的な評価方法によ

り評価したことは適法である上、評価通達６の定めからしても、原告らは、評価通達を形

式的に適用して相続税を申告しても、これがそのまま是認されるものではないことは当然

予測がついたはずであるところ、原告らが主張する事情は、単に原告らの独自の解釈によ

り、本件相続株式の評価に当たり、評価通達６が適用されることはないと思っていたとの

主観的な事情にとどまり、原告らの責めに帰することのできない客観的な事情があるとは

認められない。加えて、原告らは、それぞれが相続した本件相続株式と本件相続開始日以

前から所有していたＯ社株式を、譲渡予定価格と同額の１株当たり１０万５０６８円でＭ

に譲渡し、その代金を受領していることからすると、原告らは、本件相続株式につき、本

件通達評価額と本件相続開始日における交換価値との間に著しいかい離があることを十分

に認識することができたものである。

 そうすると、本件相続開始日に本件株式譲渡契約が締結されていなかったからといっ

て、原告らは、本件通達評価額が本件相続株式の時価として許容されない可能性があるこ

とは十分に予測し得たのであるから、原告らが評価通達を形式的に適用して申告したこと

は、原告らの責めに帰することのできない客観的な事情には該当しない。

以上

（別紙３）　被告の主張を前提とした各課税の根拠及び適法性

１　本件各更正処分の根拠

（１）　課税価格の合計額（別表１順号１１の「合計額」欄の金額）　２５億０５３９万

４０００円

 上記金額は、本件相続税の課税価格の合計額であり、本件相続人らが本件相続に

より取得した次のアの財産の価額（別表１順号７の各人欄の金額）から、Ｍについ

ては、同人が負担する次のイの債務等の金額（同表順号８の同人欄の金額）を控除

し、原告Ｈについては、次のウの純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価

額（同表順号１０の同人欄の金額）を加算した金額につき、国税通則法（平成２８

年法律第８５号による改正前のもの。以下「通則法」という。）１１８条１項の規

定により、１０００円末満の端数を切り捨てた後の各人の課税価格（同表順号１１

の各人欄の各金額）を合計した金額である。

ア　相続により取得した財産の価額（別表１順号７の「合計額」欄の金額）　２５

億１６９２万７６５６円

 上記金額は、本件相続人らが本件相続により取得した財産の総額であり、次の

（ア）ないし（カ）の合計である。

（ア）　土地の価額（別表１順号１の「合計額」欄の金額）　８４８４万０４５

５円

 上記金額は、本件相続人らが本件相続により取得した土地の価額の合計額

であり、その明細は、別表２－１「土地の明細」に記載したとおりである。

 このうち、同表順号２を除く各土地の評価額及び各人の取得価額は、本件

相続人らが平成２７年２月２７日に処分行政庁に提出した本件相続税に係る

相続税の申告書（以下「本件相続税申告書」という。乙１）第１１表に記載

された金額と同額である。

 また、別表２－１順号２の土地の評価額は、別表２－２「別表２－１順号

２の土地の評価明細」で算定したとおりであり、これは原告らの申告額より

も低い金額である。

（イ）　有価証券（別表１順号２の「合計額」欄の金額）　１７億７５７３万８

９８１円

 上記金額は、本件相続人らが本件相続により取得した有価証券の価額の合

計額であり、その内訳は次のａないしｄのとおりである。
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ａ　有価証券（非上場株式）（別表３－１順号３の「相続税評価額」欄の金

額）　１７億２０００万円

 上記金額は、本件相続人らが本件相続により取得した非上場株式の価額

の合計額であり、その明細は、別表３－１「有価証券（非上場株式）の明

細」に記載したとおりである。

 このうち同表順号１のＯ社の株式２万１４００株（本件相続株式）の評

価額が本訴の争点になっているところ、本件相続株式の評価額は、評価通

達６による国税庁長官の指示に基づき評価した１７億２０００万円とな

る。

 また、同表順号２の非上場株式の評価額及び各人の取得価額は、本件相

続税申告書第１１表に記載された金額と同額である。

ｂ　有価証券（上場株式）（別表３－２順号４の「相続税評価額」欄の金

額）　５７５万８８９５円

 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した上場株式の価額の合計額であ

り、その明細は、別表３－２「有価証券（上場株式）の明細」に記載した

とおりである。

 なお、同表順号１ないし順号３の各上場株式の評価額及び各人の取得価

額は本件相続税申告書第１１表に記載された金額と同額である。

ｃ　有価証券（投資信託）（別表３－３順号２の「相続税評価額」欄の金

額）　７円

 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した投資信託の価額であり、その

明細は、別表３－３「有価証券（投資信託）の明細」に記載したとおりで

ある。

 なお、同表順号１の投資信託の評価額及び各人の取得価額は、本件相続

税申告書第１１表に記載された金額と同額である。

ｄ　有価証券（公債）（別表３－４順号２の「相続税評価額」欄の金額）　

４９９８万００７９円

 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した公債の価額であり、その明細

は、別表３－４「有価証券（公債）の明細」に記載したとおりである。

 なお、同表順号１の公債の評価額及び各人の取得価額は、本件相続税申

告第１１表に記載された金額と同じである。

（ウ）　現金・預貯金等（別表１順号３の「合計額」の欄の金額）　４億７４４

３万８５８２円

 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した現金・預貯金等の価額の合計額

であり、本件相続税申告書第１５表に記載された金額と同額である。

（エ）　家庭用財産（別表１順号４の「合計額」欄の金額）　３７０万円

 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した家庭用財産の価額の合計額であ

り、本件相続税申告書第１５表に記載された金頭と同額である。

（オ）　その他の財産（別表１順号５の「合計額」欄の金額）　１億７８２０万

９６３８円

 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した、その他の財産の価額の合計で

あり、その内訳は、次のａ及びｂのとおりである。

ａ　その他の財産（生命保険金）（別表４－１順号２の「相続税評価額」欄

の金額）　２３００万円

 上記金額は、相続税法（平成２６年法律第６９号による改正前のもの。

以下同じ。）３条１項１号の規定により、Ｍが本件相続により取得したと

みなされる生命保険金３８００万円から同法１２条１項５号の規定による

非課税金額１５００万円を控除した価額であり、その明細は、別表４－１

「その他の財産（生命保険金等）の明細」に記載したとおりである。

 なお、同表順号１の生命保険金の評価額及び各人の取得価額は、本件相

続税申告書第１１表に記載された金額と同額である。

ｂ　その他の財産（その他）（別表４－２順号１４の「相続税評価額」欄の

金額）　１億５５２０万９６３８円
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 上記金額は、Ｍが本件相続により取得した、生命保険金を除くその他の

財産の価額の合計であり、その明細は、別表４－２「その他の財産（その

他）の明細」に記載したとおりである。

 このうち、同表順号３を除く各財産の評価額及び各人の取得価額は、本

件相続税申告書第１１表に記載された金額と同額である。

 また、別表４－２順号３のＯ社からの未収給与については、本件相続税

申告書第１１表において、同未収給与３００万円から社会保険料４万９１

０３円を控除した後の２９５万０８９７円が記載されているが、社会保険

料以外に当該未収給与から控除されるべき光友会費７５０円があることか

ら、同未収給与の価額は、２９５万０８９７円から同会費７５０円を控除

した２９５万０１４７円となる。

（カ）　代償財産（別表１順号６の「合計額」欄の金額）　０円

 上記金額は、原告らがＭから本件相続における代償財産として取得した現

金（各１億６２００万円）の合計額から、Ｍが原告らに代償財産として供し

た現金（３億２４００万円）の価額を減算した金額であり、本件相続税申告

書第１１表に記載された金額と同額である（乙１・１１枚目・当該代償財産

に係る「価額」、「取得した人の氏名」及び「取得財産の価額」欄参照）。

イ　債務等の金額（別表１順号８の「合計額」欄の金額）　１３５３万１４３２円

 上記金額は、Ｍが負担した本件被相続人の債務及び本件被相続人に係る葬式費

用の合計額であり、本件相続税申告書第１３表に記載された金額１３５２万９６

４２円〔乙１・１６枚目・「３　債務及び葬式費用の合計額」の「合計（③＋

⑥）⑦」の「（各人の合計）」欄参照〕に、同葬式に係るタクシー代の集計誤り

により計上漏れとなっていた１７９０円を加算した金額である。

ウ　純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額（別表１順号１０の「合計

額」欄の金額）　２００万円

 上記金額は、原告Ｈが、本件相続の開始前３年以内に本件被相続人から贈与に

より取得した財産があることから、相続税法１９条１項の規定により、本件相続

税の課税価格に加算することとなる当該贈与により取得した財産の価額の合計額

であり、本件相続税申告書第１４表に記載された金額と同額である。

（２）　納付すべき相続税額

 原告らの納付すべき本件相続税の額は、相続税法１５条ないし１７条並びに１９

条の各規定に基づき、次のとおり算定したものである。

ア　課税遺産総額（別表１順号１３の金額）　２４億２５３９万４０００円

 上記金額は、前記（１）の課税価格の合計額２５億０５３９万４０００円（別

表１順号１１の「合計額」欄の金額）から、相続税法１５条の規定により、５０

００万円と１０００万円に本件被相続人に係る相続人の数である３を乗じた金額

３０００万円と合計額８０００万円（別表１順号１２の金額）を控除した後の金

額である。

イ　法定相続分に応ずる取得金額（別表１順号１５の各人欄の金額）

（ア）　Ｍ（法定相続分２分の１）　１２億１２６９万７０００円

（イ）　原告Ｋ（法定相続分４分の１）　６億０６３４万８０００円

（ウ）　原告Ｈ（法定相続分４分の１）　６億０６３４万８０００円

 上記各金額は、相続税法１６条の規定により、本件相続に係る相続人が前

記アの金額を民法９００条の規定による相続分（別表１順号１４）に応じて

取得したものとした場合の各人の取得金額〔国税庁長官が発出した昭和３４

年１月２８日付け直資１０（例規）「相続税法基本通達の全部改正につい

て」（ただし、平成２８年６月２４日付け課資２－１３ほかによる改正前の

もの。以下「相続税基本通達」という。）１６－３の取扱いにより、相続人

ごとに１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額〕である。

ウ　相続税の総額（別表１順号１７の金額）　１０億７１６９万６５００円

 上記金額は、前記イの（ア）ないし（ウ）の各金額に、それぞれ相続税法１６

条に定める税率を乗じて算出した各金額（別表１順号１６の各人欄の金額）の合

計額である。
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エ　原告らの相続税額（別表１順号１９の各人欄の金額）

（ア）　原告Ｋ　２億６７９２万４１２５円

（イ）　原告Ｈ　２億６７９２万４１２５円

 上記各金額は、相続税法１７条の規定により、前記ウの金額（別表１順号

１７の金額）に、原告らのそれぞれの課税価格（同表順号１１の各人欄の金

額）が前記（１）の課税価格の合計額（同表順号１１の「合計額」欄の金

額）に占める割合（同表順号１８の各人欄の割合。ただし、この割合は、本

件相続税申告書において、小数点第３位を四捨五入した小数点第２位までの

割合を用いていることから、相続税基本通達１７－１のなお書きに基づき、

同様の方法により算出した。）をそれぞれ乗じて算出した金額（同表順号１

９の各人欄の金額）である。

オ　暦年課税分の贈与税額控除額（別表１順号２０の「原告Ｈ」欄の金額）

 原告Ｈ　１４万８５７１円

 上記金額は、相続税法１９条の規定により、前記（１）ウの純資産価額に加算

される暦年課税分の贈与財産につき課せられた贈与税額として前記エ（イ）の算

出税額から控除される金額であり、本件相続税申告書第４表に記載された金額と

同額である。

カ　原告らの納付すべき相続税額（別表１順号２２の各人欄の金額）

（ア）　原告Ｋ　２億６７９２万４１００円

（イ）　原告Ｈ　２億６７７７万５５００円

 上記各金額は、原告Ｋにおいては、前記エ（ア）の金額について、通則法

１１９条１項の規定により、１００円未満の端数を切り捨てた後の金額であ

る。また、原告Ｈにおいては、前記エ（イ）の金額から前記オの金額を控除

した後の金額２億６７７７万５５５４円（別表１順号２１の同人欄の金額）

について、同項の規定により、１００円未満の端数を切り捨てた後の金額で

ある。

２　本件各更正処分の適法性

 被告が本訴において主張する原告らの納付すべき本件相続税の額は、前記１（２）カの

とおりであるところ、これらの金額は、本件各更正処分における原告らの納付すべき相続

税額とそれぞれ同類であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。

３　本件各賦課決定処分の根拠

 前記２で述べたとおり、本件各更正処分は適法であるところ、原告らは、本件相続税の

課税価格及び納付すべき相続税額を過少に申告していたものであり、そのことについて通

則法６５条４項に規定する正当な理由は存しないから、同条１項及び２項の規定により過

少申告加税が課されることとなる。

 原告らに課される過少申告加算税の額は、同条１項及び２項の規定により次のとおり算

出した金額となる。

（１）　原告Ｋに課される過少申告加算税の額　２４２４万円

 上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算した金額である。

ア　通則法６５条１項に規定する過少申告加算税の額　１８８１万８０００円

 上記金額は、本件各更正処分により原告Ｋが新たに納付すべき相続税額１億８

８１８万円｛ただし、原告Ｋが納付すべき相続税額２億６７９２万４１００円

〔前記１（２）カ（ア）〕から同人の申告納税額７９７３万７８００円を差し引

いた後の金額１億８８１８万６３００円につき、通則法１１８条３項の規定によ

り１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。｝に、１００分の１０の割合を乗じ

て計算した金額である。

イ　通則法６５条２項の規定による加算額　５４２万２０００円

 上記金額は、本件各更正処分により原告Ｋが新たに納付すべき相続税額１億８

８１８万６３００円のうち、期限内申告税額（通則法６５条３項２号）に相当す

る金額７９７３万７８００円を超える部分に相当する１億０８４４万円（ただ

し、同法１１８条の３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のも

の。）に１００分の５の割合を乗じて計算した金額である。

（２）　原告Ｈに課される過少申告加算税の額　２４２４万７５００円
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 上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算した金額である。

ア　通則法６５条１項に規定する過少申告加算税の額　１８８１万８０００円

 上記金額は、本件各更正処分により原告Ｈが新たに納付すべき相続税額１億８

８１８万円｛ただし、原告Ｈが納付すべき相続税額２億６７７７万５５００円

〔前記１（２）カ（イ）〕から同人の申告納税額７９５８万９３００円を差し引

いた後の金額１億８８１８万６２００円につき、通則法１１８条３項の規定によ

り１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。｝に、１００分の１０の割合を乗じ

て計算した金額である。

イ　通則法６５条２項の規定による加算額　５４２万９５００円

 上記金額は、本件各更正処分により原告Ｈが新たに納付すべき相続税額１億８

８１８万６２００円のうち、期限内申告税額（通則法６５条３項２号）に相当す

る金額７９５８万９３００円を超える部分に相当する１億０８５９万円（ただ

し、同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）

に、１００分の５の割合を乗じて計算した金額である。

４　本件各賦課決定処分の適法性

 被告が本訴において主張する原告らに課される過少申告加算税の額は、前記３で述べた

とおりであるところ、これらの金額は、本件各賦課決定処分における原告らの過少申告加

算税の額とそれぞれ同額であるから、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。

以上

＜別紙リンクに収録＞

別紙４－１　課税価格及び納付すべき税額（１株当たり１７，１５０円）

別紙４－２　課税価格及び納付すべき税額（１株当たり２２，７６０円）

別表１　本件相続税の課税価格、納付すべき相続税額及び過少申告加算税の額

別表２－１　土地の明細

別表２－２　別表２－１順号２の土地の評価明細

別表３－１　有価証券（非上場株式）の明細

別表３－２　有価証券（上場株式）の明細

別表３－３　有価証券（投資信託）の明細

別表３－４　有価証券（公債）の明細

別表４－１　その他の財産（生命保険金等）の明細

別表４－２　その他の財産（その他）の明細

別紙リンク ダウンロード中です。（ダウンロード完了まで）しばらくお待ち下さい

原本URL 原本なし

関連判決等
地裁 Ｚ８８８－２５５６（閲覧中）

高裁 Ｚ８８８－２６６７
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法人税 最高裁 Ｚ８８８－２６２１

最高裁判所（第三小法廷）令和５年（行ツ）第３３４号法人税青色申告承認取消処分取消請求上
告事件（棄却）（確定）
国側当事者・国
令和６年５月７日判決
【裁判所ホームページ最高裁判所判例集】
【上告棄却／青色申告承認取消処分に係る事前の防御の機会と憲法３１条】

判示事項

１　法人税法１２７条１項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分に

より制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与

えられなかったからといって、憲法３１条の法意に反するものとはいえない。このこと

は、最高裁平成４年７月１日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。本件処分に所論の

違憲はない。

２　民事訴訟法３１２条１項及び２項に規定する事由のいずれにも該当せず、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり判決する。

３　裁判官渡邉惠理子の補足意見と裁判官宇賀克也の反対意見がある。

判決年月日　Ｒ０６－０５－０７（Ｒ０４－１２－１４）　（Ｒ０５－０６－３０）

国税庁訴資　Ｚ８８８－２６２１（Ｚ２７２－１３７８９）（Ｚ８８８－２４９２）

判決年月日　（Ｒ０６－０３－２７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国税庁訴資　（Ｚ８８８－２６２０）

上告不受理　　

判決

当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の福岡高等裁判所令和５年（行コ）第３号法人税青色申告承認取消処分取消

請求事件について、同裁判所が令和５年６月３０日に言い渡した判決に対し、上告人から上

告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

理由

１　上告代理人金谷比呂史の上告理由のうち憲法３１条違反をいう部分について

 論旨は、行橋税務署長が令和元年１２月１０日付けで上告人に対してした、上告人の平

成３０年７月１日から令和元年６月３０日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の

承認の取消処分（以下「本件処分」という。）につき、事前に防御の機会が与えられなか

ったことをもって、本件処分が違憲である旨をいう。

概要

本文
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 しかしながら、法人税法１２７条１項の規定による青色申告の承認の取消処分について

は、その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に

防御の機会が与えられなかったからといって、憲法３１条の法意に反するものとはいえな

い。このことは、最高裁昭和６１年（行ツ）第１１号平成４年７月１日大法廷判決・民集

４６巻５号４３７頁の趣旨に徴して明らかである。本件処分に所論の違憲はなく、論旨

は、採用することができない。

２　その余の上告理由について

 論旨は、違憲をいうが、民訴法３１２条１項及び２項に規定する事由のいずれにも該当

しない。

 よって、裁判官宇賀克也の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。なお、裁判官渡邉惠理子の補足意見がある。

 裁判官渡邉惠理子の補足意見は、次のとおりである。

 多数意見が言及する平成４年大法廷判決は、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防

御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限

の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決

定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものでは

ないと解するのが相当である旨判示している。多数意見は、このような枠組みの下での総

合較量に基づいており、特定の考慮要素のみに基づくものではないが、私において特に明

確にしておきたい２点を補足することとする。

 まず、法人税法１２７条１項の規定による青色申告の承認の取消処分については、専門

性を有する第三者的機関ともいい得る国税不服審判所における充実した審査請求手続が設

けられている。もとより、単に事後手続が設けられていることのみをもって、事前手続が

憲法上必要でないと断ずることはできないが、上記審査請求手続の内容等は、上記の総合

較量において考慮されるべき要素の一つとなるものと考える。

 次に、多数意見と同旨を判示した最高裁平成３年（行ツ）第９３号同４年９月１０日第

一小法廷判決・判例集不登載が出されて以降、不利益処分に係る事前手続の保障の原則を

内容とする行政手続法の制定などの事情の変化もみられるところであるが、多数意見は、

関係規定の制定経緯等に鑑み、こうした事情の変化も念頭に置いた上で、憲法判断の変更

は要しないと判断したものである。

 裁判官宇賀克也の反対意見は、次のとおりである。

１　私は、多数意見の１とは見解を異にするので、以下、その点につき述べる。

２（１）　処分庁が不利益処分を行う場合には、誤った不利益処分による権利侵害が行わ

れないように事前にその根拠法条とそれに該当する事実を通知し、相手方に事前

に意見陳述の機会を保障することが、憲法上の適正手続として要請されるのが原

則であり、法人税法１２７条１項の規定による青色申告の承認の取消処分（以

下、本反対意見においては「青色申告承認取消処分」という。）について、その

例外を認めるべき合理的理由は見いだし難い。

（２）　この点に関し、原判決は、国税通則法７４条の１４第１項が、青色申告承認取

消処分を含む「国税に関する法律に基づき行われる処分」について、行政手続法

第３章（不利益処分）の規定（同法１４条の理由提示の規定を除く。）の適用を

除外していることに触れ、そうした適用除外が認められている理由として、①金

銭に関する処分であるから事後的な手続で処理することが適当であり、事後的な

手続として、国税不服審判所長に対する審査請求等の不服申立手続が整備されて

いること、②大量・反復的に行われること、③限られた人員で適正・公平・迅速

に手続の処理を図らなければならないこと、④処分理由の提示が要求されている

こと等の理由を挙げており、上記①～④の各点をもって、上記（１）の意味での

例外を認めるべき合理的理由と捉えているようにも見受けられるが、いずれの点

も合理的理由たり得ない。その理由は、次のとおりである。

 ①については、国税不服審判所長に対する審査請求は、一般の不服申立手続と

比較して審査庁の独立性に配慮されているが、そもそも、憲法３１条は、違法又

は不当な処分がされないように適正な事前手続を要請しているのであり、事後の

救済手続が整備されていれば、事前手続がおよそ不要であるということにはなら

ないことはいうまでもない。現行法上も、第三者的な立場にある審査庁への審査

2024/12/06 21:03 TAINS｜判決・裁決詳細

https://app6.tains.org/search/detail/62680 2/4
78 / 99



請求が行われ得ることのみをもって、事前手続を不要としているものとは解され

ない。なお、行政手続法１３条２項４号は、「納付すべき金銭の額を確定し、一

定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を

制限する不利益処分をしようとするとき」については、事前の意見陳述手続に関

する同法の規定の適用を除外しているが、同号は、青色申告承認取消処分のよう

に、納付すべき金銭の額の確定等の前提となる相手方の地位の得喪に関する処分

を対象としていない上、そもそも同号は、それに該当する場合に一律に同法によ

り事前の意見陳述手続を義務付けることはしないとするにとどまり、各処分の類

型に応じて、憲法の適正手続の要請により事前の意見陳述手続が必要になり得る

ことを否定する趣旨でもないから、同号の存在は、上記の合理的理由とは結び付

かない。

 ②については、申告納税制度は、個々の納税者の申告によって租税債務を確定

することを原則とする制度であり、更正処分についても、個々の申告について慎

重に調査し、修正申告の慫慂という形での事前手続が事実上とられることが少な

くないともいわれる。いわんや青色申告承認取消処分については、相手方に対す

る不利益の大きさに鑑み、個々の事案ごとに慎重な事実確認がされているはずで

あり、個々の事案について慎重に検討する余裕がない大量・反復事案であるとし

て、粗雑な対応がされているわけではないと考えられる。青色申告承認取消処分

が大量・反復的に行われるから、事前手続をとっている余裕がなく、事実誤認に

対する救済は専ら事後手続に委ねる仕組みが採用されているという理解は、我が

国の実際の税務行政の姿から乖離しており、むしろ我が国の税務行政を過小評価

することになると思われる。

 ③については、少なくとも弁明の機会の付与に相当する手続であれば、弁明書

の提出期限を１週間程度とすることも許容されると考えられるので、迅速性の要

請等が、事前の意見陳述手続を全く保障しないことの合理的理由になるとは考え

難い。なお、青色申告承認取消処分が、行政手続法１３条１項１号イの「許認可

等を取り消す不利益処分をしようとするとき」に相当することに照らせば、「適

正・公平」な手続のためには、聴聞に匹敵する事前手続がとられることが（憲法

上必要不可欠とまでいえるかはひとまずおいても）望ましいと解されるが、聴聞

は１回の期日で終結することが通常であると思われ、また、通知された青色申告

承認取消しの原因となる事実が自認されるために聴聞の期日を開かないことにな

る場合も少なくないと思われることに加えて、我が国の税務職員の質及び量にも

照らせば、聴聞に相当する手続をとることが、迅速性の要請に照らして無理を生

じさせるとまでは思われない。

 ④については、処分理由の提示は、処分庁が原処分を行うに当たり、その慎重

合理性を担保する機能、相手方の不服申立ての便宜を図る機能を有するが、その

ことと、事前に意見陳述の機会を保障されることとは意義を異にするのであり、

そうであるからこそ、行政手続法は、不利益処分について、事前の意見陳述手続

（同法１３条）と理由提示（同法１４条）の規定を別個独立のものとして設けた

のである。したがって、理由提示が行われることは、事前の意見陳述手続が不要

である理由には全くならない。

３　以上によれば、上告理由のうち憲法３１条違反をいう部分には理由があり、本件処分

は違憲であるから、原判決を破棄し、第１審判決を取り消し、本件処分の取消請求を認

容すべきである。

 このような私の立場からは、本判決の多数意見と同旨を判示した最高裁平成３年（行

ツ）第９３号同４年９月１０日第一小法廷判決・判例集不登載は、変更すべきこととな

る。

（最高裁判所第三小法廷）

（裁判長裁判官　渡邉惠理子　裁判官　宇賀克也　裁判官　林道晴　裁判官　今崎幸彦）

（裁判官長嶺安政は、退官につき署名押印することができない。　裁判長裁判官　渡邉惠理

子）
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上告人　■■■■■■■

同代表者代表取締役　■■■■■■■

同訴訟代理人弁護士　金谷比呂史

同訴訟復代理人弁護士　佐藤俊司　長友慶徳

同補佐人税理士　小西慎太郎　福岡耕二　高橋敦尚　小川英雄　木山雅人　執行達也　笹田

毅　田口智一　末吉幹久　安武貴美子　津野秀太　北原あかね　高橋秀至　

岩武一郎　松本宏次　篠原美津子　椛島文子　山内英樹　波多野徹

被上告人　国

同代表者法務大臣　小泉龍司

同指定代理人　吉田俊介　松村忠憲　森下麻友美　笹木祐司　岡安広生　鐘ケ江宏樹　松隈

一雅　菊元優子

別紙リンク

原本URL 原本なし

関連判決等

地裁 Ｚ２７２－１３７８９

高裁 Ｚ８８８－２４９２

最高裁 Ｚ８８８－２６２０

最高裁 Ｚ８８８－２６２１（閲覧中）
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消費税 裁決 Ｆ０－５－３６５

（仕入税額控除／内外判定・法定記載事項）　原処分庁が、楽器の仕入れは国外において行われ
たものであるとして仕入税額控除を否認した処分について、仕入れは国内で行われたものと認
め、一部の課税仕入れを行った年月日が法定帳簿に記載されていないとして、仕入税額控除の一
部を否認し、更正処分等の一部を取り消した事例（平成２６年１１月１日～平成２９年１０月３
１日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定
処分・一部取消し・令０３－０８－０２裁決）
【東裁（諸）令３－７】
【情報公開法第９条第１項による開示情報】

〔裁決の要旨〕

１　請求人が、楽器の仕入金額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税等の確定申

告をしたところ、原処分庁が、楽器の仕入れは国外において行われたものであり、仕入金

額は課税仕入れに係る支払対価の額に当たらないとして、消費税等の更正処分等をしたの

に対し、請求人が、楽器の仕入れは国内において行われたものであるなどとして、原処分

の全部の取消しを求めた事案である。

２　各通知書には、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に示され

ており、更正処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑

制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政

手続法第１４条第１項本文の制度趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠

けるところはないというべきであり、理由提示の不備を理由とする違法はない。

３　請求人は、原処分庁の帳簿等の保存に関する主張は、理由の差し替えとして認められる

ものではない旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張は、各取引について、消費税法

第３０条第１項に規定する仕入税額控除が適用されないとする点において変更がないもの

であり、当該主張を認めても、行政手続法に規定する理由の提示制度を全く無意義ならし

めるような場合に該当しない。

４　請求人は、各楽器については、各仕入先から販売依頼を受け、各仕入先によって国内に

持ち込まれたものを一定期間預かった上で、展示会への出展、演奏家や同業者への貸出し

を行いながら販売したものなどであり、いずれも、請求人が譲り受けた時には国内に所在

していた旨主張している。そして、請求人が提出した証拠によれば、請求人の主張する取

引形態によって各取引が行われていたことが推認され、そうすると、請求人は国内におい

て各楽器の引渡しを受けたと解するのが相当である。

５　消費税法第３０条第１項に規定する課税仕入れを行った日がいつであるかは、課税仕入

れと課税資産の譲渡等が表裏の関係にあることから、資産の譲渡等の時期に準じて判定す

るのが相当であり、この資産の譲渡等の時期は、所得税及び法人税における収益の認識基

準と同様に、原則として引渡基準によるのが相当であると認められる。請求人は、当審判

所に、「国内取引課税仕入れ年月日等一覧表」を提出しているところ、この「一覧表の日

付」欄に記載の各日付を各取引に係る課税仕入れを行った日とすることは相当であると認

められる。

６　消費税法第３０条第７項に規定する帳簿については、同条第８項柱書及び同項第１号に

おいて帳簿の記載事項として「課税仕入れを行った年月日」が規定されている。そして、

一部の取引については、各取引に係る課税仕入れを行った日（一覧表の日付）とは異なる

日付が総勘定元帳に記載されている。したがって、これらの各取引については、帳簿に

「課税仕入れを行った年月日」が記載されていると認めることはできない。また、請求人

が当審判所に提出した領収証は、消費税法第３０条第９項第１号に規定する請求書、納品

書その他これらに類する書類に該当すると認められるものの、当該領収証には課税資産の

譲渡を行った年月日の記載がないことから、同号に掲げる事項が記載されているとは認め

概要
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られない。以上のことからすると、一部の取引については、消費税法第３０条第８項第１

号に規定する帳簿及び同条第９項第１号に規定する請求書等が保存されているとはいえな

いから、同条第７項に規定する帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れに該当すること

となる。よって、帳簿等が保存されている取引については仕入税額控除をすることができ

るが、帳簿等保存がない取引については、仕入税額控除をすることはできない。

７　原処分庁は、各仕入先は請求人に対して各楽器に係る輸入申告をしたか否かについて明

確な回答を拒否しており、また、請求人も輸入申告をしていないことから、各楽器が国内

に持ち込まれたことを証するものがなく、各取引が行われた時において各楽器が所在して

いた場所が国内であったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人が輸入者で

ないのであれば、請求人が輸入申告を行っていないことは当然であるし、各仕入先が輸入

申告をしたか否かが明らかではないとしても、その事実からは、各楽器を国内に持ち込ん

だ者及び持ち込まれた時期が明らかとならないだけであって、当該事実のみをもって、請

求人が各楽器を各仕入先から譲り受けた時において各楽器が所在していた場所が国内では

ないとまで認めることはできないのであるから、原処分庁の主張には理由がない。

裁決年月日　Ｒ０３－０８－０２

コード番号　Ｆ０－５－３６５

裁決書

東裁（諸）令３第７号

令和３年８月２日

国税不服審判所長　東亜由美

審査請求人

所在地　■■■■■■■■■■■■■■■■

名称　■■■■■■■■■■■■■■

代表者　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

原処分庁　■■■■■■

原処分　令和元年８月２７日付でされた平成２６年１１月１日から平成２７年１０月３１日

まで、平成２７年１１月１日から平成２８年１０月３１日まで及び平成２８年１１月

１日から平成２９年１０月３１日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正

処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分

 上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

 原処分は、いずれもその一部を別紙１から別紙３までの各「取消額等計算書」のとおり取

り消す。

理由

１　事実

（１）　事案の概要

 本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が、楽器の仕入金額を課税仕入

れに係る支払対価の額に含めて消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当

該楽器の仕入れは国外において行われたものであり、当該仕入金額は課税仕入れに

係る支払対価の額に当たらないとして、消費税等の更正処分等をしたのに対し、請

求人が、当該楽器の仕入れは国内において行われたものであるなどとして、原処分

の全部の取消しを求めた事案である。

（２）　関係法令

本文
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イ　行政手続法第１４条《不利益処分の理由の提示》第１項本文は、行政庁は、不

利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を

示さなければならない旨規定している。

ロ　消費税法第２条《定義》第１項第１２号は、課税仕入れとは、事業者が事業と

して他の者から資産を譲り受けること（当該他の者が事業として当該資産を譲り

渡したとした場合に課税資産の譲渡に該当することとなるもので、消費税法等の

規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。）をいう旨規定してい

る。

ハ　消費税法第４条《課税の対象》（平成２７年９月３０日以前に行う資産の譲渡

については、平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）第１項

は、国内において事業者が行った資産の譲渡には消費税を課する旨規定し、同条

第３項柱書及び同項第１号は、資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判

定は、当該譲渡が行われる時において当該資産が所在していた場所が国内にある

かどうかにより行うものとする旨規定し、当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特

許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかで

ないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所が国内にあ

るかどうかにより行うものとする旨規定している。

 そして、消費税法施行令第６条《資産の譲渡等が国内において行われたかどう

かの判定》第１項柱書及び同項第１０号は、消費税法第４条第３項第１号に規定

する政令で定める資産は、同令第６条第１項第１号から第９号までに掲げる資産

以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものとし、同法第４条第３項

第１号に規定する政令で定める場所は、その資産の譲渡を行う者の当該譲渡に係

る事務所等の所在地とする旨規定している。

ニ　消費税法第３０条《仕入れに係る消費税額の控除》第１項柱書（平成２７年９

月３０日以前に行う課税仕入れについては平成２７年法律第９号による改正前の

もの、平成２７年１０月１日以後平成２９年１０月３１日以前に行う課税仕入れ

については平成２７年法律第９号によって改正された平成２４年法律第６８号に

よる改正前のもの。以下同じ。）及び同項第１号は、事業者が国内において行う

課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準

額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係

る消費税額を控除する旨規定している（以下、同項の規定により課税標準額に対

する消費税額から控除する課税仕入れに係る消費税額を「控除対象仕入税額」と

いい、この控除を「仕入税額控除」という。）。

ホ　消費税法第３０条第７項本文（平成２７年９月３０日以前に行う課税仕入れに

ついては、平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）は、同条第

１項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等

（以下「帳簿等」という。）を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ

の税額については、適用しない旨規定し、同条第７項ただし書において、災害そ

の他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事

業者において証明した場合は、この限りではない旨規定している。

ヘ　消費税法第３０条第８項柱書（平成２７年９月３０日以前に行う課税仕入れに

ついては、平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）及び同項第

１号は、同条第７項に規定する帳簿とは、次に掲げる事項が記載されているもの

をいう旨規定している。

（イ）　課税仕入れの相手方の氏名又は名称（同号イ）

（ロ）　課税仕入れを行った年月日（同号ロ）

（ハ）　課税仕入れに係る資産の内容（同号ハ）

（ニ）　課税仕入れに係る支払対価の額（同号ニ）

ト　消費税法第３０条第９項柱書及び同項第１号は、同条第７項に規定する請求書

等とは、事業者に対し課税資産の譲渡（消費税法等の規定により消費税が免除さ

れるものを除く。）を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡につき当該事業者

に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載さ

れているものをいう旨規定している。
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（イ）　書類の作成者の氏名又は名称（同号イ）

（ロ）　課税資産の譲渡を行った年月日（同号ロ）

（ハ）　課税資産の譲渡に係る資産の内容（同号ハ）

（ニ）　課税資産の譲渡の対価の額（同号ニ）

（ホ）　書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称（同号ホ）

（３）　基礎事実

 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ　請求人は、平成２１年７月９日に設立された法人で、弦楽器の販売等を主たる

事業としている。

ロ　請求人は、別表１の「品名」欄に掲げる各楽器（以下「本件各楽器」とい

う。）をいずれも海外に所在する各仕入先（以下「本件各仕入先」という。）か

ら、同表の「金額」欄に記載した各金額で購入した（以下、請求人が本件各楽器

を本件各仕入先から購入した各取引を「本件各取引」という。）。

ハ　請求人は、本件各楽器を本件各仕入先から譲り受けた時に本件各楽器が国内に

所在していたことなどを証するものとして、次の（イ）から（ニ）までに掲げる

書面のほか、「■■■■　国内取引課税仕入れ年月日等一覧表」と題する書面

（以下「本件一覧表」という。）を当審判所に提出した。

（イ）　本件各仕入先が請求人に対して交付した請求書の写し

（ロ）　請求人と本件各仕入先との間で締結した委託販売契約書の写し

（ハ）　請求人が本件各楽器を貸し出す際に作成した楽器貸与契約書の写し及び

備忘録の写し

（ニ）　本件各仕入先が請求人に対して交付した領収証の写し

（４）　審査請求に至る経緯

イ　請求人は、平成２６年１１月１日から平成２７年１０月３１日までの課税期間

（以下「平成２７年課税期間」といい、他の課税期間についても同様に表記す

る。）、平成２８年課税期間及び平成２９年課税期間（以下、これらを併せて

「本件各課税期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」とい

う。）の各確定申告書に別表２の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも法

定申告期限までに申告した。

 なお、請求人は、上記申告に当たり、平成２７年課税期間は別表１の順号１か

ら順号７まで、平成２８年課税期間は同表の順号８から順号２６まで、平成２９

年課税期間は同表の順号２７から順号３４までに掲げる各楽器について、それぞ

れ仕入税額控除を適用した。

ロ　■■■■■■は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、令和元年８月

２７日付で本件各課税期間の消費税等について、別表２の「更正処分等」欄のと

おりの各更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算税の各

賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」という。）をした。

 なお、本件各更正処分に係る通知書（以下「本件各通知書」という。）に記載

された本件各更正処分の理由は、別紙４のとおりである。

ハ　請求人は、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分に不服があるとして、令和

元年１１月２１日に審査請求をした。

２　争点

（１）　本件各更正処分には、理由提示の不備を理由とする違法があるか否か。また、消

費税法第３０条第７項に係る原処分庁の主張は、理由の差し替えとして許されない

ものか否か（争点１）。

（２）　本件各取引は、国内において行った課税仕入れに該当し、当該課税仕入れに係る

消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができるか否か（争点

２）。

３　争点についての主張

（１）　争点１（本件各更正処分には、理由提示の不備を理由とする違法があるか否か。

また、消費税法第３０条第７項に係る原処分庁の主張は、理由の差し替えとして許

されないものか否か。）について

原処分庁 請求人
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イ　理由提示の不備について

　本件各通知書には、本件各更正処分の根拠

法令として消費税法施行令第６条第１項第１

０号の規定内容、請求人が本件各楽器を譲り

受ける時に本件各楽器の所在していた場所が

明らかではないことや、本件各仕入先の事務

所所在地が国外であるという事実関係に加

え、これらの根拠法令及び事実関係から、本

件各楽器の購入金額は国内において行う課税

仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨が

記載されていることからすれば、行政庁の判

断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制

するとともに、処分の理由をその名宛人に知

らせて不服の申立てに便宜を与えるという行

政手続法第１４条第１項本文の趣旨に照らし

ても、同法の要求する理由の提示として欠け

るものではないというべきである。

　したがって、本件各更正処分には、理由提

示の不備を理由とする違法はない。

イ　理由提示の不備について

　処分理由の記載の程度については、処分の

原因となる事実関係の内容等をも総合考慮し

てこれを決定すべきであり、その記載自体か

ら処分理由を了知し得るものでなければなら

ないとともに、いかなる事実関係に基づき、

なぜそのような判断に至ったかという原処分

庁の判断過程について、これを省略すること

なく具体的に記載する必要がある。

　しかしながら、本件各通知書に記載された

理由は、どのような事実を認定して、又はど

のような証拠書類の記述が事実と異なると認

定して、本件各楽器の所在場所が国内でなか

ったと認定したのかが全く不明であり、記載

された理由から課税要件該当性をおよそ判断

できず、かつ、摘示された事実から更正の理

由を検証し、その適否について検討すること

もできない。

　したがって、本件各更正処分には、理由提

示の不備を理由とする違法がある。

ロ　理由の差し替えについて

　更正処分の理由書に記載されていない事項

を審査請求の段階において主張することの可

否は、必ずしも基本的課税要件事実の同一性

の有無等によって決せられるわけではない

が、仮にそうであるとしても、原処分庁の消

費税法第３０条第７項に係る主張は、以下の

とおり、基本的課税要件事実の同一性が失わ

れない範囲内の主張であり、許されるべきも

のである。

　すなわち、本件において仕入税額控除をす

るためには、①本件各楽器の購入が国内にお

いて行われていること、②本件各楽器の購入

に係る帳簿等を保存していることが消費税法

上当然に要求されるところ、本件各更正処分

においては、本件各楽器の購入が国外におけ

る取引に該当すると判断したことから、帳簿

等の保存の有無について判断することなく、

仕入税額控除を否定し、そして、審査請求の

段階に至って、請求人の主張を踏まえ、本件

各楽器の購入に係る帳簿等の保存の有無を改

めて検討した上で、本件各楽器の購入が国内

において行われた場合であっても、本件各楽

器の購入に係る帳簿等の保存のないことを予

備的に主張したものである。

　このように、本件では、一貫して本件各楽

器の購入に関する仕入税額控除の適用の可否

が問題となっており、本件において仕入税額

控除をするためには、上記①及び②のことが

消費税法上当然に要求されるのであるから、

原処分庁の上記主張は、基本的課税要件事実

の同一性が失われない範囲内の主張であると

いえる。

ロ　理由の差し替えについて

　帳簿等の保存に関する原処分庁の主張は、

本件各通知書に記載されていない事項に関す

るものであるから、理由の差し替えに当た

る。そして、理由の差し替えは、手続的保障

原則との関係で基本的課税要件事実の同一性

が失われない範囲内に限り認められていると

ころ、帳簿等の保存に関する事項は、譲り受

けた資産の所在場所の判定事項とは、全く異

質なものであるといえ、明らかに、両者の対

象としている事実の間に、基本的課税要件事

実の同一性はない。

　また、処分理由の差し替えは、これを認め

たのでは、行政手続法が規定する理由の提示

制度を全く無意義ならしめるような場合、又

はこれを認めることが納税者の正当な利益を

害するような特段の事情がある場合以外は認

められるところであるが、認定事実や判断過

程が全く不明な理由付記を全く別の新たな課

税要件の主張によって差し替え可能とするの

であれば、どのような理由の記載であっても

違法となることはなく、「理由の提示制度」

を全く無意義ならしめるものになる。

　したがって、原処分庁の上記主張は、理由

の差し替えとして認められるものではない。
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（２）　争点２（本件各取引は、国内において行った課税仕入れに該当し、当該課税仕入

れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができるか否

か。）について

原処分庁 請求人

　本件各取引は、次のイ及びロの理由から、

国内において行った課税仕入れに該当しな

い。また、本件各取引が国内において行った

課税仕入れに該当するとしても、次のハの理

由から、当該課税仕入れに係る消費税額を課

税標準額に対する消費税額から控除すること

はできない。

　本件各取引は、次のイ及びロの理由から、

国内において行った課税仕入れに該当し、当

該課税仕入れに係る消費税額を課税標準額に

対する消費税額から控除することができる。

イ　本件各楽器は、その購入金額に幅がある

ものの輸入消費税が免税となるような金額で

はないところ、本件各仕入先は請求人に対し

て輸入申告をしたか否かについて明確な回答

を拒否しており、請求人も輸入申告をしてい

ない。そうすると、本件各楽器が国内に持ち

込まれたことを証するものがなく、本件各取

引が行われた時において本件各楽器が所在し

ていた場所が国内であったとは認められな

い。

ロ　輸入申告をすることなく本件各楽器が何

らかの方法により国内に持ち込まれた可能性

があるとしても、結局、誰が国内に持ち込ん

だのかは明らかではない。つまり、本件各仕

入先が国内に持ち込んで請求人に売却した可

能性もあれば、請求人が国外において本件各

仕入先から購入して国内に持ち込んだ可能性

もある。このような場合においては、資産の

譲受けが行われた時に、その資産が所在して

いた場所が明らかではないものといわざるを

得ず、消費税法上、本件各楽器は本件各仕入

先の事務所等の所在地である国外で譲り受け

たものとして取り扱われることとなる。

イ　本件各取引の経過や事実関係を証する証

拠から、本件各楽器が請求人以外の者によっ

て国内に持ち込まれたことが認められること

から、本件各取引は国内において行われた売

買取引であり、本件各楽器は、本件各取引が

行われた時において国内に所在していた。

　なお、本件各仕入先が輸入申告をしたか否

かは、本件各楽器の購入時の所在場所を明確

にする唯一の証拠となり得ず、唯一の証拠で

あるとする旨の法令上の規定もない。

　また、法令上の根拠がないにもかかわら

ず、輸入者でないことの証明をしない場合に

は、売買時の本件各楽器の所在場所が国内で

はなかったと推認して課税するという手法

は、当然認められるものではない。

ハ　請求人が作成し、保存する総勘定元帳に

は本件各楽器に係る課税仕入れを行った年月

日の記載がない。

　また、一般的に課税資産の譲渡等を行った

年月日が記載される請求書等としては納品書

や検収書等が考えられるところ、請求人にお

いて本件各楽器に係る納品書や検収書等の保

存はない。仮に納品書や検収書等の保存がな

くても、他の請求書等に当該年月日の記載が

あれば保存したものと認められるが、本件各

楽器に係る本件各仕入先からの請求書の一部

には課税資産の譲渡等を行った年月日の記載

がなく、また、一部の仕入れについては請求

書の保存自体がない。

ロ　仕入税額控除の適用要件における「帳簿

及び請求書等の記載内容」については、関係

する帳簿書類の名称を問わず、存在する帳簿

と請求書等の記載内容の全てを網羅的に把握

して総合勘案の上、適用要件の充足の是非を

検討することとされているところ、総勘定元

帳のみの記載内容（課税仕入れの年月日の記

載がないことのみ）を捉えて仕入税額控除が

否定されるものではないことは明らかであ

る。

　また、本件に係る税務調査では、帳簿等の

保存とその記載内容については、全く議論の

対象とされなかったことから、仕入税額控除

の適用に必要な全ての帳簿等の提出又は提示

はしておらず、それらの書類における記載事

項の確認や検討は原処分庁との間で全く行わ

れていない。このような状況下で、原処分庁

が保管する限られた帳簿等の写しによって、
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適用要件を満たすための帳簿の記載事項に不

備があるとか、請求書等の保存自体がないと

断定することは誤りである。

４　当審判所の判断

（１）　争点１（本件各更正処分には、理由提示の不備を理由とする違法があるか否か。

また、消費税法第３０条第７項に係る原処分庁の主張は、理由の差し替えとして許

されないものか否か。）について

イ　理由提示の不備について

（イ）　法令解釈

 行政手続法第１４条第１項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理

由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を

課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断

の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛

人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される（最高

裁平成２３年６月７日第三小法廷判決・民集６５巻４号２０８１頁参照）。

したがって、処分の理由が、上記の制度趣旨を充足する程度に具体的に明示

するものである限り、行政手続法の要求する処分の理由の提示として欠ける

ところはないものと解するのが相当である。

（ロ）　検討

 本件各通知書には、別紙４のとおり、本件各更正処分の理由として、①請

求人が本件各楽器を譲り受けた時に本件各楽器の所在していた場所は明らか

ではないこと、②本件各楽器を請求人に対して譲渡した者の事務所等が国外

に所在していること、③上記①及び②の事実から、本件各取引は、消費税法

上、国外で行われた取引となり、本件各楽器に係る仕入金額の合計額は課税

仕入れに係る支払対価の額に該当せず、控除対象仕入税額が減少する旨が記

載されている。

 上記のとおり、本件各通知書には、原処分庁による判断結果とその基礎と

された事実関係が具体的に示されており、本件各通知書における本件各更正

処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑

制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与え

るという行政手続法第１４条第１項本文の制度趣旨に照らしても、同法の要

求する理由の提示として欠けるところはないというべきであり、本件各更正

処分には、理由提示の不備を理由とする違法はない。

（ハ）　請求人の主張について

 請求人は、上記３の（１）の「請求人」欄のイのとおり、本件各通知書に

記載された理由は、どのような事実を認定して、又はどのような証拠書類の

記述が事実と異なると認定して、本件各楽器の所在場所が国内でなかったと

認定したのかが全く不明であり、記載された理由から課税要件該当性をおよ

そ判断できず、かつ、摘示された事実から更正の理由を検証し、その適否に

ついて検討することができないから、本件各更正処分には、理由提示の不備

を理由とする違法がある旨主張する。

 しかしながら、本件各通知書には、行政手続法第１４条第１項本文の制度

趣旨を充足する程度に原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係

が具体的に記載されており、本件各更正処分に係る理由の提示に本件各更正

処分を取り消すべき不備があるとはいえないことは、上記（ロ）のとおりで

あるから、請求人の主張には理由がない。

ロ　理由の差し替えについて

（イ）　法令解釈

 課税処分の取消請求における審判の対象は、専ら原処分庁の行った課税処

分の客観的な適否であり、当該課税処分において認定された課税標準額及び

税額がその総額において租税実体法規に定められたところを上回っていなけ

れば、その処分は適法とされることに加え、上記イの（イ）の行政手続法第

１４条第１項本文の趣旨からすれば、処分理由の差し替えは、これを認めた
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のでは、同法が規定する理由の提示制度を全く無意義ならしめるような場

合、又は、これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事

情がある場合以外は認められると解するのが相当である。

（ロ）　検討

 原処分庁は、本件各通知書において、本件各取引が国外において行われた

取引と認められることを理由に、本件各取引に係る仕入金額の合計額が課税

仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして控除対象仕入税額を減少させ

る旨記載している。

 そして、本審査請求において、原処分庁は、本件各取引において帳簿等の

保存がないことを理由として、消費税法第３０条第７項の規定により、同条

第１項の規定による仕入税額控除が認められない旨主張しているところ、請

求人はこのことをもって処分理由の差し替えとして認められるものではない

と主張するが、原処分庁の帳簿等の保存に関する主張は、本件各取引につい

て、同項に規定する仕入税額控除が適用されないとする点において変更がな

いといえる。

 また、請求人は、本件各取引について消費税法第３０条第１項を適用して

申告しているところ、同項は、本件各取引に係る帳簿等を保存していること

を前提として適用されるのであるから、原処分庁が審査請求の段階において

帳簿等の保存に関する主張を追加したとしても、請求人は、現に保存してい

る帳簿等を基に主張立証すれば良く、請求人に新たな負担を課し、格別の不

利益を与えるものではないと考えられる。

 以上のことからすれば、原処分庁の帳簿等の保存に関する主張は、行政手

続法が規定する理由の提示制度を全く無意義ならしめるような場合、又は、

これを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場

合に該当しないことは明らかであり、それが許されないものとはいえない。

（ハ）　請求人の主張について

 請求人は、上記３の（１）の「請求人」欄のロのとおり、帳簿等の保存に

関する事項は、譲り受けた資産の所在場所の判定事項とは全く異質なもので

あるといえ、両者の対象としている事実の間に、基本的課税要件事実の同一

性はなく、原処分庁の帳簿等の保存に関する主張は、行政手続法に規定する

理由の提示制度を全く無意義ならしめるものであるから、理由の差し替えと

して認められるものではない旨主張する。

 しかしながら、原処分庁の帳簿等の保存に関する主張は、本件各取引につ

いて、消費税法第３０条第１項に規定する仕入税額控除が適用されないとす

る点において変更がないものであり、当該主張を認めても、行政手続法に規

定する理由の提示制度を全く無意義ならしめるような場合に該当しないこと

は、上記（ロ）で述べたとおりであるから、請求人の主張には理由がない。

ハ　小括

 上記イ及びロのとおり、本件各更正処分には、理由提示の不備を理由とする違

法はなく、また、消費税法第３０条第７項に係る原処分庁の主張は、理由の差し

替えとして許されないものであるとはいえない。

（２）　争点２（本件各取引は、国内において行った課税仕入れに該当し、当該課税仕入

れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができるか否

か。）について

イ　認定事実

 請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれ

ば、以下の事実が認められる。

（イ）　上記１の（３）のハの（イ）の書面には、「Ｔｏｋｙｏ　ｄｅｌｉｖｅ

ｒｅｄ」、「ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ　ｍａｄｅ　ｔｏ　Ｊａｐａｎ」、「ｓ

ｏｌｄ　ａｎｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ」等の記載があ

るものがあり、これらの記載は、本件各仕入先が楽器を国内に持ち込ん

で、請求人に引き渡したことを示すものと認められる。
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（ロ）　上記１の（３）のハの（ロ）の書面には、請求人が販売を委託された楽

器の名称及び価格、請求人が当該楽器を国内で受領した旨、委託期間等が

記載されている。

（ハ）　上記１の（３）のハの（ハ）の書面には、請求人が本件各仕入先から楽

器を購入した日よりも前の日付が貸出日として記載されており、当該記載

から、請求人は、購入する前に本件各仕入先から楽器を預かって演奏家や

同業者等に貸し出したことが認められる。

（ニ）　本件一覧表の「課税仕入れを行った日」欄には、本件各楽器ごとに、別

表１の「本件一覧表の日付」欄に記載した各日付が記載されるとともに、

本件一覧表に記載された課税仕入れを行った日に請求人が課税仕入れを行

ったと判断した基準として「引き渡し日」、「借用品につき購入の意思表

示をした日」又は「売買契約書に基づく支払い完了日」のいずれかが記載

されている。

（ホ）　そして、別表１の順号１２に掲げる楽器については、本件一覧表の「課

税仕入を行った年月日が記載されている場所」欄に「国内で販売を受託し

た商品につき、３／３１に売却と同時に仕入が確定した。領収書は決済時

の７／１であり、引き渡し日の記載はない。」との記載がある。また、請

求人は、当該楽器に係る取引に関する書類として、領収証の写しを当審判

所に提出しており、当該領収証には、当該領収証の作成者の名称、取引さ

れた楽器の名称、金額、当該領収証の交付を受ける者として請求人の名称

等のほか、「ＤＡＴＥ　Ｊｕｌｙ　１，　２０１６」と記載されている。

（ヘ）　請求人が作成し、保存する総勘定元帳の仕入高勘定には、本件各楽器ご

とに、別表１の「総勘定元帳の日付」欄に記載した各日付が記載されてい

る。

ロ　検討

（イ）　はじめに

 消費税法第３０条第１項第１号の規定による仕入税額控除は、国内におい

て行う課税仕入れに適用されるところ、①同法第４条によれば、課税仕入れ

が国内において行われたかどうかの判定は、当該課税仕入れが資産の譲受け

である場合は、当該資産の譲受けが行われる時において当該資産が所在して

いた場所が国内にあるかどうかにより判定すべきことになり、また、②同法

第３０条第７項は、課税仕入れに係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に

は、同条第１項の規定は適用しない旨規定しており、同条第８項及び第９項

においては、帳簿及び請求書等について、それぞれ、課税仕入れを行った年

月日又は課税資産の譲渡を行った年月日を記載することを求めている。

 そこで、以下においては、まず、①本件各楽器の譲受け時の所在場所につ

いて検討し、国内に所在していたと認められる場合には、次に、②本件各取

引に係る課税仕入れを行った日を認定した上で、帳簿等の記載状況を確認

し、帳簿等を保存しない場合に該当するかについて判断する。

（ロ）　本件各楽器の譲受け時の所在場所について

 請求人は、上記１の（３）のイのとおり、弦楽器の販売等を主たる事業と

しているところ、本件各楽器については、本件各仕入先から販売依頼を受

け、本件各仕入先によって国内に持ち込まれたものを請求人が一定期間預か

った上で、展示会への出展、演奏家や同業者への貸出しを行いながら販売し

たものなどであり、いずれも、請求人が譲り受けた時には国内に所在してい

た旨主張し、それを証する証拠として同ハの各書面を当審判所に提出してい

る。そして、請求人が提出したこれらの証拠によれば、上記イの（イ）から

（ハ）までに記載した各事実が認められるところ、当該事実から、請求人の

主張する取引形態によって本件各取引が行われていたことが推認され、そう

すると、請求人は国内において本件各楽器の引渡しを受けたと解するのが相

当である。一方、原処分庁は、本件各取引が行われた時において本件各楽器

が所在していた場所が国内であったとは認められない旨主張するだけで、本

件各楽器が国内に所在していなかった、あるいは、国外に所在していたこと
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を示す客観的証拠を提出しておらず、また、当審判所の調査によっても、請

求人の取引形態が請求人の主張するようなものでない、あるいは、本件各楽

器が国外に所在していたことを示す客観的証拠は見当たらない。

 以上のことからすると、本件各楽器は、請求人が本件各楽器を譲り受けた

時に国内に所在したと認めるのが相当である。

（ハ）　課税仕入れを行った日について

 消費税法第３０条第１項に規定する課税仕入れを行った日がいつであるか

は、課税仕入れと課税資産の譲渡等が表裏の関係にあることから、資産の譲

渡等の時期に準じて判定するのが相当であり、この資産の譲渡等の時期は、

所得税及び法人税における収益の認識基準と同様に、原則として引渡基準に

よるのが相当であると認められる。そして、請求人は、上記イの（ニ）のと

おり、別表１の「本件一覧表の日付」欄に記載した各日付を課税仕入れを行

った日としているところ、これらの日は、取引形態に応じ、事業者から預か

った楽器については当該事業者に対して購入の意思を表示した日を、売買契

約が締結された楽器については当該契約で定める所有権が移転する時（購入

代金を完済した時）を、そのほかの楽器については事業者から楽器を譲り受

けた日をそれぞれ課税仕入れを行った日とするものであり、いずれも資産の

引渡しの日として合理的であると認められる。また、これらの日が課税仕入

れを行った日ではないと認めるに足る証拠もない。

 以上のことからすると、別表１の「本件一覧表の日付」欄に記載の各日付

を本件各取引に係る課税仕入れを行った日とすることは相当であると認めら

れる。

（ニ）　帳簿等の保存状況について

 消費税法第３０条第７項に規定する帳簿については、上記１の（２）のヘ

のとおり、同条第８項柱書及び同項第１号において帳簿の記載事項として

「課税仕入れを行った年月日」が規定されている（同号ロ）。そして、請求

人が作成し、保存する総勘定元帳には、上記イの（ヘ）のとおり、別表１の

「総勘定元帳の日付」欄に記載した各日付が記載されているが、本件各取引

に係る課税仕入れを行った日は、上記（ハ）のとおり、別表１の「本件一覧

表の日付」欄に記載したとおりであるから、別表１の順号６、順号１２から

順号１５まで、順号１９、順号３３及び順号３４に掲げる各楽器に係る各取

引以外の各取引については、課税仕入れを行った日とは異なる日付が総勘定

元帳に記載されていることとなる。したがって、これらの各取引について

は、帳簿に「課税仕入れを行った年月日」が記載されていると認めることは

できない。

 また、消費税法第３０条第７項に規定する請求書等については、上記１の

（２）のトのとおり、同条第９項柱書及び同項第１号において請求書、納品

書その他これらに類する書類で同号に掲げる事項が記載されているものをい

う旨規定しており、一般に、取引において授受される同号に規定する請求書

等の書類は、必ずしも１種類とは限らず、複数の書類が想定されるところ、

それらの複数の書類によって記載が補完され、同号に規定する請求書等の保

存があるといい得る場合もあると考えられる。そして、請求人は、上記イの

（ホ）のとおり、別表１の順号１２に掲げる楽器に係る取引に関する書類と

して領収証の写しを当審判所に提出しているところ、当該領収証は、その記

載内容からすると、消費税法第３０条第９項第１号に規定する請求書、納品

書その他これらに類する書類に該当すると認められるものの、請求人も自認

するとおり、当該領収証には課税資産の譲渡を行った年月日の記載がないこ

とから、同号に掲げる事項が記載されているとは認められない。

 以上のことからすると、別表１の順号６、順号１３から順号１５まで、順

号１９、順号３３及び順号３４に掲げる各楽器に係る各取引（以下「本件各

帳簿等保存取引」という。）以外の各取引については、消費税法第３０条第

８項第１号に規定する帳簿及び同条第９項第１号に規定する請求書等が保存
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されているとはいえないから、同条第７項に規定する帳簿及び請求書等の保

存がない課税仕入れに該当することとなる。

（ホ）　小括

 本件各楽器は、上記（ロ）のとおり、請求人が本件各楽器を譲り受けた時

に国内に所在していたと認められ、本件各取引は、いずれも国内において行

った課税仕入れに該当するものの、本件各取引のうち本件各帳簿等保存取引

以外の各取引については、上記（ニ）のとおり、帳簿等の保存がない課税仕

入れに該当し、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人に、災害そ

の他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを認め

るに足る証拠もない。

 よって、本件各取引のうち、本件各帳簿等保存取引については課税仕入れ

に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができる

が、本件各帳簿等保存取引以外の各取引については控除することはできな

い。

ハ　原処分庁の主張について

（イ）　原処分庁は、上記３の（２）の「原処分庁」欄のイのとおり、本件各仕

入先は請求人に対して本件各楽器に係る輸入申告をしたか否かについて明

確な回答を拒否しており、また、請求人も本件各楽器に係る輸入申告をし

ていないことから、本件各楽器が国内に持ち込まれたことを証するものが

なく、本件各取引が行われた時において本件各楽器が所在していた場所が

国内であったとは認められない旨主張する。

 しかしながら、関税法等の規定に基づく申告、いわゆる輸入申告は、原則

として、貨物を輸入しようとする者が税関長に対して行うものであるとこ

ろ、請求人が輸入者でないのであれば、請求人が輸入申告を行っていないこ

とは当然であるし、また、本件各仕入先が輸入申告をしたか否かを明確に回

答しないため、本件各楽器に係る輸入申告の存否が明らかではないとして

も、その事実からは、本件各楽器を国内に持ち込んだ者及び本件各楽器が国

内に持ち込まれた時期が明らかとならないだけであって、当該事実のみをも

って、請求人が本件各楽器を本件各仕入先から譲り受けた時において本件各

楽器が所在していた場所が国内ではないとまで認めることはできないのであ

るから、原処分庁の主張には理由がない。

（ロ）　また、原処分庁は、上記３の（２）の「原処分庁」欄のロのとおり、本

件各楽器を国内に持ち込んだ者が明らかではないことから、本件各楽器の

譲受けが行われた時に、本件各楽器が所在していた場所は明らかではない

ものといわざるを得ず、このような場合においては、消費税法上、本件各

仕入先の事務所等の所在地である国外で譲り受けたものとして取り扱われ

ることとなるから、本件各取引は、国内において行った課税仕入れに該当

しない旨主張する。

 しかしながら、本件各楽器は、その譲受けが行われた時に国内に所在して

いたと認めるのが相当であることは、上記ロの（ロ）のとおりであるから、

原処分庁の主張には理由がない。

ニ　請求人の主張について

 請求人は、上記３の（２）の「請求人」欄のロのとおり、総勘定元帳のみの記

載内容（課税仕入れの年月日の記載がないことのみ）を捉えて仕入税額控除が否

定されるものではない旨主張する。

 しかしながら、消費税法は、上記１の（２）のヘ及びトのとおり、課税仕入れ

に係る帳簿及び請求書等のそれぞれについて記載事項を詳細に定めており、仕入

税額控除を適用するに当たっては、これらの事項が記載された帳簿及び請求書等

の両方を保存することが要件とされているのであるから、請求人の主張には理由

がない。

（３）　本件各更正処分の適法性について

 上記（１）のイの（ロ）のとおり、本件各更正処分には、理由提示の不備を理由

とする違法は認められないが、上記（２）のロの（ホ）のとおり、本件各帳簿等保
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存取引については、仕入税額控除の適用が認められることから、控除対象仕入税額

を再計算すると、それぞれ、平成２７年課税期間が８，８７８，３９３円、平成２

８年課税期間が９，６１８，７７１円、平成２９年課税期間が１１，４８１，２６

０円となり、いずれも本件各更正処分の額を上回る。そして、本件各更正処分のそ

の他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっ

ても、これを不相当とする理由は認められない。

 上記を前提に、当審判所において、請求人の本件各課税期間の納付すべき消費税

等の額を計算すると、それぞれ、平成２７年課税期間が■■■■■■、平成２８年

課税期間が■■■■■■、平成２９年課税期間が■■■■■となり、いずれも本件

各更正処分の納付すべき消費税等の額を下回るから、本件各更正処分は、いずれも

その一部を別紙１から別紙３までの各「取消額等計算書」のとおり取り消すべきで

ある。

（４）　本件各賦課決定処分の適法性について

 本件各更正処分は、上記（３）のとおり、いずれもその一部を取り消すべきであ

るから、本件各賦課決定処分の基礎となる税額は、それぞれ、平成２７年課税期間

が■■■■■■、平成２８年課税期間が■■■■■■、平成２９年課税期間が■■

■■■となる。

 また、これらの税額の計算の基礎となった事実が本件各更正処分前の税額の計算

の基礎とされていなかったことについては、国税通則法第６５条《過少申告加算

税》（平成２７年課税期間及び平成２８年課税期間については、いずれも平成２８

年法律第１５号による改正前のもの）第４項第１号（同改正前の第４項）に規定す

る正当な理由があるとは認められない。

 したがって、国税通則法第６５条第１項及び第２項の規定に基づいて計算された

請求人の過少申告加算税の額は、それぞれ、平成２７年課税期間が■■■■■、平

成２８年課税期間が■■■■■■、平成２９年課税期間が■■■■となり、いずれ

も本件各賦課決定処分の金額に満たないから、本件各賦課決定処分は、いずれもそ

の一部を別紙１から別紙３までの各「取消額等計算書」のとおり取り消すべきであ

る。

（５）　結論

 よって、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消すこととし、主文

のとおり裁決する。

＜別紙リンクに収録＞

別表１　本件各取引の内訳

別表２　審査請求に至る経緯

別紙１　取消額等計算書

〔自　平成２６年１１月１日　至　平成２７年１０月３１日　課税期間分　消費税　

地方消費税　（法人）〕

付表　国税通則法第６５条第２項の規定の適用がある場合の過少申告加算税の計算

別紙２　取消額等計算書

〔自　平成２７年１１月１日　至　平成２８年１０月３１日　課税期間分　消費税　

地方消費税　（法人）〕

付表　国税通則法第６５条第２項の規定の適用がある場合の過少申告加算税の計算

別紙３　取消額等計算書

〔自　平成２８年１１月１日　至　平成２９年１０月３１日　課税期間分　消費税　

地方消費税　（法人）〕

付表　国税通則法第６５条第２項の規定の適用がある場合の過少申告加算税の計算

別紙４　本件各更正処分の理由（同理由中の「１　控除対象仕入税額」の部分のみを抜粋し

たもの。なお、以下は平成２７年課税期間のものであり、記載金額以外は、平成２８

年課税期間及び平成２９年課税期間も同様である。）

 消費税法施行令第６条第１項第１０号は、譲渡資産の所在していた場所が明らかで

ないものについて、その資産の譲渡等を行う者の当該譲渡等に係る事務所等の所在地

で判定することとなっているところ、貴法人が楽器の譲渡を受ける時に当該楽器の所
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在していた場所は明らかではなく、次表のとおり、当該楽器の譲渡を行う者の事務所

等が国外に所在していることから、消費税法上、当該取引は国外で行われた取引とな

り、当該楽器に係る仕入金額の合計額３９，１２９，１３４円は、課税仕入れに係る

支払対価の額に該当しません。したがって、控除対象仕入税額を再計算した結果、控

除対象仕入税額が２，２８２，５３３円減少しました。

（表省略）

＜別紙リンクに収録＞

別紙１　不開示とした部分とその理由

別紙リンク ▼ 別表１・別表２、別紙１・付表～別紙３・付表
▼ 別紙１　不開示とした部分とその理由

原本URL 原本なし

関連判決等 裁決 Ｆ０－５－３６５（閲覧中）
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法人税 裁決 Ｊ１３１－２－０３

〔減価償却資産の償却　取得価額（有形減価償却資産）〕　一括取得した土地及び建物につい
て、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分する
のが合理的であるとした事例（①平成３０年３月１日から平成３１年２月２８日まで及び平成３
１年３月１日から令和２年２月２９日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに令和２年３
月１日から令和３年２月２８日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決
定処分、②令和２年３月１日から令和３年２月２８日までの課税事業年度の地方法人税の更正処
分及び過少申告加算税の賦課決定処分、③平成３０年３月１日から平成３１年２月２８日まで及
び平成３１年３月１日から令和２年２月２９日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更
正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・①③一部取消し、棄却②一部取消し・令０５－
０６－２１公表裁決）
【国税不服審判所ホームページ】

《ポイント》

 本事例は、請求人が一括取得した土地及び建物について各資産の取得価額等を算定するに

当たり、建物の価値を増加させると認められる改修工事が行われていた建物及びこれと一括

取得した土地については、当該価値の増加が反映されていないと認められる固定資産税評価

額の比ではなく、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であると

判断した事例である。

《要旨》

 請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、まず当該土地の路線価に地積

を乗じることにより当該土地の売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引

くことにより当該建物の売買代金相当額を算出する方法（本件差引法）により算出すべきで

ある旨主張する。

 しかしながら、本件差引法を用いて土地及び建物の売買代金相当額を区分した場合、土地

の売買代金相当額に反映されるべき価額が反映されず、土地の売買代金相当額が客観的な時

価に比して低額になる一方、当該価額が建物の売買代金相当額に転嫁され、建物の売買代金

相当額が客観的な時価に比して高額になるという看過し難い不均衡が生じるから、本件差引

法は合理的とは認められない。

 一方、原処分庁は、当該土地及び建物の各売買代金相当額は、土地及び建物の売買代金総

額を各資産の固定資産税評価額比によりあん分する方法（固定資産税評価額比あん分法）に

より算出すべきである旨主張するところ、確かに、固定資産税評価額比は、土地及び建物の

価額比を推認する手がかりとして一般的な合理性を有するものであるから、固定資産税評価

額比あん分法は、一般的には合理的な算定方法であると認められる。

 しかしながら、本件の一部の建物には時価を増加させると認められる改修工事が実施され

ていたにもかかわらず、当該建物の固定資産税評価額にはこれらの時価の増加が反映されて

いない。

 他方、当該一部の建物及びこれと一括取得された土地について請求人が提出した不動産鑑

定評価書における土地及び建物の積算価格の比は、土地及び建物の時価の価額比を推認する

手がかりとして一定の合理性が認められる上、改修工事の実施を踏まえたものであり、当該

一部の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法よりも当該積算価格比によりあ

ん分する方法を用いることがより合理的であると認められる。

 したがって、当該一部の土地・建物については当該積算価格比によりあん分する方法を、

他の土地・建物については、固定資産税評価額比あん分法を用いるのが相当である。

《参照条文等》

概要

2024/12/20 11:26 TAINS｜判決・裁決詳細

https://app6.tains.org/search/detail/62119 1/2
96 / 99



法人税法施行令第５４条

消費税法第３０条

裁決年月日　Ｒ０５－０６－２１

裁決事例集　Ｊ１３１－２－０３

別紙リンク

原本URL 原本なし

関連判決等 裁決 Ｊ１３１－２－０３（閲覧中）

本文
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相続税 地裁 Ｚ８８８－２６０７

東京地方裁判所令和４年（行ウ）第１８６号相続税更正処分等取消請求事件（棄却）（確定）
国側当事者・国（渋谷税務署長）
令和５年８月３１日判決
【情報公開法第９条第１項による開示情報】
【貸付金債権の評価／同族会社に対する貸付金の回収可能性／相続開始後に解散・清算】

判示事項

１　被相続人甲の遺言によりその一切の財産を相続した原告は、その相続に係る相続税につ

いて渋谷税務署長（処分行政庁）に申告したところ、処分行政庁から、被相続人がＡ株式

会社（本件法人）に対して有していた額面６０３６万４３２５円の貸付金債権（本件債

権）について、上記申告時の評価額（１４０５万４２８８円）が過少であるとして、更正

処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。

２　評価通達２０５《貸付金債権等の元本価額の範囲》は、その（１）ないし（３）の事由

のほか、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」も評価通達２０４

《貸付金債権の評価》による評価の例外的事由として掲げているが、これが評価通達２０

５（１）ないし（３）の事由と並列的に規定されていることからすると、上記「その回収

が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、評価通達２０５（１）ないし

（３）の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そ

のため、債権の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときを

いうものと解すべきである。

３　本件法人は、平成２０年１０月期ないし平成２９年１０月期（本件各事業年度）におい

て、ほぼ継続して債務超過の状況にあったものであるが、その債務のほとんどは本件法人

の代表者あるいはその親族からの借入金であり、これは無利息かつ返済期限のないもので

あった上、本件法人の相続開始日時点の借入金は、本件債権である６０３６万４３２５円

と原告に対する２９万３３００円であって、その債権者は全て原告であったのであるか

ら、本件法人の代表取締役である原告が自らその返済時期や方法を調整することは可能で

あったといえ、直ちに返済を要するものではないことは明らかである。

４　また、本件法人には、◯◯２０１号室及び◯◯６０１号室の不動産賃貸による賃料収入

が継続的にあり、その損益の状況は、本件各事業年度において、低額とはいい難い額の役

員報酬を継続的に支払った上で、現金出金を伴わない減価償却費を計上していた平成２０

年１０月期ないし平成２３年１０月期は、減価償却費を除けばいずれも税引前当期純利益

は黒字、平成２４年１０月期以降は、修繕費を３０万円以上計上した平成２４年１０月

期、平成２５年１０月期及び平成２７年１０月期以外は税引前当期純利益は黒字であった

ものであり、本件法人は相続開始日時点でも営業を継続していたものである。

５　相続開始日後も本件法人を存続させ、将来にわたって生じ得る経常利益を本件債権の返

済に充てることは可能であったものと解すべきであって、本件法人の解散及び清算は、損

害のこれ以上の拡大を防ぐためにやむなく行われたというよりは、飽くまでも本件法人に

おける経営上の判断の結果によるものと認められる。

６　以上の事情に照らせば、本件法人が、経済的に破綻していることが客観的に明白で、本

件債権の回収の見込みがない又は著しく困難であると確実に認められるものであったとは

いえず、本件債権について、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれると

き」に当たるとはいえないというべきである。したがって、評価通達２０５の定めの適用

はなく、本件債権は、評価通達２０４の定めにより、相続開始日における元本価額である

６０３６万４３２５円と評価すべきである。

概要
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７　原告は、①代表取締役就任時７８歳と高齢であって本件建物の管理のために定期的に通

勤することは困難であった旨、②相続開始日より前に被相続人との間で本件法人の事業を

継続しない決定をしていた旨及び③平成２８年１０月期の当期純利益３５万１５６４円を

本件債権６０３６万４３２５円の返済に充てたとしても返済が完了するのは１７２年後で

ある旨を主張するが、①◯◯２０１号室及び◯◯６０１号室の管理を原告以外の者に任せ

ることも可能であったといえること、②かかる決定の存在を示す的確な証拠はないし、仮

にそのような決定をしていたとしても、それは前記説示のとおり、飽くまでも経営上の判

断によるものといえること、③本件債権の回収に長期間を要する見込みがあるとしても、

評価通達２０５（１）ないし（３）の事由と同程度に本件法人の破綻を示すものとはいえ

ないことからすれば、上記①ないし③のような各事情をもって、本件法人の経済的な破綻

を客観的に裏付けるものということはできない。

判決年月日　Ｒ０５－０８－３１

国税庁訴資　Ｚ８８８－２６０７

別紙リンク
▼ 別紙２～別紙４
▼ 別紙７～別紙９
▼ 別紙、別表　不開示とした部分とその理由

原本URL 原本なし

関連判決等 地裁 Ｚ８８８－２６０７（閲覧中）
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